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 総論 

 

 調査の対象とした貨物（以下「調査対象貨物」という。）の品名、銘柄、型式及び特徴 

 

 品名 

 

(1)  炭酸カリウム（炭酸二カリウム） 

なお、化学式は K2CO3であり、中性炭酸カリウム1とも呼ばれる。英語名称は Dipotassium 

Carbonate。 

 

 銘柄及び型式 

 

(2)  商品の名称及び分類についての統一システム（HS）の品目表第 2836.40 号に分類される。 

 

 特徴 

 

(3)  一般に白色の粉末又は無色の液体であり、主として、液晶パネルをはじめとするガラス類の

原料、中華麺に添加するかんすいの原料、洗剤の原料等として使用される。 

 

 調査対象貨物の供給者及び供給国 

 

(4)  大韓民国（以下「韓国」という。）の生産者及び輸出者。 

 

 調査対象貨物に対する意見の表明2に係る検討 

 

(5)  下記「１－７－４－３ 意見の表明」参照。 

 

 調査の対象とした期間（以下「調査対象期間」という。） 

 

 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項 

 

(6)  平成 31 年 1 月 1 日から令和元年 12 月 31 日まで。 

 

 

 

                                                  
1 KHCO3（炭酸水素カリウム（重炭酸カリウムとも呼ばれる））も炭酸カリウムと呼ばれ得るが、調査対象貨物

には該当しない。 
2 不当廉売関税に関する政令（平成 6 年政令第 416 号。以下「政令」という。）第 12 条の 2 第 1 項 
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 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に

関する事項 

 

(7)  平成 29 年 1 月 1 日から令和元年 12 月 31 日まで。 

 

 調査の対象とした事項の概要 

 

 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項 

 

(8)  不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項に関して、 

(ア) 調査対象貨物と同種の貨物の正常価格（輸出国における通常の商取引における価格又は

これに準ずる価格） 

(イ) 調査対象貨物の本邦向け輸出価格 

(ウ) これらの正常価格と本邦向け輸出価格との差額（不当廉売差額） 

(エ) その他不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実の認定に関し参考となるべき事項 

について調査した。 

なお、「調査対象貨物と同種の貨物」（以下「同種の貨物」という。）とは、調査対象貨物と全

ての点で同じである貨物、又はそのような貨物がない場合には、全ての点で同じではないが調

査対象貨物と極めて類似した性質を有する他の貨物をいう3。 

 

 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に

関する事項 

 

(9)  不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関して、 

(ア) 不当廉売された調査対象貨物の輸入量 

(イ) 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業の同種の貨物の価格に及ぼす影響 

(ウ) 不当廉売された調査対象貨物の輸入が同種の貨物を生産している本邦の産業に及ぼす影

響 

(エ) その他不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実

の有無の認定に関し参考となるべき事項 

について調査した。 

 

 調査開始の経緯 

 

 課税申請 

 

                                                  
3 1994 年の関税及び貿易に関する一般協定第 6 条の実施に関する協定（平成 6 年条約第 15 号）（以下「協定」 
という。）2.6 
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(10)  令和 2 年 4 月 30 日、関税定率法（明治 43 年法律第 54 号。以下「法」という。）第 8 条第

4 項の規定による求めとして、「大韓民国産の炭酸カリウムに対する不当廉売関税を課する

ことを求める書面」（以下「申請書」という。）が、カリ電解工業会から提出された。 

 

表 1 申請者の名称及び住所 

名称 住所 

カリ電解工業会 東京都中央区新川 1 丁目 4 番 1 号 

 

(11)  申請者は、下記「３－２ 本邦の産業」に記載のとおり、本邦において同種の貨物を生産

及び販売している本邦生産者二社が加盟する業界団体であり、平成 31 年 1 月から令和元年

12月における当該貨物の本邦における総生産高に占める当該二社の生産高の割合は申請適格

（本邦における総生産高の四分の一以上）4を満たしていた。 

 なお、調査当局は、令和 2 年 6 月 22 日、韓国政府に対し、かかる申請があり受領した旨を

通知5した。 

 

 調査開始の決定 

 

(12)  申請書を検討した結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与

える実質的な損害等の事実について、申請者として収集した十分な証拠が提出されており、

また、申請に対する支持の状況は本邦産同種の貨物の本邦における総生産高 50%を超えてい

たこと6から、調査を開始する必要があると認められたので、令和 2 年 6 月 29 日、申請書に

基づく調査の開始を決定7し、その旨を直接の利害関係人（調査対象貨物の供給者及び輸入者

並びに申請者並びに財務大臣が本調査8に特に利害関係を有すると認める者をいう。以下同

じ。）と認められた者に対し、書面により通知9（申請書（開示版）の写しを添付）するととも

に、官報で告示10した（令和 2 年 6 月 29 日付け財務省告示第 156 号）（以下「調査開始告示」

という。）。 

 

(13)  調査開始告示において、政令第 10 条第 1 項前段及び第 10 条の 2 第 1 項前段の規定による

証拠の提出及び証言、第 11 条第 1 項の規定による証拠等の閲覧、第 12 条第 1 項の規定によ

る対質の申出、第 12 条の 2 第 1 項の規定による意見の表明並びに第 13 条第 1 項の規定によ

                                                  
4 政令第 5 条第 1 項第 1 号 
5 協定 5.5 
6 協定 5.4、政令第 7 条第 1 項第 7 号 
7 法第 8 条第 5 項 
8 調査開始告示では「本調査」と表記される一方、「不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い（利害 
関係者等共通）」では「本調査」と「本件調査」が併記されているところ、用語の使用に係る混乱を避けるた

め、これ以降「本調査」に統一して記載する。但し、ホームページ等において「本件調査」と記載されているも

のはそのまま「本件調査」と記載する等、出典の記載を使用した。 
9 政令第 8 条第 1 項 
10 政令第 8 条第 1 項 
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る情報の提供についてのそれぞれの期限を次のとおりとした。 

(ア) 証拠の提出及び証言についての期限 令和 2 年 9 月 29 日 

(イ) 証拠等の閲覧についての期限 政令第 16 条第 1 項に規定する不当廉売関税を課するこ

との決定、同条第 2 項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第 3 項に

規定する調査を取りやめることの決定に係る告示の日 

(ウ) 対質の申出についての期限 令和 2 年 10 月 29 日 

(エ) 意見の表明についての期限 令和 2 年 10 月 29 日 

(オ) 情報の提供についての期限 令和 2 年 10 月 29 日 

 

(14)  また、調査開始告示において、「本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、

証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うも

のとする。ただし、これらの原文が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に

加え日本語の翻訳文を添付するものとする。」、「本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段

及び第十条の二第二項前段の規定による証拠の提出を求めるため、前記三（一）の供給者及

びその他の調査開始の日において把握している利害関係者に対し、質問状を送付し、期限を

定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問状を財務

省及び経済産業省のホームページに掲載する。」及び「当該質問状の送付を受けた利害関係

者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者であるにもかかわらず、本告示の日

から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本告示の日から十四日以内に前記（一）

の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出た上で、財務省若し

くは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は当該質問状の送付を受け、所

定の期限までに回答を行うものとする。」旨を告示した。 

 

(15)  令和 2 年 6 月 29 日、韓国政府に対し、調査開始を決定した旨を書面により通知11（申請書

（開示版）の写しを添付12）した。 

 また、同日、財務大臣は、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会委員に対し、

調査開始を決定した旨を通知し、その後、令和 2 年 9 月 8 日に開催された関税・外国為替等

審議会関税分科会特殊関税部会において調査開始について説明13した。 

 なお、本調査の開始決定に際し、財務大臣及び経済産業大臣は、本調査を開始する必要が

あると認め、令和 2 年 6 月 25 日に財務大臣から経済産業大臣に対して、及び同月 26 日に経

済産業大臣から財務大臣に対して、それぞれその旨を通知14した。 

  

                                                  
11 協定 12.1 
12 協定 6.1.3 
13 不当廉売関税に関する手続等についてのガイドライン（以下「ガイドライン」という。）6.(3) 
14 政令第 18 条 
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 調査開始後の経緯 

 

 質問状等の送付及び回答の状況 

 

(16)  令和 2 年 6 月 29 日、調査対象貨物の供給者及び輸入者並びに本邦産同種の貨物の生産者

（以下、これらの者を総称して「利害関係者」という。）並びに産業上の使用者（以下、利害

関係者及び産業上の使用者を総称して「利害関係者等」という。）に対して、「不当廉売関税の

課税に関する調査への協力のお願い（利害関係者等共通）」（以下「お願い紙」という。）、「確

認票」及び「質問状」を送付し、期限を定めて回答を求めるとともに、特段の理由なく回答期

限内に回答しない場合は、協定 6.8 及び同附属書Ⅱ並びにガイドライン 10．に基づき、政府

は、知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて本件に関する最終的な決

定を行うことを明示した。 

 また、お願い紙、確認票及び質問状を財務省15及び経済産業省16のホームページに掲載し公

表し、財務省ホームページにおいては、調査開始告示の日から 7 日以内に財務大臣から質問

状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明しようとす

る者は、調査開始告示の日から 14 日以内に指定された連絡先に利害関係者に該当することを

証する資料を添えて書面で申し出るとともに、上記の質問状に回答の上、質問状等の所定の

期限までに回答を提出して欲しい旨を明示し、経済産業省ホームページにおいても、財務大

臣から質問状の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明し

ようとする者は、指定された連絡先に連絡するよう求めた。さらに、質問状等に対して、特段

の理由なく回答期限内に回答しない場合は、協定 6.8 及び同附属書Ⅱ並びにガイドライン 10．

に基づき、政府は、知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて本件に関

する最終的な決定を行うことを明示した。 

 

(17)  調査当局は、調査対象貨物の供給者に対するお願い紙、確認票及び質問状の送付と同時に、

大韓民国駐日本国大使館17に対し、当該質問状を送付し、調査対象貨物の供給者として調査当

局が知り得た下記(19)(ア)の 1 者に対して当該質問状を送付したことを伝えるとともに、当該

供給者以外の者で調査対象貨物の生産又は輸出を行っている者がある場合、証拠の提出の機

会を設けるため諸手続についての案内等を追送する用意があることを伝え、そのような生産

者及び輸出者に係る情報の提供を依頼した。 

 また、調査当局が知り得た供給者、輸入者及び産業上の使用者に対して、それぞれに係る

確認票において、韓国の生産者及び輸出者の情報の提供を求めるとともに、財務省及び経済

産業省のホームページにおいて本調査に係る確認票及び質問状が入手可能であることを当該

者に伝達して欲しい旨依頼した。 

                                                  
15 https://www.customs.go.jp/tokusyu/chosakamotsu_index.htm 
16 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/tansankari/index.html 
（以下、確認票及び質問状等を掲載した財務省及び経済産業省のホームページアドレスは同様。） 

17 上記調査開始時において「大韓民国駐日本国大使館」と記載していたが、その後、より適切な表記である

「駐日本国大韓民国大使館」に記載を修正。 
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(18)  確認票及び質問状の送付等の状況、並びにこれらに対する回答書の提出状況等については、

「表 2 確認票及び質問状の送付並びに回答等の状況」のとおりであった。 

 なお、具体的には、下記「１－７－１－１ 供給者への質問状等の送付等」、「１－７－

１－２ 輸入者への質問状等の送付等」、「１－７－１－３ 本邦生産者への質問状等の送

付等」及び「１－７－１－４ 産業上の使用者への質問状等の送付等」において述べる。ま

た、確認票及び質問状の回答において、期限を超過して回答を提出した者については、調査

に支障のない範囲で、自発的な証拠の提出又は情報の提供としてこれを受理した。 

 

表 2 確認票及び質問状の送付並びに回答等の状況 

利害関係者等の区分 

送 付 等

の対象 

確認票 質問状 

回答数 

 

回答数 
うち実績あり 

A B B/A C C/B D D/A 

件 件 % 件 % 件 % 

   生産 輸出 生産 輸出   

供給者 1 1 100 1 1 100 100 1 100 

輸入者 3 3 100 3 100 3 100 

本邦生産者 2 2 100 2 100 2 100 

産業上の使用者 20 15 75 13 86.7 9 45 

（注 1） 上表中の「実績」とは、「供給者」は調査対象貨物の「生産」又は「輸出」、「輸入

者」は調査対象貨物の「輸入」、「本邦生産者」は本邦産同種の貨物の「生産」、及び

「産業上の使用者」は調査対象貨物又は本邦産同種の貨物の「購入」に係る実績があ

った場合をいう。 

（注 2） 上表中の割合(%)の表示項目については、小数点以下 2 桁目の数字を四捨五入して

いる。 

 

 供給者への質問状等の送付等 

 

(19)  令和 2 年 6 月 29 日、調査対象貨物の供給者として調査当局が知り得た下記(ア)の生産者及

び輸出者 1 者18に対し、「お願い紙」、調査対象期間中に調査対象貨物を生産したか否か及び

本邦に輸出したか否か並びに本調査へ協力するか否か等を確認するための「確認票」並びに「調

査対象貨物の生産者及び輸出者に対する質問状」（以下「供給者質問状」という。）を送付19する

とともに、財務省及び経済産業省のホームページに掲載し公表した。 

 この際、お願い紙において「「確認票」又は「質問状」に対して、特段の理由なく回答期限

内に回答しない場合は、協定 6.8 及び同附属書Ⅱ、並びにガイドライン 10．に基づき、政府

は、知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて本件に関する最終的な決

                                                  
18 申請書別紙 7 
19 政令第 10 条第 2 項 
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定を行う」こと、及び「政府は、調査対象貨物の生産者及び輸出者の数が、合理的に調査でき

る範囲を超えるときには、その検討の対象を合理的に調査できる範囲に制限する」場合があ

ることを明示した。 

 

(ア) 令和 2 年 6 月 29 日に供給者質問状等を送付した供給者 

UNID Company Ltd.20（以下「UNID21」という。） 

 

(20)  確認票に関して、「表 3 供給者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおり、上記(19)(ア)

の供給者 1 者から、令和 2 年 7 月 13 日の確認票回答の提出期限後に、確認票回答の提出が

あり、調査対象期間中に調査対象貨物の生産又は本邦への輸出実績がある旨の回答があった。 

 

(21)  供給者質問状の調査項目 B 以降の回答書の提出期限の延長について、延長要望の提出期限

である令和 2 年 7 月 29 日までに、供給者 1 者から、調査項目 B から E について提出期限の

延長の申出があり、調査に支障のない範囲でこれを認めた。 

 

(22)  供給者質問状に関して、「表 3 供給者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおり、供給

者 1 者から、供給者質問状回答書の提出期限である令和 2 年 8 月 5 日までに、調査項目 A に

係る回答書の提出があった。 

 また、上記(21)のとおり提出期限の延長を認めた調査項目 B から E について、延長後の提

出期限である令和 2 年 8 月 19 日までに、供給者 1 者から回答書の提出があった。 

 

(23)  供給者質問状の送付等の状況、及びこれらに対する回答書の提出状況等の詳細については、

「表 3 供給者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおりであった。 

 

 

表 3 供給者質問状等の送付及び回答等の状況 

供給者名 
確認票・ 
質問状等 
の送付等の日 

確認票 
回答日 

生産・輸出 
の実績 
及び 
協力可否 

質問状 
回答日 
（調査項目
A） 

質問状回答 
延長要望 
（調査項目
B～G） 

質問状 
回答日 
（調査項目
B～G） 

UNID 6/29 
7/14 

（期限外） 

生産 有 

輸出 有 

協力する 

8/5 7/2922 8/1923 

                                                  
20 申請書において、当該供給者の名称が「UNID Company Ltd.」とされていたものの、調査開始後、当該供

給者から提出された確認票及び質問状等の各種書面に記載された名称がいずれも「UNID Co.,Ltd」であったこ

とから、以降当該供給者の正式名称を「UNID Co.,Ltd」として取り扱った。 
21 以降、特段断りがない限り「供給者」は「UNID」を指す。 
22 調査項目 B から E の延長希望 
23 調査項目 B から E の提出 
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 輸入者への質問状等の送付等 

 

(24)  令和 2 年 6 月 29 日、調査対象貨物の輸入者として調査当局が知り得た 3 者24,25に対し、

「お願い紙」、調査対象期間中に調査対象貨物を輸入したか否か及び本調査へ協力するか否か

等を確認するための「確認票」並びに「調査対象貨物の輸入者に対する質問状」（以下「輸入

者質問状」という。）を送付26するとともに、財務省及び経済産業省のホームページに掲載し

公表した。 

 この際、お願い紙において「「確認票」又は「質問状」に対して、特段の理由なく回答期限

内に回答しない場合は、協定 6.8 及び同附属書Ⅱ、並びにガイドライン 10．に基づき、政府

は、知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて本件に関する最終的な

決定を行う」こと、及び「政府は、調査対象貨物の生産者及び輸出者の数が、合理的に調査

できる範囲を超えるときには、その検討の対象を合理的に調査できる範囲に制限する」場合

があることを明示した。 

 

(25)  伊藤忠商事について、調査対象貨物の輸入に関する業務は、調査対象期間途中に伊藤忠ケ

ミカルフロンティア株式会社（以下「伊藤忠ケミカルフロンティア」という。）に全て移管し

ていることが調査開始後判明したため、質問状等の回答については、伊藤忠ケミカルフロン

ティアから提出されることとなった。 

 

(26)  確認票に関して、「表 4 輸入者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおり、確認票回答

の提出期限である令和 2 年 7 月 13 日までに、輸入者 3 者27から確認票の提出があり、調査対

象期間中に調査対象貨物の本邦への輸入実績がある旨の回答があった。 

 

(27)  輸入者質問状の調査項目 B 以降の回答書の提出期限の延長について、延長要望の提出期限

である令和 2 年 7 月 29 日までに、輸入者 2 者28から、調査項目 B から E について提出期限

の延長の申出があり、調査に支障のない範囲でこれを認めた。 

 

(28)  輸入者質問状に関して、「表 4 輸入者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおり、輸入

者質問状回答書の提出期限である令和 2 年 8 月 5 日までに、輸入者 2 者29から、調査項目 A

の提出があり、輸入者 1 者30から、調査項目 A から E の提出があった。 

 また、上記(27)のとおり提出期限の延長を認めた調査項目 B から E について、延長後の提

出期限である令和 2 年 8 月 19 日までに、輸入者 2 者から回答書の提出があった。 

                                                  
24 申請書（8-1.） 
25 伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」という。）、日星産業株式会社（以下「日星産業」という。）、株式

会社マル一（以下「マル一」という。） 
26 政令第 10 条第 2 項 
27 伊藤忠ケミカルフロンティア、日星産業、マル一 
28 伊藤忠ケミカルフロンティア、マル一 
29 伊藤忠ケミカルフロンティア、マル一 
30 日星産業 
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(29)  輸入者質問状の送付等の状況、及びこれらに対する回答書の提出状況等の詳細については、

「表 4 輸入者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおりであった。 

 

表 4 輸入者質問状等の送付及び回答等の状況 

輸入者名 

確認票・ 
質問状等 
の送付等の
日 

確認票 
回答日 

輸入実績 
及び 
協力可否 

質問状回答日
（ 調 査 項 目
A） 

質問状回答 
延長要望 
（調査項目
B～E） 

質問状 
回答日 
（調査項目
B～E） 

・伊藤忠ケミカルフ

ロンティア 
6/29 7/10 

輸入 有 

協力する 
8/5 7/22 8/19 

・日星産業 6/29 7/13 
輸入 有 

協力する 
8/4 － 8/4 

・マル一 6/29 7/10 
輸入 有 

協力する 
8/5 7/27 8/19 

 

 本邦生産者への質問状等の送付等 

 

(30)  令和 2 年 6 月 29 日、本邦産同種の貨物の生産者として調査当局が知り得た 2 者31,32に対

し、「お願い紙」、調査対象期間中に本邦産同種の貨物を生産したか否か及び本調査へ協力す

るか否か等を確認するための「確認票」並びに「本邦の生産者に対する質問状」（以下「本邦

生産者質問状」という。）を送付33するとともに、財務省及び経済産業省のホームページに掲

載し公表した。 

 この際、お願い紙において「「確認票」又は「質問状」に対して、特段の理由なく回答期限

内に回答しない場合は、協定 6.8 及び同附属書Ⅱ、並びにガイドライン 10．に基づき、政府

は、知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて本件に関する最終的な決

定を行う」ことを明示した。 

 

(31)  確認票に関して、「表 5 本邦生産者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおり、本邦生

産者 2 者34から、確認票回答の提出期限である令和 2 年 7 月 13 日までに、確認票の提出があ

り、調査対象期間中に本邦産同種の貨物の生産の実績がある旨及び本調査へ協力する旨の回

答があった。 

 

(32)  本邦生産者質問状の調査項目 B から G までに係る回答書の提出期限の延長について、延長

要望の提出期限である令和 2 年 7 月 29 日までに、本邦生産者 1 者35から提出期限の延長の申

                                                  
31 申請書(8-2.) 
32 AGC 株式会社（以下「AGC」という。）、日本曹達株式会社（以下「日本曹達」という。） 
33 政令第 10 条第 2 項 
34 AGC、日本曹達 
35 AGC 
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出があり、調査に支障のない範囲でこれを認めた。 

 

(33)  本邦生産者質問状に関して、「表 5 本邦生産者質問状等の送付及び回答等の状況」のとお

り、本邦生産者質問状回答書の提出期限である令和 2 年 8 月 5 日までに、本邦生産者 1 者36

から調査項目 A から G までに係る回答書の提出があり、回答書の提出期限の延長を申し出た

本邦生産者 1 者から調査項目 A に係る回答書の提出があった。 

 

(34)  回答書提出期限の延長後の提出期限である令和 2 年 8 月 19 日までに、本邦生産者 1 者か

ら調査項目 B から G までに係る回答書の提出があった。 

 

(35)  本邦生産者質問状の送付等の状況、及びこれらに対する回答書の提出状況等の詳細につい

ては、「表 5 本邦生産者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおりであった。 

 

表 5 本邦生産者質問状等の送付及び回答等の状況 

本邦生産者名 
確認票・ 
質問状等 
の送付等の日 

確認票 
回答日 

生産実績 
及び 
協力可否 

質問状 
回答日 
（調査項目
A） 

質問状回答 
延長要望 
（調査項目
B～G） 

質問状 
回答日 
（調査項目
B～G） 

・AGC 6/29 7/13 
生産 有 

協力する 
8/4 7/29 8/17 

・日本曹達 6/29 7/10 
生産 有 

協力する 
8/4 － 8/4 

 

 産業上の使用者への質問状等の送付等 

 

(36)  令和 2 年 6 月 29 日、調査対象貨物の産業上の使用者として調査当局が知り得た 20 者37に

対し、「お願い紙」、調査対象期間中に調査対象貨物又は本邦産同種の貨物を購入したか否か

及び本調査へ協力するか否か等を確認するための「確認票」並びに「産業上の使用者に対す

る質問状」（以下「産業上の使用者質問状」という。）を送付38するとともに、財務省及び経済

産業省のホームページに掲載し公表した。 

 

(37)  確認票に関して、「表 6 産業上の使用者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおり、確

認票回答の提出期限である令和 2 年 7 月 13 日までに、上記(36)の産業上の使用者 20 者のう

                                                  
36 日本曹達 
37 申請書（8-3.） 
38 政令第 13 条第 2 項 
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ち 9 者39から、また、当該提出期限後に、他の産業上の使用者 6 者40から、確認票回答の提出

があった。 

 これら確認票回答の提出があった 15 者のうち 13 者41から調査対象期間中に調査対象貨物

又は本邦産同種の貨物の購入の実績がある旨、及び 12 者42から本調査へ協力する旨の回答が

あった。 

 

(38)  産業上の使用者質問状に関して、「表 6 産業上の使用者質問状等の送付及び回答等の状況」

のとおり、産業上の使用者質問状回答書の提出期限である令和 2 年 8 月 5 日までに、本調査

に協力を表明した産業上の使用者 12 者のうち 8 者43から回答書の提出があった。また、当該

提出期限後に他の 1 者44から回答書の提出があった。 

 

(39)  産業上の使用者質問状の送付等の状況、及びこれらに対する回答書の提出状況等の詳細に

ついては、「表 6 産業上の使用者質問状等の送付及び回答等の状況」のとおりであった。 

 

 

表 6 産業上の使用者質問状等の送付及び回答等の状況 
 
産業上の使用者名 

確認票・ 
質問状等 
送付日 

確認票 
回答日 

購入実績 
及び 
協力可否 

質問状 
回答日 

・【産業上の使用者 A 社】 6/29 7/7 
購入 有 

協力する 
7/22 

・【産業上の使用者 B 社】 6/29 7/9 
購入 有 

協力しない 
回答無し 

・【産業上の使用者 C 社】 6/29 7/10 
購入 有 

協力する 
8/5 

・【産業上の使用者 D 社】 6/29 7/10 
購入 有 

協力しない 
回答無し 

・【産業上の使用者 E 社】 6/29 7/13 
購入 有 

協力する 
8/5 

                                                  
39 【産業上の使用者 A 社】、【産業上の使用者 B 社】、【産業上の使用者 C 社】、【産業上の使用者 D 社】、【産業

上の使用者 E 社】、【産業上の使用者 F 社】、【産業上の使用者 G 社】、【産業上の使用者 H 社】、【産業上の使用

者 I 社】 
40 【産業上の使用者 J 社】、【産業上の使用者 K 社】、【産業上の使用者 L 社】、【産業上の使用者 M 社】、【産業

上の使用者 N 社】、【産業上の使用者 O 社】 
41 【産業上の使用者 A 社】、【産業上の使用者 B 社】、【産業上の使用者 C 社】、【産業上の使用者 D 社】、【産業

上の使用者 E 社】、【産業上の使用者 F 社】、【産業上の使用者 G 社】、【産業上の使用者 H 社】、【産業上の使用

者 I 社】、【産業上の使用者 J 社】、【産業上の使用者 L 社】、【産業上の使用者 N 社】、【産業上の使用者 O 社】 
42  【産業上の使用者 A 社】、【産業上の使用者 C 社】、【産業上の使用者 E 社】、【産業上の使用者 F 社】、【産業

上の使用者 G 社】、【産業上の使用者 H 社】、【産業上の使用者 I 社】、【産業上の使用者 J 社】、【産業上の使用者

K 社】、【産業上の使用者 L 社】、【産業上の使用者 N 社】、【産業上の使用者 O 社】 
43 【産業上の使用者 A 社】、【産業上の使用者 C 社】、【産業上の使用者 E 社】、【産業上の使用者 F 社】、【産業

上の使用者 G 社】、【産業上の使用者 H 社】、【産業上の使用者 I 社】、【産業上の使用者 N 社】 
44 【産業上の使用者 J 社】 



 

- 12 - 
 

・【産業上の使用者 F 社】 6/29 7/13 
購入 有 

協力する 
7/31 

・【産業上の使用者 G 社】 6/29 7/13 
購入 有 

協力する 
8/5 

・【産業上の使用者 H 社】 6/29 7/13 
購入 有 

協力する 
8/5 

・【産業上の使用者 I 社】 6/29 7/13 
購入 有 

協力する 
8/4 

・【産業上の使用者 J 社】 6/29 
7/15  

（期限外） 

購入 有 

協力する 

8/24  

（期限外） 

・【産業上の使用者 K 社】 6/29 
7/15  

（期限外） 

購入 無 

協力する 
回答無し 

・【産業上の使用者 L 社】 6/29 
7/15  

（期限外） 

購入 有 

協力する 
回答無し 

・【産業上の使用者 M 社】 6/29 
7/17  

（期限外） 

購入 無 

協力しない 
回答無し 

・【産業上の使用者 N 社】 6/29 
7/21  

（期限外） 

購入 有 

協力する 
8/4 

・【産業上の使用者 O 社】 6/29 
8/6 

（期限外） 

購入 有 

協力する 
回答無し 

・【産業上の使用者 P 社】 6/29 回答無し － 回答無し 

・【産業上の使用者 Q 社】 6/29 回答無し － 回答無し 

・【産業上の使用者 R 社】 6/29 回答無し － 回答無し 

・【産業上の使用者 S 社】 6/29 回答無し － 回答無し 

・【産業上の使用者 T 社】 6/29 回答無し － 回答無し 

 

 質問状回答書の不備または指摘事項等に対する確認 

 

(40)  供給者質問状、輸入者質問状、本邦生産者質問状及び産業上の使用者質問状の回答書を受

領後、当該回答書について、必要な資料が添付されていない項目や回答内容に不備がある項

目があったこと等から、次のとおり、当該箇所を明示し、不足している添付資料を提出する

意思及び回答内容の不備に係る指摘事項を踏まえて改めた回答書（以下「不備改め版回答書」

という。）を再提出する意思がある場合は、指定された期限までに、これらの添付資料及び不

備改め版回答書の提出を求める旨を通知（以下「不備指摘」という。）した。 

 この際、特段の理由なく回答期限内に不備改め版回答書の提出がない場合は、協定 6.8 及

び同附属書Ⅱ、政令第 10 条第 4 項並びにガイドライン 10．に基づき、政府は、知ることが

できた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて本件に関する最終的な決定を行うこと
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になる旨を明示した。 

 

(ア) 供給者 1 者に対して、令和 2 年 8 月 24 日に 1 回目の、令和 2 年 9 月 4 日に 2 回目の不

備指摘をした。 

 

(イ) 輸入者 1 者45に対して、令和 2 年 8 月 24 日に 1 回目の、令和 2 年 9 月 4 日に 2 回目

の、令和 2 年 9 月 23 日に 3 回目の、令和 2 年 10 月 5 日に 4 回目の不備指摘をした。輸

入者 1 者46に対して、令和 2 年 8 月 24 日に不備指摘をした。輸入者 1 者47に対して、令

和 2 年 9 月 4 日に不備指摘をした。 

 

(ウ) 本邦生産者 1 者48に対して、令和 2 年 8 月 24 日に 1 回目の、令和 2 年 10 月 1 日に 2

回目の不備指摘をした。本邦生産者 1 者49に対して、令和 2 年 9 月 4 日に 1 回目の、令和

2 年 10 月 1 日に 2 回目の不備指摘をした。 

 

(エ) 産業上の使用者 4 者50に対して、令和 2 年 8 月 24 日に不備指摘をした。産業上の使用

者 1 者51に対し、令和 2 年 9 月 4 日に不備指摘をした。 

 

(41)  不備指摘に対して、次のとおり、不備改め版回答書（添付資料を含む。）の提出があった。 

 

(ア) 供給者 1 者に対して令和 2 年 8 月 24 日に行った 1 回目の不備指摘については、回答書

の提出期限である令和 2 年 8 月 31 日までに、提出期限の延長申請があり、調査の迅速な

進行に支障のない範囲で一部提出期限の延長を認め、当初回答期限である令和 2 年 8 月

31 日までに一部の不備改め版回答書の提出があり、延長後の回答期限である令和 2 年 9

月 4 日までに延長を認めた不備改め版回答書の提出があった。 

また、令和 2 年 9 月 4 日に行った 2 回目の不備指摘についても、回答書の提出期限で

ある令和 2 年 9 月 18 日までに、提出期限の延長申請があったものの、十分な提出期限を

設けていること及び調査当局の迅速な調査進行という観点から、期限内に回答することを

求めたところ、令和 2 年 9 月 18 日までに不備改め版回答書の提出があった。 

 

(イ) 輸入者 1 者52に対して令和 2 年 8 月 24 日に行った 1 回目の不備指摘、令和 2 年 9 月 4

日に行った 2 回目の不備指摘、令和 2 年 9 月 23 日に行った 3 回目の不備指摘及び令和 2

                                                  
45 マル一 
46 日星産業 
47 伊藤忠ケミカルフロンティア 
48 日本曹達 
49 AGC 
50 【産業上の使用者 A 社】、【産業上の使用者 F 社】、【産業上の使用者 G 社】、【産業上の使用者 H 社】 
51 【産業上の使用者 I 社】 
52 マル一 
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年 10 月 5 日に行った 4 回目の不備指摘については、それぞれの回答書の提出期限である

令和 2 年 8 月 31 日、令和 2 年 9 月 18 日、令和 2 年 9 月 30 日及び令和 2 年 10 月 12 日

までに不備改め版回答書の提出があった。 

また、輸入者 1 者53に対して令和 2 年 8 月 24 日に行った不備指摘については、回答書

の提出期限である令和 2 年 8 月 31 日までに不備改め版回答書の提出があった。 

さらに、輸入者 1 者54に対して令和 2 年 9 月 4 日に行った不備指摘については、回答書

の提出期限である令和 2 年 9 月 18 日までに不備改め版回答書の提出がなかったが、当該

提出期限後に提出があった。 

 

(ウ) 本邦生産者 1 者55に対して令和 2 年 8 月 24 日に行った 1 回目の不備指摘及び令和 2 年

10 月 1 日に行った 2 回目の不備指摘については、回答書の提出期限である令和 2 年 8 月

31 日及び令和 2 年 10 月 8 日までに不備改め版回答書の提出があった。 

また、本邦生産者 1 者56に対して令和 2 年 9 月 4 日に行った 1 回目の不備指摘及び令

和 2 年 10 月 1 日に行った 2 回目の不備指摘については、回答書の提出期限である令和 2

年 9 月 18 日及び令和 2 年 10 月 8 日までに不備改め版回答書の提出があった。 

 

(エ) 産業上の使用者 4 者57に対して令和 2 年 8 月 24 日に行った不備指摘については、回答

書の提出期限である令和 2 年 8 月 31 日までに産業上の使用者 2 者58から不備改め版回答

書の提出があった。 

なお、令和 2 年 8 月 24 日に不備指摘を行った産業上の使用者 4 者のうち 2 者59につい

ては、不備改め版回答書の提出はなかった。 

また、産業上の使用者 1 者60に対して令和 2 年 9 月 4 日に行った不備指摘については、

回答書提出期限である令和 2 年 9 月 18 日までに不備改め版回答書の提出があった。 

 

(42)  供給者質問状、輸入者質問状、本邦生産者質問状及び産業上の使用者質問状の回答の不備

指摘に対する確認状況については、「表 7 供給者、輸入者、本邦生産者及び産業上の使用者

への不備指摘並びに不備改め版回答書の提出状況」のとおりであった。 

 また、期限を超過して提出された不備改め版回答書（添付資料を含む。）の回答については、

調査に支障のない範囲で、自発的な証拠又は情報の提供としてこれを受理した。 

 

 

 

                                                  
53 日星産業 
54 伊藤忠ケミカルフロンティア 
55 日本曹達 
56 AGC 
57 【産業上の使用者 A 社】、【産業上の使用者 F 社】、【産業上の使用者 G 社】、【産業上の使用者 H 社】 
58 【産業上の使用者 F 社】、【産業上の使用者 H 社】 
59 【産業上の使用者 A 社】、【産業上の使用者 G 社】 
60 【産業上の使用者 I 社】 
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表 7 供給者、輸入者、本邦生産者及び産業上の使用者への不備指摘並びに不備改め版回答書の

提出状況 

送付先 
不備指摘 
送付日 

不備改め版回答書（添付資料を含む。） 
提出日 

＜供給者＞ 

・UNID 8/24（1 回目） 

9/4 （2 回目） 

8/31・9/4（1 回目・9/4 は延長後期限） 

9/18（2 回目） 

＜輸入者＞ 

・マル一 8/24（1 回目） 

9/4 （2 回目） 

9/23（3 回目） 

10/5（4 回目） 

8/27 （1 回目） 

9/18 （2 回目） 

9/30 （3 回目） 

10/12（4 回目） 

・日星産業 8/24 8/28 

・伊藤忠ケミカルフロンティア 9/4 9/29（期限外） 

＜本邦生産者＞ 

・日本曹達 8/24（1 回目） 

10/1（2 回目） 

8/31（1 回目） 

10/8（2 回目） 

・AGC 9/4 （1 回目） 

10/1（2 回目） 

9/15（1 回目） 

10/7（2 回目） 

＜産業上の使用者＞ 

・【産業上の使用者 A 社】 8/24 回答無し 

・【産業上の使用者 F 社】 8/24 8/28 

・【産業上の使用者 G 社】 8/24 回答無し 

・【産業上の使用者 H 社】 8/24 8/28 

・【産業上の使用者 I 社】 9/4 9/16 

 

 追加質問状の送付等 

 

 追加質問状の送付及び回答 

 

(43)  令和 2 年 6 月 29 日に発出した質問状の追加質問として、令和 2 年 10 月 12 日、供給者 1

者、輸入者 3 者61及び本邦生産者 2 者62に対して追加質問状を送付した。 

 この際、指定した回答期限までに追加質問状の回答書（以下「追加質問状回答書」という。）

の提出が無い場合、日本国政府は、協定 6.8 及び同附属書Ⅱ、政令第 10 条第 4 項並びにガイ

                                                  
61 伊藤忠ケミカルフロンティア、日星産業、マル一 
62 AGC、日本曹達 
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ドライン 10．に基づき、知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて、

本件に関する最終的な決定を行うことを明示した。 

 

(44)  これに対して、供給者 1 者、輸入者 3 者63及び本邦生産者 2 者64から、追加質問状回答書提

出期限である令和 2 年 10 月 26 日までに、追加質問状回答書の提出があった。 

 

(45)  追加質問状の送付状況及び追加質問状の回答状況については、「表 8 追加質問状の送付及

び回答状況」のとおりであった。 

 

表 8 追加質問状の送付及び回答状況 

送付先 
追加質問状 
送付日 

追加質問状 
回答日 

＜供給者＞ 

・UNID 10/12 10/26 

＜輸入者＞ 

・伊藤忠ケミカルフロンティア 10/12 10/26 

・日星産業 10/12 10/26 

・マル一 10/12 10/26 

＜本邦生産者＞ 

・AGC 10/12 10/20 

・日本曹達 10/12 10/26 

 

 証拠の提出及び証言、対質の申出、意見の表明等 

 

 証拠の提出及び証言65 

 

(46)  証拠の提出に関して、その期限である令和 2 年 9 月 29 日までに供給者 1 者から「表 9 証

拠の提出」のとおり証拠の提出があった（上記「１－７－１ 質問状等の送付及び回答の状

況」等に記載のとおり、期限を超過して提出された質問状回答書及び不備改め版回答書につ

いては、調査当局は、調査に支障のない範囲で、自発的な証拠の提出としてこれを受理した。）。 

 

表 9 証拠の提出 

提出者 提出日 

UNID 令和 2 年 9 月 29 日 

 

                                                  
63 伊藤忠ケミカルフロンティア、日星産業、マル一 
64 AGC、日本曹達 
65 政令第 10 条第 1 項 
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(47)  証言の申出に関して、その期限である令和 2 年 9 月 29 日までに、証言の申出をした利害

関係者はいなかった。 

 

 対質の申出66 

 

(48)  対質の申出に関して、その期限である令和 2 年 10 月 29 日までに、供給者 1 者から申出が

あった67。これを受けて、調査当局は対質の相手方に対して通知を行い、対質の申出に同意す

るか否かの確認を行ったところ、対質の相手方の同意が得られず、調査当局は供給者に対し

て対質の相手方から不同意の回答があった旨の通知を行い、対質は実現しなかった68。 

 

 意見の表明 

 

(49)  意見の表明に関して、その期限である令和 2 年 10 月 29 日までに、供給者 1 者、輸入者 1

者69、本邦生産者 2 者70及び申請者から「表 10 意見の表明」のとおり意見の表明があった。 

 

表 10 意見の表明 

提出者 提出日 

＜供給者＞ 

・UNID 
令和 2 年 8 月 7 日 

令和 2 年 10 月 29 日 

＜輸入者＞ 

・伊藤忠ケミカルフロンティア 令和 2 年 10 月 29 日 

＜本邦生産者＞ 

・AGC 令和 2 年 10 月 29 日 

・日本曹達 令和 2 年 10 月 29 日 

＜申請者＞ 

・カリ電解工業会 令和 2 年 10 月 29 日 

 

１－７－４－３－１ 調査対象貨物に対する意見の表明に係る検討 

 

１－７－４－３－１－１ 特定の製品に係る除外要請 

 

(50)  上記「１－７－４－３ 意見の表明」にも記載のとおり、令和 2 年 8 月 7 日付けで、UNID

                                                  
66 政令第 12 条第 1 項 
67 対質の申出（UNID、令和 2 年 10 月 29 日） 
68 対質の申出について（調査当局、令和 2 年 11 月 5 日）、対質の申出に対する回答（カリ電解工業会、令和 2
年 11 月 12 日）、対質の申出について（調査当局、令和 2 年 11 月 13 日） 

69 伊藤忠ケミカルフロンティア 
70 AGC、日本曹達 
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から、次のとおり、調査対象貨物の内、特定の製品（Super Fine Powder）の除外を要請

する旨の意見の表明があった。 

 

(ア) Super Fine Powder は製造上の特徴として、UNID が製造する固形の炭酸カリウムであ

る一般の Granule（粒状）または Powder（粉）製品と異なり、粒度の大きさの差、粒度

分布の差、製造工程の差等が存在し、これらの製造のため、設備において air nozzle の運

転個数や圧力を調整するノウハウの開発に加え、特別な生産が必要である。 

 

(イ) Super Fine Powder は【UNID 社特定のプロセスと取引の詳細】である。そのため、

【UNID 社特定のプロセスと取引の詳細】している。 

 

(ウ) Super Fine Powder は、調査対象期間において日本への輸出実績がないものの、その特

性に拠って顧客との協業、または、共同研究を通じて最適な製品開発及び調整を経て日本

国内の特定の顧客へ販売可能となる。 

 

(エ) Super Fine Powder は上記(ア)、(イ)及び(ウ)に関連し、UNID が製造する固形の炭酸

カリウムである一般の Granule（粒状）または Powder（粉）製品と価格において大きな

差が生じており、高値である。 

 

(オ) したがって、調査対象貨物の内、Super Fine Powder を除外すべきである。 

 

(51)  これに対して、令和 2 年 10 月 29 日付けで本邦生産者 2 者71から、次のとおり、Super Fine 

Powder を調査対象貨物から除外する旨の要請は失当であるため、UNID の要請について却

下を求める旨の意見の表明があった。 

 

(ア) 上記(50)(ア)の意見に対し、UNID からの意見の表明において、Super Fine Powder は、

一般の Granule（粒状）または Powder（粉）製品とは異なり、該当の製品は粒度の大き

さの差、粒度分布の差、製造工程の差等が存在する旨の記載があることから、粒度の大き

さ等が異なるものの Granule（粒状）または Powder（粉）製品と同種の製品であること

が推察される。 

なお、UNID のウェブサイト72の製品紹介記載のうち製品仕様において、Super Fine 

Powder の記載がないものの、炭酸カリウムの固形品として Granule（粒状）または Fine 

Powder（粉）の製品に係る記載を確認できた73。 

そのため、Super Fine Powder が炭酸カリウムだとすれば、商品の名称及び分類につい

ての統一システム（HS）の品目表第 2836.40 号に分類されると推察される。 

                                                  
71 AGC、日本曹達 
72 http://www.unid.co.kr/eng/product/chemi_kco.asp# 
73 令和 3 年 1 月以降、UNID のウェブサイトはメンテナンス中の模様 
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(イ) また、上記(50)(ア)の意見に対し、Super Fine Powder は、一般の Granule（粒状）ま

たは Powder（粉）製品との差が単に粉砕工程を追加したものであり、特別な生産とは言

えない。 

本邦生産者 2 者74は炭酸カリウム製品の供給に際し、【製品の特性に関する記載】の炭

酸カリウム製品を製造している。 

 

(ウ) 上記(50)(イ)及び(ウ)の意見に対し、炭酸カリウムの固形品は通常、供給先の需要に応じ

て様々な粒度、粒度分布に加工したうえで提供するところ、その製造過程に粉砕工程が追

加され、粒度及び粒度分布が変わったからといって製品の用途、化学的・物理的特徴、流

通経路、製造工程、使用者等に何らの本質的差異を生じさせないため、Super Fine Powder

は、一般の Granule（粒状）または Powder（粉）製品と本質的に異ならない。 

 

(エ) また、上記(50)(イ)及び(ウ)の意見に対し、本邦生産者 2 者75は【製品の特性に関する記

載】。 
 

(オ) 上記(50)(エ)の意見に対し、Super Fine Powder は、一般の Granule（粒状）または

Powder（粉）製品に追加された粉砕工程により粒度の大きさの差、粒度分布の差、製造

工程の差等が生じ、これにより、製造コストが上昇し、販売価格も上昇した結果、高値に

至っているに過ぎない。 

本邦生産者 2 者76は【製品の特性に関する記載】としている。 

 

(カ) したがって、調査対象貨物の内、Super Fine Powder を除外すべきでない。 

 

(52)  これら意見について、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) Super Fine Powder は、UNID の回答77によると【生産上の秘密情報】の炭酸カリウム

であり、その品名及び特徴等が上記「１－１－１ 品名」及び上記「１－１－３ 特徴」

と一致する。上記(50)(イ)においても、Super Fine Powder は、【UNID 社特定のプロセス

と取引の詳細】であるとされており、化学式が K2CO3 の炭酸カリウムであるため、上記

「１－１－１ 品名」と一致する。 

また、Super Fine Powder が炭酸カリウムであることから、上記「１－１－２ 銘柄及

び型式」と一致する。 

これらのことから、Super Fine Powder は UNID が製造する固形の炭酸カリウムであ

る一般の Granule（粒状）及び Fine Powder（粉）と同種の製品であり、調査対象貨物に

                                                  
74 AGC、日本曹達 
75 AGC、日本曹達 
76 AGC、日本曹達 
77 供給者第 1 回目不備改め版回答書（UNID）（添付資料 A-5-3）（令和 2 年 9 月 4 日提出） 
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該当する。 

 

(イ) Super Fine Powder は製造上の特徴として、一般の Granule（粒状）または Powder 

（粉）製品と粒度の大きさ、粒度分布、製造工程等の差が存在する。しかし、これらの差

は単に粉砕工程を追加したことにより生じたものであり、これらの差が Super Fine 

Powder に限ったことではなく、他の炭酸カリウム製品にも存在している。 

当該事実は、現地調査においても、UNID から Granule（粒状）製品と Powder（粉）

製品の差異は、粉砕する際に使用する装置（以下【粉砕装置の名称】という。）の使用の有

無により、また、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品の差異は【粉砕装置の名

称】の種類による78との回答を得ており、まさに粉砕工程の追加により、粒度の大きさ、

粒度分布、製造工程等の差が生じ、これらの差は Super Fine Powder に限ったことでは

なく、他の炭酸カリウム製品にも存在している事実が確認できた。 

これらのことから、Super Fine Powder の製造上の特徴は、Super Fine Powder を調査

対象貨物から除外すべき理由とはなり得ない。 

 

(ウ) Super Fine Powder は特定の顧客の要望に応じるために UNID による相当な研究を経

て、最適な調整の上に顧客へ販売されているとの主張に関しては、証拠による裏付けがな

い主張である。 

さらに、同主張における Super Fine Powder が特定の顧客の要望に応じた製品である

ことに関しては、通常の炭酸カリウム製品でもその取引において、顧客の要望に応じて粉

砕工程を追加し、粒度及び粒度分布等を調整の上顧客へ販売79されている事実が確認でき

た。 

これらのことから、Super Fine Powder の取引形態は、Super Fine Powder を調査対象

貨物から除外すべき理由とはなり得ない。 

 

(エ) Super Fine Powder は一般的な Granule（粒状）または Powder（粉）製品に比べて

高値である。しかし、それは高値であったとしても、炭酸カリウム製品が特定の顧客の要

望に応じた調整等を経て販売されることに起因しており、むしろ高値になることが自然と

いえる。 

これらのことから、Super Fine Powder の高値は、Super Fine Powder を調査対象貨物

から除外すべき理由とはなり得ない。 

 

(オ) 以上により、調査当局は、調査対象貨物の内、Super Fine Powder を除外すべきでな

いと判断した。 

 

                                                  
78 供給者現地調査結果報告書 A)(8)〔調査内容〕 
79 本邦生産者追加質問状回答書（添付資料 H-1） 
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(53)  次に、上記「１－７－４－３ 意見の表明」にも記載のとおり、令和 2 年 10 月 29 日付け

で、輸入者 1 者80から、調査対象貨物の範囲に本邦生産者が製造していない高純度高品位の炭

酸カリウムを含むべきではない旨の意見の表明があったが、調査当局はこの主張を裏付ける

証拠がこれまでに提出されておらず、当該意見を失当と判断した。 

 

１－７－４－３－１－２ 調査取りやめ 

 

(54)  令和 2 年 10 月 29 日付けで、輸入者 1 者81から、同輸入者の販売先の利益に悪影響を与え、

また、同輸入者により輸入された炭酸カリウムの利用者の競争力を損なうほか、消費者の利

益を害する等公共の利益に反するため、本件調査を速やかに終了すべき旨の意見の表明があ

ったが、上記(12)のとおり、調査当局は、調査の開始にあたり、関係法令に基づき調査の開始

を正当とするための十分な証拠があることを確認しているため、調査を取りやめるべきであ

る場合82には該当しないと判断した。 

 

１－７－４－３－１－３ その他 

 

(55)  令和 2 年 10 月 29 日付けで、輸入者 1 者83及び本邦生産者 2 者84から意見の表明として提

出された書面の中に、これまで調査当局に提出されていなかった証拠が含まれており、既に

証拠の提出期限を超過していたことから、当該証拠については受理せず、令和 2 年 11 月 9 日

に返送した。 

 

 情報の提供85 

 

(56)  情報の提供に関して、その期限である令和 2 年 10 月 29 日までに、情報の提供を行った産

業上の使用者はいなかった。 

 

 現地調査 

 

 供給者に対する現地調査の実施 

 

(57)  供給者 1 者に対して、「表 11-1 現地調査（供給者に係るもの）の実施状況」のとおり、

現地調査への同意の有無の確認とともに現地調査の日程を令和 2 年 12 月 14 日から同月 15

                                                  
80 伊藤忠ケミカルフロンティア 
81 伊藤忠ケミカルフロンティア 
82 協定 5.8 及びガイドライン 6.(7)四 
83 伊藤忠ケミカルフロンティア 
84 AGC、日本曹達 
85 政令第 13 条第 1 項 
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日（同月 16 日は予備日）として提示した「大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の

課税に関する調査に係る現地調査（以下「現地調査」という。）の受入れの可否について（回

答依頼）」を送付し、現地調査の受入れの可否等の確認86を行った。 

 

(58)  これに対して、供給者 1 者から、調査当局が提示した日程とは異なる、令和 2 年 12 月 15

日及び同月 16 日（同月 17 日は予備日）で現地調査を受入れたい旨の要望があったところ、

調査当局は同要望に同意し、供給者 1 者から同現地調査受入れの同意を得た。 

 

(59)  供給者 1 者から現地調査受入れの同意を得た後、外務省から在大韓民国日本国大使館を通

じて韓国政府に対して、供給者 1 者に対する現地調査への異議の有無について確認87を依頼

した。 

 

(60)  これに対して、在大韓民国日本国大使館から外務省を通じて、供給者 1 者に対する現地調

査について、韓国政府の異議が無い旨の回答を得た。 

 

(61)  現地調査の受入れに同意した供給者 1 者に対し、現地調査に係る説明及び注意事項並びに

調査項目等を記載した「大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査

に係る現地調査（以下「現地調査」という。）の実施について」を送付88し、「表 11-1 現地調

査（供給者に係るもの）の実施状況」のとおり現地調査を実施した89。 

 

表 11-1 現地調査（供給者に係るもの）の実施状況 

対象者 
現地調査受入可否等

確認通知日 
現地調査受入可否等

回答日 
現地調査項目等の 
通知日 

実施日 

UNID 令和 2 年 11 月 5 日 令和 2 年 11 月 11 日 令和 2 年 11 月 20 日 
令和 2 年 12 月 15 日、 
同月 16 日、同月 17 日 

 

 本邦生産者に対する現地調査の実施 

 

(62)  本邦生産者 1 者90に対して、「表 11-2 現地調査（本邦生産者に係るもの）の実施状況」の

とおり、現地調査への同意の有無の確認とともに現地調査の日程を令和 2 年 12 月 21 日から

同月 22 日（同月 23 日は予備日）として提示した「大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉

売関税の課税に関する調査に係る現地調査（以下「現地調査」という。）の受入れの可否につ

いて（回答依頼）」を送付し、現地調査の受入れの可否等の確認を行った。 

                                                  
86 協定 6.7 及び附属書Ⅰ及びガイドライン 9.(1)一① 
87 協定 6.7 及び附属書Ⅰ及びガイドライン 9.(1)一① 
88 ガイドライン 9.(1)一② 
89 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止等の観点から、現地調査は、財務省（東京都千代田区霞が関 3-

1-1）からオンラインにて実施した。 
90 AGC 
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(63)  これに対して、本邦生産者 1 者から、提示した日程での現地調査の受入れの同意を得た。 

 

(64)  現地調査の受入れに同意した本邦生産者 1 者に対し、現地調査に係る説明及び注意事項並

びに調査項目等を記載した「大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する

調査に係る現地調査（以下「現地調査」という。）の実施について」を送付91し、「表 11-2 現

地調査（本邦生産者に係るもの）の実施状況」のとおり現地調査を実施した。 

 

表 11-2 現地調査（本邦生産者に係るもの）の実施状況 

対象者 
現地調査受入可否等

確認通知日 
現地調査受入可否等

回答日 
現地調査項目等の 
通知日 

実施日 

AGC 令和 2 年 11 月 13 日 令和 2 年 11 月 17 日 令和 2 年 12 月 7 日 
令和 2 年 12 月 21 日、 
同月 22 日 

 

 供給者及び本邦生産者に対する現地調査後の手続 

 

(65)  調査当局は、現地調査終了後、現地調査結果報告書を作成し、現地調査対象者である供給

者 1 者及び本邦生産者 1 者へ同報告書を送付の上、事実誤認等による修正の有無等について

確認を求めた。 

 

(66)  上記(65)の現地調査結果報告書に係る事実誤認等による修正等の確認に対して、現地調査

対象者である本邦生産者 1 者から、現地調査結果報告書の内容に事実誤認があるとして修正

の要望が提出された。 

 調査当局が現地調査対象者から提出された修正要望の内容を検討したところ、当該修正要

望の内容のうち適切なものについてはこれを認め、現地調査結果報告書を修正した。 

 

 秘密の情報 

 

(67)  利害関係者等が自発的に提出した書面（申請書、証拠及び意見の表明に係る書面等）、調査

当局の求めに応じて提出された書面（質問状回答書等）及び調査当局が作成した書面（現地

調査結果報告書等）に係る秘密として取り扱う情報（以下「秘密情報」という。）について、

調査当局は、その範囲及び理由を記載した書面（以下「秘密の理由書」という。）の提出を求

め、これを受領92した。 

 この際、他の利害関係者の閲覧に供するために、これらの書面に係る開示版の書面の提出

を求め、これを受領した。 

 

                                                  
91 ガイドライン 9.(1)一②及び 9.(3) 
92 協定 6.5、政令第 7 条第 6 項及び第 7 項、政令第 10 条第 1 項及び第 2 項 



 

- 24 - 
 

 証拠等の閲覧 

 

(68)  利害関係者等が自発的に提出した書面、調査当局の求めに応じて提出された書面及び調査

当局が作成した書面（ただし、これらの書面における秘密情報については開示版要約に限る。）

について、利害関係者に対し閲覧に供した93。 

 

 開示範囲及び秘密情報の要約に係る指摘 

 

(69)  閲覧に供した質問状回答書等に係る秘密情報の範囲及び秘密情報の要約の適切性について、

利害関係者に対し意見を求めたところ、申請者から令和 2 年 9 月 18 日に、以下のとおり意

見が提出された。 

 

(ア) 供給者 1 者から提出された不備改め版回答書に対して、印刷不鮮明により判読できない

状態である旨の意見が提出された。 

 

(イ) 輸入者 1 者94から提出された質問状回答書に対して、秘密情報の範囲及び要約に係る意

見が提出された。 

 

(70)  上記(69)の意見を踏まえ、調査当局は以下のとおり対応した。 

 

(ア) 供給者 1 者から提出された不備改め版回答書について、回答書自体は問題なかったが、

閲覧に際し、申請者からの意見のとおり印刷不鮮明であった箇所が認められたため、不鮮

明とならない形で再度印刷し、再度閲覧に供した。 

 

(イ) 輸入者 1 者95から提出された質問状回答書に対して、令和 2 年 9 月 23 日に、期限を付

して、開示範囲及び秘密情報の要約に係る指摘事項を通知し、開示版要約を修正した回答

書（以下「開示版修正回答書」という。）を提出する意思がある場合には、これらの資料

を提出するよう求めた。 

 

(71)  上記(70)(イ)に対して、輸入者 1 者96から提出期限である令和 2 年 9 月 30 日までに開示版

修正回答書が提出され、これを閲覧に供した。 

 

(72)  不備改め版回答書、質問状回答書における開示範囲及び秘密情報の要約に係る指摘及び開

示版修正回答書の提出状況については、「表 12 供給者不備改め版回答書、輸入者質問状回

                                                  
93 政令第 11 条 
94 マル一 
95 マル一 
96 マル一 
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答書への開示範囲指摘の通知及び開示版修正回答書の提出状況」のとおりであった。 

 

表 12 供給者不備改め版回答書、輸入者質問状回答書への開示範囲指摘の通知及び開示版修正回

答書の提出状況 

供給者、輸入者 開示範囲及び秘密情報の要約に係る指摘送付日 開示版修正回答書の提出日 

＜供給者＞ 

・UNID 指摘せず、調査当局にて対応 － 

＜輸入者＞ 

・マル一 令和 2 年 9 月 23 日 令和 2 年 9 月 30 日 

 

 知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）の適用 

 

(73)  調査当局が知り得た供給者 1 者、輸入者 3 者及び本邦生産者 2 者に対して、質問状等を送

付し、回答を求めるに当たって、指定された期限までに回答しない場合、日本国政府は、協定

6.8 及び同附属書Ⅱ、政令第 10 条第 4 項97並びにガイドライン 10．に基づき、知ることがで

きた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて、本件に関する最終的な決定を行うことを

明示した。 

 また、調査開始告示において、利害関係者に対し、質問状を送付し、期限を定めて回答を求

めるほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問状を財務省及び経済産業

省のホームページに掲載した。財務省ホームページにおいては、調査開始告示の日から 7 日

以内に財務大臣から質問状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加す

る意思を表明しようとする者は、調査開始告示の日から 14 日以内に指定された連絡先に利害

関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出るとともに上記質問状等に回答の

上、質問状等の所定の期限までに回答を提出して欲しい旨を求め、経済産業省ホームページ

においても、財務大臣から質問状の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参

加する意思を表明しようとする者は、指定された連絡先まで連絡するよう求めたほか、質問

状等に対し、特段の理由なく回答期限内に回答しない場合、協定 6.8 及び同附属書Ⅱ、政令第

10 条第 4 項並びにガイドライン 10．に基づき、政府は知ることができた事実（ファクツ・ア

ヴェイラブル）に基づいて本件に関する最終的な決定を行うことを明示した。 

  

                                                  
97 政令第 10 条第 4 項は、質問状回答書に対する令和 2 年 8 月 24 日の不備指摘から追加 
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 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項 

 

 総論 

 

 調査対象貨物 

 

(74)  調査対象貨物は、韓国で生産され本邦に輸出された炭酸カリウムであり、当該貨物の詳細

は、上記「１－１ 調査の対象とした貨物の品名、銘柄、型式及び特徴」に記載のとおりで

ある。 

 

 調査対象貨物と比較する同種の貨物 

 

(75)  不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実の有無を調査するための調査対象貨物と比較す

る同種の貨物は、調査対象貨物と全ての点で同じである炭酸カリウム、又はそのような炭酸

カリウムがない場合には、全ての点で同じではないが極めて類似した性質を有する炭酸カリ

ウムとした。 

 

 不当廉売差額の基本的考え方 

 

(76)  不当廉売差額は、調査対象期間に本邦へ輸出するために販売された調査対象貨物の価格の

加重平均（以下「輸出価格」という。）と、輸出国における消費に向けられる同種の貨物の通

常の商取引における価格その他これに準ずる価格の加重平均（以下「正常価格」という。）と

の差額とする98こととした。 

 

(77)  不当廉売差額の算出に当たっては、供給者から提出された証拠に基づき、個々の生産者に

ついて算出する99こととした。証拠の提出がなかった生産者については、知ることができた

事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて100、不当廉売差額を算出することとした。な

お、同一供給国の複数の供給者が関係している場合において、これら全ての供給者を特定す

ることが実行可能でないときは、当該国を指定する101こととした。 

 

(78)  輸出価格と正常価格との比較は、商取引の同一の段階で行うこととし、原則として、供給

者の工場渡しの段階での価格比較ができるようそれぞれ必要な調整を行った上で加重平均す

る102こととした。調整は、実際の取引価格を基礎とすることとし、原則として、価格比較の

                                                  
98 協定 2.2、法第 8 条第 1 項及び政令第 2 条並びにガイドライン 7. 
99 協定 2.2.1.1 及び協定 6.10 
100 協定 6.8 及び同附属書Ⅱ、政令第 10 条第 4 項並びにガイドライン 10. 
101 協定 9.2 
102 協定 2.4、協定 2.4.2 及び政令第 2 条第 4 項 
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ための通貨単位に換算し、輸出取引及び国内販売取引におけるそれぞれの顧客への販売価格

から、供給者が支払った、割戻し、割引、その他販売価格の修正、内国間接税、倉庫保管費、

倉庫移動費、テスト・検査費、梱包費、国内運賃、国内保険料、国内における荷役・通関諸

費用、その他の国内輸送費用、供給国の輸出税、供給国から本邦の港までの国際運賃、国際

保険料、日本国内における荷役・通関諸費用、本邦の輸入関税、日本国内運賃、その他の輸

送費用、技術サービス費、製造物責任に係る費用、ワランティ、ロイヤルティ、販売手数料、

第三者に対する支払い、広告宣伝費及び販売促進費、その他の直接販売費、その他の間接販

売費・一般管理費、在庫金利費用、与信費用、その他費用を控除すべきかどうか検討し、輸

入関税の払戻しについては加算することとした。 

 

(79)  価格比較のための通貨単位は、供給国における通貨単位とし、通貨の換算が必要な場合に

は、原則として、供給者から提出された証拠に示された販売日における為替レートで換算す

る103こととした。 

 

(80)  算出した不当廉売差額を輸出価格で除した数値が 2％未満である場合には、当該不当廉売

差額は僅少である104とした。 

 

 正常価格の算出の基本的考え方 

 

(81)  正常価格は、調査対象貨物の原産国における消費に向けられる同種の貨物の通常の商取引

における価格（以下「国内販売価格」という。）105とし、通常の商取引における国内販売価格

がない場合又は国内市場が特殊な状況にあるため若しくは国内販売量が少ないため国内販売

価格を用いることが適当でないと認められる場合106には、調査対象貨物の原産国から本邦以

外の国（以下「第三国」という。）に輸出される同種の貨物の輸出のための販売価格（以下「第

三国向け輸出価格」という。）107、又は調査対象貨物の生産費に調査対象貨物の原産国で生産

された同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた

価格（以下「構成価格」という。）108とする109こととした。 

 

(82)  単位当たりの生産費（固定費及び変動費）に管理費、販売経費及び一般的な経費を加えた

ものを下回る価格（以下「コスト割れ価格」という。）による同種の貨物の原産国の国内市場

における販売又は第三国への販売については、その販売が長い期間にわたり相当な量（単位

                                                  
103 協定 2.4.1 
104 協定 5.8 
105 政令第 2 条第 1 項第 1 号 
106 政令第 2 条第 2 項 
107 政令第 2 条第 1 項第 2 号 
108 政令第 2 条第 1 項第 3 号 
109 協定 2.2、法第 8 条第 1 項及び政令第 2 条第 2 項 
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当たりの費用を下回る価格による販売の量が正常価格を決定するために検討の対象となる取

引の 20％以上である場合）で、かつ、合理的な期間内に全ての費用を回収することができな

い価格で行われている場合には、価格を理由として当該販売を通常の商取引には当たらない

ものとみなし、正常価格の決定において含めないこととした。ただし、販売の際の単位当た

りの費用を下回る価格であっても、当該価格が調査対象期間における単位当たりの費用の加

重平均を上回る場合には、当該価格は、合理的な期間内に費用を回収することができるもの

であるとみなす110こととした。 

 

 輸出価格の算出の基本的考え方 

 

(83)  輸出価格は、本邦へ輸入される貨物に係る供給国における輸出のための販売価格とし、輸

出者から提出された証拠により本邦への輸入の事実について検討する111こととした。 

 

(84)  輸出のための販売価格がない場合又は輸出者が輸入者と連合しているため、当該輸出のた

めの販売価格を用いることが適当でないと認められる場合には、輸出のための販売価格は、

輸出者及び輸入者と連合していない者に対して、本邦内において最初に販売される販売価格

に基づき算出される価格とする112こととした。 

 

 端数処理の基本的考え方 

 

(85)  通貨の換算、不当廉売差額率の算出に際しては、証拠の数値をそのまま計算に用い、算出

した数値について小数点第 3 位を四捨五入することとした。 

 

 供給者 

 

(86)  上記「１－７－１－１ 供給者への質問状等の送付等」に記載のとおり、供給者 1 者に対

し、調査開始決定の通知を送付し、確認票及び供給者質問状への回答を求めた。 

供給者 1 者から確認票について、令和 2 年 7 月 13 日の提出期限後に回答の提出があり、

調査対象期間中に調査対象貨物の生産の実績又は輸出の実績がある旨、並びに本調査へ協力

する旨の回答があった。 

 

(87)  調査当局は、確認票及び質問状の送付と同時に、大韓民国駐日本国大使館に対し、調査対

象貨物の輸出者として調査当局が知り得た 1 者以外の者で、調査対象貨物の生産又は輸出を

行っている者がある場合、証拠の提出の機会を設けるため諸手続きについての案内等を追送

する用意があるので、そのような生産者又は輸出者に係る情報の提供を依頼するとともに、

                                                  
110 協定 2.2.1 
111 協定 2.1 及び法第 8 条第 1 項 
112 協定 2.3、協定 2.4、法第 8 条第 36 項、政令第 3 条及びガイドライン 7.(3) 
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供給者 1 者に対し、上記「１－７－１－１ 供給者への質問状等の送付等」に記載のとおり、

調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する確認票において、また、調査対象貨物の輸入者と

して調査当局が知り得た 3 者に対し、上記「１－７－１－２ 輸入者への質問状等の送付等」

に記載のとおり、調査対象貨物の輸入者に対する確認票において、さらに、調査対象貨物の

産業上の使用者として調査当局が知り得た 20 者に対し、上記「１－７－１－４ 産業上の

使用者への質問状等の送付等」に記載のとおり、調査対象貨物の産業上の使用者に対する確

認票において、それぞれ海外生産者及び輸出者の情報の提供を求めるとともに、財務省及び

経済産業省のホームページにおいて本調査に係る確認票及び質問状が入手可能であることを

当該者に伝達することを依頼した。 

その際、財務省及び経済産業省のホームページに掲載された「お願い紙」のⅠ．注意事項

(8)において、指定した回答期限までに供給者質問状に回答しない場合、協定 6.8 及び同附属

書Ⅱ、並びにガイドライン 10．に基づき、知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブ

ル）に基づいて本件に関する最終的な決定を行うことができる旨を明示した。 

 

(88)  その他、調査当局は、調査当局が知り得た供給者 1 者以外の者が、「不当廉売関税の課税に

関する調査への協力のお願い（利害関係者等共通）」、「確認票（利害関係者等共通）」及び「調

査対象貨物の生産者及び輸出者に対する質問状」をダウンロードすることができるように財

務省及び経済産業省のホームページに質問状等を掲載した。 

また、財務省ホームページにおいて、調査開始告示の日から 7 日以内に財務大臣から質問

状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明しようとす

る者は、調査開始告示の日から 14 日以内に指定された連絡先に利害関係者に該当すること

を証する資料を添えて書面で申し出るとともに上記の質問状等に回答の上、質問状等の所定

の期限までに回答を提出して欲しい旨を明示し、経済産業省ホームページにおいても、財務

大臣から質問状の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明

しようとする者は、指定された連絡先まで連絡するよう求めた。 

この際、「お願い紙」のⅠ．注意事項(8)において、指定した回答期限までに供給者質問状に

回答しない場合、協定 6.8 及び同附属書Ⅱ、並びにガイドライン 10．に基づき、知ることが

できた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて本件に関する最終的な決定を行うこと

ができる旨、また、「お願い紙」のⅠ．注意事項(9)において、「政府は、調査対象貨物の生産

者及び輸出者の数が、合理的に調査できる範囲を超えるときには、その検討の対象を合理的

に調査できる範囲に制限する」場合がある旨を明示した。 

しかしながら、調査当局に対し、上記(86)で回答のあった供給者 1 者以外の供給者が名乗

り出ることはなかった。 
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 UNID 

 

 正常価格 

 

(89)  UNID の回答113によると、調査対象期間中に同社は、状態（液体又は固体）・濃度・用途・

形状・製造工程で区別される【数値】種類の炭酸カリウムを韓国国内で製造及び販売してい

た。 

 

(90)  調査対象期間中に行われた【数値】件114の国内販売取引について、関連企業取引が【数値】

取引、非関連企業取引が【数値】取引であり、受渡し条件は【受渡し条件】が【数値】取引、

【受渡し条件】115が【数値】取引、【受渡し条件】が【数値】取引であった。 

また、公正な価格比較を行うため、控除項目を検討した結果、【受渡し条件】による国内販

売取引の場合は【項目名】を控除した。なお、【項目名】については、値上げ分の【営業秘密

に該当する説明】として減算されているものは加算、値下げ分の【営業秘密に該当する説明】

として加算されているものは控除116した。 

【受渡し条件】による国内販売取引の場合は、販売先が負担している【項目名】を、また、

【受渡し条件】による国内販売取引の場合は【項目名】を控除した。 

 

(91)  上記(90)で正常価格算定の基礎とした取引につき、物理的特性を考慮し、状態（液体又は固

体）・濃度・用途・形状・製造工程の組み分けを行い、【数値】種類117の炭酸カリウムの品種に

ついてそれぞれ国内販売価格を算出した118。 

 

 正常価格算出における品種区分 

 

(92)  調査当局は、以下のとおり、炭酸カリウムの固体における区分について検討した。 

 

(ア) 炭酸カリウムの固体における区分において、UNID の回答119によると UNID が生産す

る炭酸カリウムは【営業上の秘密】が粉、【営業上の秘密】が微粉、【営業上の秘密】がそ

の他に区分されている。 

                                                  
113 供給者当初質問状回答書（UNID）（質問項目 C-2-6-1、C-2-6-2、C-2-6-3、C-2-6-4、C-2-6-5）、供給者第 1

回目不備改め版回答書（UNID）（SectionA Additional item 6-21）（令和 2 年 9 月 4 日提出） 
114 供給者当初質問状回答書（UNID）（様式 C） 
115 UNID が【受渡し条件】として回答してきているもののうち、【項目名】を追加で控除しているものを「【受

渡し条件】」として区分した。 
116 供給者当初質問状回答書（UNID）（様式 C）、供給者第 2 回目不備改め版回答書（UNID）（SectionB-E 

Additional）（令和 2 年 9 月 18 日提出） 
117 供給者第 1 回目不備改め版回答書（UNID）（SectionA Additional item 6-21）（令和 2 年 9 月 4 日提出） 
118 不当廉売差額率の算定について 
119 供給者第 1 回目不備改め版回答書 10．（令和 2 年 9 月 4 日提出）及び供給者現地調査提出資料回答 4．（令

和 3 年 1 月 8 日提出） 
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しかし、現地調査において、調査当局は UNID の主張する Powder（粉）製品と Super 

Fine Powder 製品との差異がその生産に使用した【粉砕装置の名称】の違いによるもので

あることを確認しており120、その差異だけをもって Super Fine Powder を微粉から切り

分けて別の品種として扱うのは適当でない。 

UNID は、粉砕品（Powder（粉）製品、Super Fine Powder 製品）について、顧客の

要望に応じて粒子サイズ、粒度分布等の異なる炭酸カリウムを生産しているところ、その

要望する粒度に応じる手段として、【営業上の秘密】を選択していた。それぞれの【粉砕

装置の名称】においても、顧客の要請に応じて炭酸カリウムの粒度分布や粒子の細かさを

調整することができ、同じ【粉砕装置の名称】を使用したからといって必ずしも同じ炭酸

カリウムの粒度分布や粒子の細かさ等になるとは限らないことが認められた121。 

これらのことから、【粉砕装置の名称】の違いだけをもって、つまり、【営業上の秘密】

のいずれを使用した製品であるかだけをもって、Super Fine Powder を他の微粉から切り

分けて別の品種として扱う根拠とはならない。 

 

(イ) また、現地調査において、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品との製造原価

（梱包費を除く）に差がない122理由を質問したところ、「Powder（粉）製品と Super Fine 

Powder 製品は Powder（粉）工程でどんな【営業上の秘密】するかによって区分され、工

程原価計算の場合、濃度で集計されるため、別途生産方式上の区分は難しいことをご了承

ください。このように製造工程上、物理的な差は存在しているが、内部の管理目的で区分

の実益がないため、別途区分けして管理はしておりません。」という回答であった123こと

から、UNID は、その管理上、【営業上の秘密】による製造原価差を意識していないことが

認められた。 

さらに、調査当局は Powder（粉）製品及び Super Fine Powder 製品の各製造工程に

おけるそれぞれの【粉砕装置の名称】の使用金額となる減価償却費が製造原価に与える

影響を検証することとした。 

上記の検証のため、調査当局は Powder（粉）製品及び Super Fine Powder 製品を作る

ために使用するそれぞれの【粉砕装置の名称】に係る減価償却費をそれぞれの生産数量で

除して比較したところ、それぞれ製造原価の【数値】%に満たない影響であり、【粉砕装置

の名称】の差異による製造原価への影響は無いに等しい水準である事実を確認した124。 

これらのことから、Super Fine Powder 製品に係る製造原価は Powder（粉）製品との

差異を示すものとはいえない。 

 

(ウ) また、現地調査における UNID からの説明によると、「【営業上の秘密】」と述べられて

                                                  
120 供給者現地調査結果報告書 A)(8)〔調査内容〕 
121 供給者現地調査提出資料回答 4．（令和 3 年 1 月 8 日提出）、供給者現地調査結果報告書 A)(4)〔調査内容〕 
122 供給者当初質問状回答書（UNID）（様式 B） 
123 供給者現地調査結果報告書 C)(3)〔調査内容〕 
124 【粉砕装置の名称】の差異による製造原価への影響（様式 E-2-4-5-1 及び様式 E（45. C-4_CV_修正本）よ

り調査当局が計算） 
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いる。【営業上の秘密】には UNID の Super Fine Powder 製品である【営業上の秘密】を

出荷しているところから、Powder（粉）製品である【営業上の秘密】と Super Fine Powder

製品である【営業上の秘密】は同等品であることが確認された。 

 

(エ) さらに、意見の表明において、「特定の顧客の要請事項に合わせるため、Super Fine 

Powder は他の製品と比べて形成された販売価格に大きい差がでている」と述べられてい

るところ、現地調査において UNID から「【営業上の秘密】の韓国国内の販売価格が、【営

業上の秘密】より高値で取引されている理由は、少量販売のスポット取引のためである。」

という説明を受け、その内容を検証した。 

UNID は、Powder（粉）製品【営業上の秘密】の販売先である【販売先名】と頻繁に

取引をしていることから、この取引についてスポット取引とは言い難く、また、同社に対

し、Super Fine Powder 製品【営業上の秘密】が Powder（粉）製品【営業上の秘密】よ

りやや少ない量の取引にもかかわらず、Super Fine Powder 製品【営業上の秘密】と

Powder（粉）製品【営業上の秘密】をほぼ同じ価格で取引していた。 

これらのことから、Super Fine Powder 製品に係る価格は、Powder（粉）製品との差

異を示すものと言えない。 

 

(オ) 以上により、調査当局は、炭酸カリウムの固体における区分において、Super Fine 

Powder をその他ではなく、UNID が生産する Powder（粉）製品と同様に、微粉に区分

すべきと判断し、上記(90)の正常価格の算定に当たっては、微粉として算出を行った。 

 

 正常価格に対する意見の表明に係る検討 

 

(93)  上記「１－７－４－３ 意見の表明」に記載のとおり、令和 2 年 10 月 29 日付けで、UNID

から、次のとおり、上記「２－１－３ 不当廉売差額の基本的考え方」及び上記「２－１－

４ 正常価格の算出の基本的考え方」等における正常価格について、国内販売価格ではなく、

第三国向け輸出価格のうち、上位 5 か国の輸出価格の適用を求める旨の意見の表明があった。 

 

(ア) UNID が韓国国内における炭酸カリウムの唯一の製造業者として相当な競争力を背景

に、韓国国内市場において通常と異なる販売価格の形成があり、営業利益率も【数値】と

本邦生産者と比較しても高い水準となっている。その場合、正常価格の算定に慎重な判断

を必要とする、市場が特殊な状況に該当する。 

 

(イ) また、米国の法令(19.CFR Section 351.102 (35) Ordinary course of trade)が上記(ア)

における UNID の通常と異なる販売価格の形成や【数値】の営業利益率をもって市場が

特殊な状況であることを明示している。 

 

(ウ) 上記(ア)及び(イ)のとおり、市場が特殊な状況であるため、協定 2.2 に基づき、不当廉
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売差額は国内販売価格の代わりに第三国向け輸出価格を用い、本邦向け輸出価格との比

較により決定されるべきである。 

なお、第三国向け輸出価格を適用する際、第三国向け輸出価格のうち、上位 5 か国の第

三国向け輸出価格とすべきである。 

 

(94)  上記(93)の意見に対し、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(93)(ア)に関して、営業利益率は各産業構造や企業努力等によって異なる相対的な

ものであり、調査対象国の国内市場における営業利益率が本邦生産者の利益率よりも高い

からといって、直ちに市場が特殊な状況であることに結びつくものではない。また、かか

る営業利益率が市場が特殊な状況によるものであることを裏付ける証拠は提出されてい

ない。 

 

(イ) さらに、上記(93)(ア)に関して、UNID の回答125によると、UNID が国内向け同種の貨

物の販売契約について、顧客と【営業秘密に該当する項目】、その後、販売を行っており、

また、本邦生産者の回答126によると、本邦生産者が同様に本邦産同種の貨物の販売契約に

ついて取引先との販売条件について個別の交渉を経て販売を行っており、両市場における

販売形態及び価格の決定方法等は共通していたことから、UNID の韓国国内における価格

交渉及び販売形態が本邦生産者のそれらと同様に行われており通常のものと認められる。 

 

(ウ) 次に、上記(93)(イ)に関して、UNID は単に米国の法令(19.CFR Section 351.102 (35) 

Ordinary course of trade)を引用し、市場が特殊な状況であると主張しているようである

が、上記(93)(ア)と同法令の関係性に関する証拠は何ら提出されておらず、市場が特殊な

状況であることを証明していない。さらに、調査当局が不当廉売差額の決定において必ず

しも米国の法令や判例等と整合的である必要はなく、UNID が市場が特殊であることの裏

付けとして言及した米国の法令は、証拠たり得ない。 

 

(エ) なお、上記(93)(ウ)に関して、UNID は第三国向け輸出価格の適用において、上位 5 か

国の第三国向け輸出価格を適用すべきと主張したものの、上位 5 か国の輸出価格を使用

する根拠を何ら示していない。 

 

(オ) よって、協定 2.2 が規定する適正な比較ができない場合にも該当しない。 

 

(95)  以上により、調査当局は、UNID による意見の表明が失当であると判断した。 

 

(96)  したがって、調査当局は協定 2.1 及び協定 2.2 に基づき、UNID の国内販売価格を使用す

                                                  
125 供給者当初質問状回答書（UNID）（質問項目 C-1-3） 
126 本邦生産者当初質問状回答書（日本曹達）（質問項目 C-3） 
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ることとし、上記「２－２－１－１ 正常価格」で述べたとおり、上記(90)の価格を使用する

こととした。 

 

 本邦向け輸出価格 

 

(97)  UNID の回答127によると、調査対象期間中に同社は、状態（液体又は固体）・濃度・用途・

形状・製造工程で区別される【数値】種類の炭酸カリウムを本邦に対し輸出していた。 

 

(98)  調査対象期間中に行われた【数値】件128の本邦向け輸出取引について、契約条件は【取引条

件】であった。 

公正な価格比較を行うため、同社の回答に記載されている控除項目に関し、控除項目を検討

した結果、【取引条件】による輸出取引の場合は【項目名】を、【取引条件】による輸出取引の

場合は【項目名】をそれぞれ控除した。なお、【項目名】はそれぞれ加算した。 

 

(99)  上記(98)で輸出価格算定の基礎とした取引につき、物理的特性を考慮し、上記(97)の組み分

けのとおり【数値】種類の炭酸カリウムの品種についてそれぞれ輸出価格を算出した。 

 

 通貨の換算 

 

(100)  不当廉売差額の算出のための価格比較において、国内取引及び輸出取引の価格については、

供給者から提出された証拠において示された、供給者の現地通貨である韓国ウォン建ての価

格で比較した。 

 

 不当廉売差額率（UNID） 

 

(101)  不当廉売差額は、上記「２－２－１－１ 正常価格」において算出した正常価格と上記「２

－２－２－１ 本邦向け輸出価格」において算出した輸出価格との差額として、上記(91)及

び(99)に記載した【数値】品種それぞれについて算出した。また、各品種それぞれについて

不当廉売差額を輸出価格で除して不当廉売差額率を算出し、各品種の数量で加重平均すると、

「表 13 不当廉売差額率（UNID）」のとおり 33.29%となり、僅少ではなかった。 

 

表 13 不当廉売差額率（UNID） 

 不当廉売差額率(%) 

UNID 33.29 

 

                                                  
127 供給者当初質問状回答書（UNID）（様式 A-1-7） 
128 供給者当初質問状回答書（UNID）（様式 B） 
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 その他の供給者 

 

(102)  UNID 以外の供給者については、上記(87)及び(88)で述べたとおり、調査当局が海外供給

者から入手することを要する情報の詳細を明示し、また、当該必要な情報を得ることができ

ない場合、調査当局は知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づいて本件

に関する最終的な決定を行うことができる旨も明示したが、必要な情報を提供するその他の

供給者はいなかった。 

 

(103)  したがって、調査当局は、知ることができた事実（ファクツ・アヴェイラブル）に基づき129

不当廉売差額率を算出することとし、特定されていないその他の供給者が供給する炭酸カリ

ウムについては、UNID の不当廉売差額率に基づきこれと同率を適用した。 

 

 不当廉売差額率 

 

(104)  上記(101)、(102)及び(103)で述べたとおり、供給者の不当廉売差額率は、「表 14 不当廉

売差額率」のとおりとなった。 

 

表 14 不当廉売差額率 

 不当廉売差額率(%) 

UNID 33.29 

その他の供給者 33.29 

 

２－３ 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項についての結論 

 

(105)  以上のとおり、韓国を原産国とする不当廉売された炭酸カリウムの本邦への輸入の事実が

認められた。 

 

  

                                                  
129 協定 6.8 及び同附属書Ⅱ、政令第 10 条第 4 項並びにガイドライン 10． 
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 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事

項 

 

(106)  調査対象貨物について、上記「２ 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事

項」のとおり、不当廉売された貨物の輸入の事実が認められたことを踏まえ、当該不当廉売

された輸入貨物（以下「当該輸入貨物」という。）が本邦の産業に与える実質的な損害等の事

実について検討を行った。 

 

 同種の貨物の検討 

 

(107)  損害の決定は、実証的な証拠に基づき、 

(ア) ダンピング130輸入の量及びダンピング輸入が国内市場における同種の産品の価格に及

ぼす影響、並びに 

(イ) ダンピング輸入が同種の産品の国内生産者に結果として及ぼす影響 

の双方についての客観的な検討に基づいて行う131こととされている。 

 そこで、当該輸入貨物と本邦産同種の貨物が協定 2.6 で規定する同種の産品であることを

確認するため、まず、本邦産同種の貨物について、物理的及び化学的特性、製造工程、流通

経路、価格の決定方法、用途、代替性及び貿易統計上の分類等の検討を行った。 

 

 物理的及び化学的特性 

 

(108)  当該輸入貨物である炭酸カリウムは、物理的特性として白色の粉末品・顆粒又は水に溶解

した無色の液体品として販売されており132、化学式は K2CO3である133。一方、本邦におい

て生産された炭酸カリウム（以下「本邦産同種の貨物」という。）も、物理的特性として白

色の粉末品・顆粒又は水に溶解した無色の液体品として販売されており134、化学式は K2CO3

である135ことを確認した。 

 

(109)  以上のとおり、当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の物理的及び化学的特性は共通していた。 

 

 製造工程 

 

(110)  炭酸カリウムの一般的な製造方法は、塩化カリウム水溶液を電気分解して製造した水酸化

                                                  
130 協定 2.1 
131 協定 3.1 
132 申請書(2-3.)、輸入者当初質問状回答書（様式 A-5-1）（添付資料 A-5-1-③④、A-5-2） 
133 申請書(2-3.)、輸入者当初質問状回答書（添付資料 A-5-1-③④、A-5-2） 
134 本邦生産者当初質問状回答書（様式 A-6-2）（添付資料 A-6-3-①、A-6-3-②） 
135 本邦生産者当初質問状回答書（添付資料 A-6-3-②） 
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カリウム水溶液に炭酸ガス（二酸化炭素）を反応させて生産する方法である136。 

 

① 塩化カリウム（KCl）を水（H2O）に溶解し、高圧の電流を流して、電気分解する。そ

の結果、水酸化カリウム（水溶液）（KOH）と塩素（ガス）（Cl2）と水素（ガス）（H2）

が一定の比率で発生する。基本的な反応式は以下のとおりである。 

 

2KCl＋2H2O→2KOH＋Cl2＋H2 

 

② 続いて、水酸化カリウム水溶液（KOH）に、炭酸ガス（CO2）を反応させて炭酸カリウ

ムを製造する。基本的な反応式は以下のとおりである。 

 

2KOH＋CO2→K2CO3+H2O 

 

水酸化カリウム水溶液に炭酸ガスを反応させて炭酸カリウムを製造する方法は主に、

直接法、炭酸水素カリウム・か焼法、液体炭酸カリウム法の 3 つに分けられる。製造方法

により最終製品として固体、液体の差はあるものの、固形品と液体品は、水分の含有率が

異なることにより形状が異なるにすぎず、主成分が炭酸カリウムであり物質特性に違いは

ない。 

 

(111)  なお、炭酸カリウムの一部の固形品においては、顧客の需要に対応して粉砕工程を加えた

粉砕品を販売している137。しかしながら、粉砕工程の有無を除いては、製品の用途、化学的

特性、流通経路、使用者等に本質的な差異はないことを確認した138。 

 

(112)  当該輸入貨物及び本邦産同種の貨物は、どちらも上記(110)及び(111)に述べた方法で生産

されており139、当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の製造工程は共通していた。 

 

 流通経路 

 

(113)  当該輸入貨物の本邦における流通経路については、当該輸入貨物の供給者から本邦の商社

に対して輸出された上で、当該商社から本邦における産業上の使用者に直接販売されている

場合や、他の本邦の商社を経由して販売されている場合が確認できた140。本邦産同種の貨物

については、本邦の生産者から産業上の使用者に直接販売されている場合もあるが、大部分

                                                  
136 申請書(4-1.)及び本邦生産者当初質問状回答書（添付資料 A-7） 
137 本邦生産者追加質問状回答書（添付資料 H-1）及び意見の表明（UNID、令和 2 年 8 月 7 日） 
138 本邦生産者追加質問状回答書（添付資料 H-1）、意見の表明（AGC、令和 2 年 10 月 29 日及び日本曹達、令

和 2 年 10 月 29 日）及び本邦生産者現地調査結果報告書 
139 供給者当初質問状回答書（様式 A-5-2 及び添付資料 E-1-1-1）及び本邦生産者当初質問状回答書（添付資料

A-7） 
140 輸入者当初質問状回答書（調査項目 D-1-6）及び産業上の使用者質問状回答書（様式 A-3） 
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は本邦の生産者から本邦の商社を介して産業上の使用者に販売されていることを確認した141。 

 

(114)  以上のとおり、当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の流通経路は共通していた。 

 

 価格の決定方法 

 

(115)  当該輸入貨物の本邦における購入価格の決定方法については、大部が取引先との個別の交

渉によって行われており、本邦産同種の貨物についても、同様に、大部が取引先との個別の

交渉によって行われていることを確認142した。 

 

(116)  以上のとおり、当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における価格の決定方法は共通し

ていた。 

 

 用途 

 

(117)  当該輸入貨物は、無機化学薬品として広範な用途に使われており、主に液晶パネルをはじ

めとするガラス類の製造原料、中華麺に添加するかんすいの原料、自動車のブレーキパッド

用摩擦材の原料、洗浄剤の原料、カリ塩類の原料、医農薬の中間体原料等として用いられて

いた。一方、本邦産同種の貨物についても、無機化学薬品として広範な用途に使われており、

主に液晶パネルをはじめとするガラス類の製造原料、中華麺に添加するかんすいの原料、自

動車のブレーキパッド用摩擦材の原料、洗浄剤の原料、カリ塩類の原料、医農薬の中間体原

料等として用いられていた143。 

 

(118)  以上のとおり、当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の用途は共通していた。 

 

 代替性 

 

(119)  当該輸入貨物と本邦産同種の貨物との代替性については、「表 15 当該輸入貨物と本邦産

同種の貨物との代替性」のとおり、質問状への回答内容が確認できる 13 者144のうち「代替

可能性あり」又は「一定の条件を満たせば代替可能」との回答が全体の約 6 割を占める中、

「代替不可能」を選択した回答者はいなかった。 

                                                  
141 本邦生産者当初質問状回答書（様式 A-10）、本邦産同種の貨物については、約 9 割（固形販売量ベース）が

商社経由で販売されている。 
142 産業上の使用者質問状回答書（調査項目 C-1）、回答のあった産業上の使用者 8 者中 6 者が個別交渉を行っ

ている旨回答。 
143 申請書（2-3.(2)）、本邦生産者当初質問状回答書（添付資料 A-6-3-①）、産業上の使用者質問状回答書（様式 B-

3）、産業上の使用者質問状不備改め版回答書（様式 B-3）、輸入者当初質問状回答書（添付資料 A-5-1③、④） 
144 AGC、日本曹達、伊藤忠ケミカルフロンティア、日星産業、マル一、その他産業上の使用者 8 者 
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また、「わからない」を選択した 5 者のうち 3 者145は、調査対象期間中、本邦産同種の貨

物のみしか扱っておらず、同じく「わからない」を選択した 5 者のうち 1 者146は令和元年に

おいて、本邦産同種の貨物のみしか扱っていない147ことから、これら回答は、当該輸入貨物

と本邦産同種の貨物を比較した上での回答ではないと考えられる。 

 

表 15 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物との代替性 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 E-5-1）、輸入者当初質問状回答書及び輸入者当初

質問状不備改め版回答書（様式 E-5-1）及び産業上の使用者質問状回答書（様式 D-5-1） 

 

(120)  以上のとおり、当該輸入貨物と本邦産同種の貨物は代替可能と認識されていることが認め

られた。 

 

 貿易統計上の分類 

 

(121)  当該輸入貨物は、商品の名称及び分類についての統一システム（HS）の品目表第 2836.40

号に分類される炭酸カリウム148であり、本邦産同種の貨物も全て同じ HS 番号に分類され

ることを確認した149。 

 

 同種の貨物の検討についての結論 

 

(122)  上記のとおり、本邦産同種の貨物は、当該輸入貨物と物理的及び化学的特性、製造工程、

流通経路、価格の決定方法、用途及び貿易統計上の分類に関して共通しており、高い代替性

を有していることが認められた。 

したがって、本邦産同種の貨物が協定 2.6 で規定する同種の産品であることを確認した。 

 

                                                  
145 【産業上の使用者 H 社】、【産業上の使用者 I 社】、【産業上の使用者 N 社】 
146 【産業上の使用者 F 社】 
147 本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 E-1）及び産業上の使用者質問状回答書（調査項目 D-1） 
148 調査開始告示 
149 申請書 2-2.のとおり、上記品目番号には炭酸カリウムのほかに炭酸水素カリウム（KHCO3）が含まれる

が、本邦への炭酸水素カリウムの輸入はないと考えられることから、上記品目番号における輸入を炭酸カリウ

ムの輸入とした。 

代替可能性あり 38%

一定の条件を満たせば代替可能 24%

代替不可能 0%

わからない 38%

代替可能性の状況
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 本邦の産業 

 

(123)  利害関係者から提出された書面等150から、本邦において炭酸カリウムを生産しているの

は、AGC 及び日本曹達の 2 者であることを確認した。 

 

(124)  AGC 及び日本曹達の 2 者は、当該輸入貨物の供給者又は輸入者との関係151を確認したと

ころ、特段の関係がなかった152。また、政令第 4 条第 2 項により、本件課税申請の日の 6 月

前の日以後に輸入した生産者は本邦の生産者に含まないこととされているが、同課税申請の

日の 6 月前の日以降から当該申請の日の前日まで（令和元年 10 月 30 日から令和 2 年 4 月

29 日まで）の当該輸入貨物の輸入の有無について確認したところ、当該 2 者には輸入の事

実はなかった153。このため、当該 2 者は本邦の生産者に該当すると判断した154。 

 

(125)  以上のとおり、本邦の産業は、AGC 及び日本曹達の 2 者とした155。 

また、「表 16 本邦の産業の状況（平成 31 年 1 月～令和元年 12 月）」156のとおり、当該

2 者の令和元年における生産量は【数値】MT であり、当該 2 者が本邦で生産する炭酸カリ

ウムが、本邦における炭酸カリウムの総生産高に占める割合は 100%であった。 

 

表 16 本邦の産業の状況（平成 31 年 1 月～令和元年 12 月） 

 

（出所） 本邦生産者確認票（Ⅳ.Ⅷ.3.及びⅩ.3.）、本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）

及び本邦生産者現地調査提出資料（通番 6（様式 B-1-①関係）） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
150 申請書（4-2.及び別紙 11）及び本邦生産者確認票 
151 政令第 4 条第 2 項第 1 号から第 4 号 
152 本邦生産者確認票（Ⅴ.1.及びⅧ.4.） 
153 本邦生産者確認票（Ⅷ.3.） 
154 政令第 4 条第 2 項 
155 協定 4.1、政令第 4 条第 1 項及びガイドライン 4.(1) 
156 報告書本文の数値は小数点第 2 位まで含めて計算。以下同様。 

生産高（MT） 占拠率（％）

AGC 【数値】 【数値】 無し - 協力する

日本曹達 【数値】 【数値】 無し - 協力する

合計 【数値】 100%

調査への協力
申請に対する支

持の状況
生産者名

生産高及び本邦の総生産高に占める割合 当該輸入貨物の
輸入の有無
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 当該輸入貨物の輸入量及び当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格

に及ぼす影響 

 

 当該輸入貨物の輸入量 

 

(126)  当該輸入貨物について、財務省貿易統計157上は固形品の実数量と液体品の実数量の合計

値となっているところ、供給者質問状回答書158から令和元年における固形品及び液体品の

割合を算出し、平成 29 年及び平成 30 年も同割合の輸入があったと推定して固形換算を行

った。第三国（地域含む、以下同じ）からの輸入については、「４－２－１－１ 第三国か

らの輸入量」で述べるとおり全てが固形品であると判断し「表 17 当該輸入貨物の輸入量」

のとおり分析を行った。当該輸入貨物の輸入は、平成 30 年に前年の 4,898 固形 MT から減

少し 4,481 固形 MT となったが、令和元年に 5,272 固形 MT（対前年比 17.7%増加）と大幅

に増加し、調査対象期間全体でも 7.6%増加した。また、総輸入量に占める当該輸入貨物の

割合は調査対象期間全体で見ると 78.4 %から 80.6%に 2.2 ポイント増加した。 

 

表 17 当該輸入貨物の輸入量 

 
（出所） 財務省貿易統計、供給者当初質問状回答書（様式 B-1-2） 
（注 1） 第三国の数字は、米国、中国、台湾、ドイツ等、調査対象国以外の国・地域の合計値

である。 
（注 2） 上記(126)のとおり固形換算を行っているため、財務省貿易統計の数値とは異なる。 

 

一方で、本邦産同種の貨物の販売量は、「表 18 本邦産同種の貨物の販売量の変化」のと

おり、平成 30 年は平成 29 年比 2 ポイント増加、令和元年は平成 29 年比 14 ポイント減少

となり、「表 19 当該輸入貨物の本邦における消費の相対的変化（市場占拠率）及び本邦の

需要量の推移」のとおり、需要量が平成 30 年から令和元年にかけて 11 ポイント減少して

いる中で、調査対象期間全体としては需要量の減少率を上回って減少した。 

  

                                                  
157 調査当局が収集及び分析した関係証拠「財務省貿易統計」 
158 供給者当初質問状回答書（様式 B-1-2） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

輸入量（固形MT） 4,898 4,481 5,272

対総輸入量 78.4% 76.7% 80.6%

輸入量（固形MT） 1,349 1,363 1,272

対総輸入量 21.6% 23.3% 19.4%

6,247 5,844 6,544

当該輸入貨物の輸入量

第三国の輸入量

総輸入量（固形MT）
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表 18 本邦産同種の貨物の販売量の変化 

 

（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調査提出資料（通番

6（様式 B-1-①関係）） 

（注） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

(127)  当該輸入貨物及び本邦産同種の貨物の本邦における消費の相対的な変化を見ると、「表 19

当該輸入貨物の本邦における消費の相対的変化（市場占拠率）及び本邦の需要量の推移」の

とおり、当該輸入貨物の市場占拠率は平成 30 年に対前年比 9 ポイント減少したものの、令

和元年は対前年比 29 ポイント増加し、調査対象期間を通じて 20 ポイント増加した。これ

に対して、本邦産同種の貨物の市場占拠率は平成 30 年に 2 ポイント増加した後、令和元年

には対前年比 7 ポイント減少し、調査対象期間を通じ 5 ポイント減少した。 

 

表 19 当該輸入貨物の本邦における消費の相対的変化（市場占拠率）及び本邦の需要量の推移 

 

（出所） 財務省貿易統計及び本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地

調査提出資料（通番 6（様式 B-1-①関係）） 
（注 1） 需要量（固形 MT）＝本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）＋自家消費量（固形

MT）＋総輸入量（固形 MT） 
（注 2） 当該輸入貨物の市場占拠率（%）＝当該輸入貨物の輸入量（固形 MT）／需要量（固形

MT）×100 
（注 3） 本邦産同種の貨物の市場占拠率（%）＝（本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）

＋自家消費量（固形 MT））／需要量（固形 MT）×100 
（注 4） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【102】 【86】本邦産同種の貨物の国内販売量（MT）

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【91】 【120】

【100】 【102】 【95】

当該輸入貨物の市場占拠率

本邦産同種の貨物の市場占拠率

第三国産同種の貨物の市場占拠率

需要量（固形MT）

【106】

【100】 【100】 【89】

【100】 【101】
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 当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響 

 

(128)  本邦における当該輸入貨物の販売価格159と、本邦産同種の貨物の販売価格160について、

年別加重平均価格を比較した。 

「表 20 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における販売価格（庭先渡し161）」のと

おり、当該輸入貨物の販売価格は本邦産同種の貨物の販売価格を常に、大幅に下回っていた。

本邦の産業は、下記「３－４－１３ 国内価格に影響を及ぼす要因」で分析するとおり製造

原価が上昇する中、安価な当該輸入貨物を引き合いに取引先から値上げ幅の圧縮及び値下

げを要求され、また、安価ゆえに当該輸入貨物に販売を奪われたため、販売先を維持又は確

保するための対応を余儀なくされた162。その結果、原材料価格の高騰による製造原価の上昇

を販売価格に十分に転嫁できなかった163。 

「表 19 当該輸入貨物の本邦における消費の相対的変化（市場占拠率）及び本邦の需要量

の推移」及び「表 20 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における販売価格（庭先渡

し）」のとおり、当該輸入貨物の販売価格が上昇し、本邦産同種の貨物の販売価格が下落し

た平成 30 年には本邦産同種の貨物の市場占拠率が上昇しており、当該輸入貨物の販売価格

が下落し、本邦産同種の貨物の販売価格が上昇した令和元年には本邦産同種の貨物の市場

占拠率が低下していることに鑑み、炭酸カリウムは価格に影響を受ける市場であることが

認められた。これは、顧客が購入を決める際に価格を最も重視するという質問状回答からも

裏付けられている164。 

当該輸入貨物の販売価格は、調査対象期間を通じて本邦産同種の貨物の販売価格を常に

大幅に下回っていたこと（プライスアンダーカッティング）が認められた。下記「３－４－

１３ 国内価格に影響を及ぼす要因」のとおり、当該輸入貨物の影響により、平成 29 年か

ら令和元年にかけて製造原価が上昇したにもかかわらず、販売価格の上昇が妨げられてい

たことが確認された（本邦産同種の貨物の販売価格は、平成 30 年は対前年比 2 ポイント下

落、令和元年は対前年比 5 ポイント上昇、調査対象期間を通じ 3 ポイントのみ上昇）。 

  

                                                  
159 非関連企業間取引のみを対象。 
160 非関連企業間取引のみを対象。 
161 「庭先渡し」とは、購入者の指定場所までの運賃等を販売者が負担する場合をいう。 
162 申請書（別紙 10-1 から別紙 10-3 まで）及び本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 F-1-2 及び添付資料 F-

1-3） 
163 申請書（別紙 10-1 から別紙 10-3 まで及び別紙 20-1 から別紙 20-3 まで）、本邦生産者当初質問状回答書

（調査項目 F-1-2 及び調査項目 G-2-6-2） 
164 産業上の使用者質問状回答書（様式 D-6-1） 
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表 20 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における販売価格（庭先渡し） 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 C-1）、本邦生産者現地調査提出資料（通番 45（様

式 C-1 関係））、輸入者当初質問状回答書及び輸入者質問状不備改め版回答書（様式 C-

1） 

（注 1） 価格比（%）＝当該輸入貨物（円／kg）／本邦産同種の貨物（円／kg）×100 
（注 2） 販売価格（円／固形 kg）は、固形換算数量を基に算出している。 
（注 3） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。ただし、本邦産同種の貨

物と当該輸入貨物との価格比については、【 】内において実際の数値（%）を含む一定

の範囲を表示している。 

 

(129)  また、液体品と固形品は価格が大きく異なることから、液体品と固形品に分けて分析を行

った。液体品については、「表 21 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における販売価

格（液体品、庭先渡し）」のとおり、当該輸入貨物が常に本邦産同種の貨物の価格を下回っ

ていた。また、本邦産同種の貨物の価格は調査対象期間を通じほぼ横ばいであった一方、当

該輸入貨物の価格は緩やかであるものの「表 20 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦

における販売価格（庭先渡し）」の固形品と液体品をあわせた総平均価格と同様の推移を示

しており、調査対象期間を通した製造原価の上昇が販売価格に反映されていないことが認

められた。 

固形品については、「表 22 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における販売価格

（固形品、庭先渡し）」のとおり、当該輸入貨物の価格は、常に本邦産同種の貨物の価格を

下回っていた。また、当該輸入貨物の価格は、平成 30 年に対前年比 5 ポイント上昇し、調

査対象期間を通じて 4 ポイント上昇した。本邦産同種の貨物の価格は、平成 30 年に対前年

比 1 ポイント下落したものの、令和元年に対前年比 6 ポイント上昇、調査対象期間を通じ

て 5 ポイント上昇した。このように、当該輸入貨物及び本邦産同種の貨物のいずれにおいて

も「表 20 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における販売価格（庭先渡し）」の総平

均価格と同様に推移しており調査対象期間を通した製造原価の上昇が販売価格に反映され

ていないことが認められた。 

 

 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【65-80】

本邦産同種の貨物（円／固形kg）

当該輸入貨物（円／固形kg）

価格比

【100】 【102】 【99】

【100】 【98】 【103】

【65-80】 【70-85】
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表 21 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における販売価格（液体品、庭先渡し） 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 C-1）、本邦生産者現地調査提出資料（通番 45（様

式 C-1 関係））、輸入者質問状回答書及び輸入者質問状不備改め版回答書（様式 C-1） 

（注 1） 価格比（%）＝当該輸入貨物（円／固形 kg）／本邦産同種の貨物（円／固形 kg）×100 
（注 2） 販売価格（円／固形 kg）は、固形換算数量を基に算出している。 
（注 3） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。ただし、本邦産同種の貨

物と当該輸入貨物との価格比については、【 】内において実際の数値（%）を含む一定

の範囲を表示している。 

 

表 22 当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の本邦における販売価格（固形品、庭先渡し） 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 C-1）、本邦生産者現地調査提出資料（通番 45（様

式 C-1 関係））、輸入者質問状回答書及び輸入者質問状不備改め版回答書（様式 C-1） 

（注 1） 価格比（%）＝当該輸入貨物（円／固形 kg）／本邦産同種の貨物（円／固形 kg）×100 
（注 2） 販売価格（円／固形 kg）は、固形換算数量を基に算出している。 
（注 3） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。ただし、本邦産同種の貨

物と当該輸入貨物との価格比については、【 】内において実際の数値（%）を含む一定

の範囲を表示している。 

 

 

 

 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【80-95】 【75-90】

【100】 【109】 【100】

【100】 【101】 【101】

価格比 【75-90】

当該輸入貨物（円／固形kg）

本邦産同種の貨物（円／固形kg）

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【105】 【104】

【100】 【99】 【105】

【70-85】 【70-85】 【70-85】

当該輸入貨物（円／固形kg）

本邦産同種の貨物（円／固形kg）

価格比
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 当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響に係る意

見等の検討 

 

(130)  当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響について、供給

者である UNID から次の内容の意見の表明があった165。 

申請書において、本邦生産者は炭酸カリウムの主要原材料である塩化カリウムの価格上昇

により製造原価が上昇したところ、調査対象貨物は常に同種の貨物より安価であったことか

ら、コストの上昇分を十分に販売価格に転嫁することができなかったと述べる。 

しかしながら、申請者が提出した申請書添付の別紙20-3をみると、塩化カリウム費が2019 

年は 2018 年に比べて下落しているにもかかわらず、同種の貨物生産量 1kg あたりの塩化カ

リウム費は 2018 年に比べて 2019 年は上昇していることからすると、塩化カリウムの調達

以外の費用が日本国内生産者には発生していたことがうかがえる。 

すなわち、日本国内販売価格の値上げが受容されないのは、調査対象企業である韓国生産

者の販売価格によるものではない。 

 

(131)  上記(130)の意見について調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(130)の意見で参照されている申請書の別紙 20-3 は、原材料である塩化カリウム

の年間合計費用を表すものであり、年間生産量の増減に応じて当該費用も増減するもの

である。現に、下記「表 23 本邦の産業の生産量の推移」のとおり、本邦産同種の貨物

の生産量は平成 29 年から平成 30 年にかけて増加、その後令和元年には減少に転じてお

り、別紙 20-3 の塩化カリウム費用の増減と同様の推移を示している。平成 30 年から令

和元年にかけては、生産量の減少率が塩化カリウム費の減少率を上回ったことにより本

邦産同種の貨物の生産量 1kg あたりの塩化カリウム費が上昇したにすぎない。 

 

(イ) 生産量 1kg あたりの製造原価は下記「表 34 本邦の産業の 1kg 当たりの製造原価と

国内販売価格の推移」のとおり増加し続けており、そのような中、国内販売価格はほぼ

横ばいで推移しており、本邦の産業が製造原価の上昇に見合った価格設定を行うことが

できなかったことが確認された。 

 

(132)  以上の理由から、上記(130)の UNID による意見は失当である。 

 

 当該輸入貨物の輸入量及び当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の

価格に及ぼす影響についての結論 

 

(133)  以上のとおり、当該輸入貨物の輸入量は、調査対象期間全体で見ると需要量が減少する中

                                                  
165 意見の表明（UNID、令和 2 年 10 月 29 日） 
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で増加した。一方で、本邦産同種の貨物の販売量は、調査対象期間全体で見ると需要量の減

少率を上回って減少した。 

また、当該輸入貨物の価格は、本邦産同種の貨物の価格を常に大幅に下回り、著しいプラ

イスアンダーカッティングが認められた。 

上記「３－１ 同種の貨物の検討」で検討したとおり、本邦産同種の貨物と当該輸入貨物

とは高い代替性があり、また、本邦産同種の貨物及び当該対象貨物の数量及び価格動向から

炭酸カリウムは価格に影響を受ける市場であると認められた。さらに、取引先からは安価な

当該輸入貨物を引き合いに値上げ幅の圧縮及び値下げ要求があり、当該輸入貨物に販売を奪

われている。 

 これらの事実から、当該輸入貨物の影響により、調査対象期間中に本邦産同種の貨物の販

売量は減少し、製造原価が上昇したにもかかわらず、販売価格の上昇が妨げられていたこと

が認められた。 

 

 当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響 

 

(134)  当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響に関し、当該国内産業の状態に関係を有す

る経済的な要因及び指標（販売、利潤、生産高、市場占拠率、生産性、投資収益若しくは操

業度における現実の及び潜在的な低下、資金流出入、在庫、雇用、賃金、成長、資本調達能

力若しくは投資に及ぼす現実の及び潜在的な悪影響、国内価格に影響を及ぼす要因又は不当

廉売価格差の大きさを含む。）について評価166,167した。 

 

 生産高（生産量） 

 

(135)  本邦の産業の生産高（生産量）は、「表 23 本邦の産業の生産量の推移」のとおり、平成

30 年は対前年比で 8 ポイント増加したが、令和元年は対前年比 21 ポイント減少し、調査対

象期間中 13 ポイント減少した。国内販売量、自家消費量及び輸出量がいずれも調査対象期

間中に減少しているが、調査対象期間中において国内販売量に対する自家消費量の割合は

1.9～3.4%168程度、輸出量の割合は 1.5～1.7％と小さいことから、生産量の当該減少は「表

18 本邦産同種の貨物の販売量の変化」において示した本邦産同種の貨物の販売量の減少に

対応したものと認められた。 

 

  

                                                  
166 協定 3.4 
167 調査当局は、本邦生産者に対し、本邦産同種の貨物の輸出による影響を除外して回答するよう求め、本邦産

同種の貨物の輸出実績が除外された本邦生産者の回答書を基に、評価を行った。 
168 本邦生産者質問状回答（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調査提出資料（通番 6（様式 B-1-①関係）） 



 

- 48 - 
 

表 23 本邦の産業の生産量の推移 

 
（出所） 本邦生産者質問状回答書（様式 B-1） 
（注） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 生産能力・操業度（稼働率） 

 

(136)  本邦産同種の貨物の生産量を本邦の産業の生産能力で除した稼働率（操業度）は、「表 24

本邦の産業の稼働率の推移」のとおり、平成 30 年に対前年比 3 ポイント上昇、令和元年は

対前年比 12 ポイント下落し、調査対象期間中、稼働率は【数値】%未満で推移した。これ

は上記「３－４－１ 生産高（生産量）」で述べた生産量と概ね同様の推移を示している。

特に、令和元年には、【減少の要因】により生産稼働日数が減少し、生産能力が下落した169。

しかし、生産量の削減率が生産能力の下落率を上回ったため、稼働率は悪化した。 

 

  

                                                  
169 本邦生産者現地調査提出資料（通番 44） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【111】 【81】

【100】 【124】 【130】

【100】 【102】 【86】

【100】 【105】 【50】

【100】 【108】 【87】

【100】 【85】 【105】

生産量（固形MT）

期首在庫量（固形MT）

国内販売量（固形MT）

自家消費量（固形MT）

輸出量（固形MT）

期末在庫量（固形MT）
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表 24 本邦の産業の稼働率の推移 

 

（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①） 
（注 1） 稼働率（%）＝生産量（固形 MT）／生産能力（固形 MT／年）×100 
（注 2） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 在庫 

 

(137)  本邦の産業の期末在庫について、「表 25 本邦の産業の在庫の推移」のとおり、在庫量は

平成 30 年に対前年比で 24 ポイント増加、令和元年に対前年比 6 ポイント増加、調査対象

期間中 30 ポイント増加し、調査対象期間を通じて増加した。 

このような中、在庫率も調査対象期間において上昇を続けたが、上記「３－４－１ 生産

高（生産量）」に示した生産量の推移の影響により、生産量がやや増加した平成 30 年におい

ては在庫率が対前年比 15 ポイント上昇、生産量が減少した令和元年においては対前年比 31

ポイント上昇、調査対象期間中においては 49 ポイントの上昇となった。 

平成 30 年に在庫量が増加したのは、【増加の要因】、これに備えて在庫を増加させていた

ことが一因であった。令和元年に在庫量が増加したのは、当該輸入貨物の影響を受けて販売

量が想定を下回ったため生産量の調整が間に合わなかったこと、また、【増加の要因】とな

っていたことによる170。 

  

                                                  
170 本邦生産者現地調査提出資料（通番 33 から 38、44） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【103】 【91】

【100】 【108】 【87】

【100】 【105】 【96】生産能力（固形MT)

稼働率

生産量（固形MT）
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表 25 本邦の産業の在庫の推移 

 

（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調査提出資料（通番

6（様式 B-1-①関係）） 

（注 1） 在庫率（%）＝本邦生産者の期末在庫量（固形 MT）／本邦産同種の貨物の生産量（固形

MT）×100 
（注 2） 各欄の【 】は平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 販売及び市場占拠率 

 

(138)  本邦産同種の貨物の国内販売量は、「表 26 本邦産同種の貨物の国内販売量及び自家消費

量並びに市場占拠率の推移」のとおり、平成 30 年に対前年比 2 ポイント増加した後、令和

元年に対前年比 16 ポイント減少、調査対象期間中 14 ポイント減少した。この販売量の減

少は、上記「３－３－２ 当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及

ぼす影響」で述べたとおり、当該輸入貨物の販売価格が本邦産同種の貨物の価格を常に下回

っている状況において、下記「３－４－１３ 国内価格に影響を及ぼす要因」で分析すると

おり製造原価の上昇に伴い国内販売価格の引き上げを行った結果、もたらされたものである171。 

なお、自家消費量は、調査対象期間を通じて減少したものの、国内販売量に対する自家消 

費量の割合は、1.9～3.4%172程度と小さく、国内販売量と自家消費量の合計に顕著な影響を

与えるものではなかった。 

 

(139)  また、本邦産同種の貨物の市場占拠率は、上記「３－３－１ 当該輸入貨物の輸入量」及

び「表 26 本邦産同種の貨物の国内販売量及び自家消費量並びに市場占拠率の推移」のと

おり、当該輸入貨物の輸入量の増加、国内販売量の減少を反映して推移し、令和元年には対

前年比 7 ポイント、調査対象期間中 5 ポイント減少した。 

 

  

                                                  
171 本邦生産者質問状回答書（調査項目 F-2-3） 
172 本邦生産者質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調査提出資料（通番 6（様式 B-1-①関係）） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【124】 【130】

【100】 【115】 【149】

在庫量（固形MT）

在庫率
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表 26 本邦産同種の貨物の国内販売量及び自家消費量並びに市場占拠率の推移 

 

（出所） 財務省貿易統計、本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調

査提出資料（通番 6（様式 B-1-①関係）） 
（注 1） 本邦産同種の貨物の市場占拠率（%）＝（本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）

＋本邦産同種の貨物の自家消費量（固形 MT））／需要量（固形 MT）×100 
（注 2） 需要量（固形 MT）＝本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）＋本邦産同種の貨物

の自家消費量（固形 MT）＋総輸入量（固形 MT） 
（注 3） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 利潤 

 

(140)  本邦の産業の売上高は、「表 27 本邦の産業の利潤の推移」のとおり、平成 30 年に対前

年比 1 ポイント増加、令和元年に対前年比 13 ポイント減少し、調査対象期間中 12 ポイン

ト減少した。これは、上記「３－３－４ 当該輸入貨物の輸入量及び当該輸入貨物の輸入が

本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響についての結論」及び「３－４－４ 販

売及び市場占拠率」に述べたとおり、安価な当該輸入貨物を引き合いに取引先から値上げ幅

の圧縮や値下げを要求され、それに応じた173ことから、販売価格は上記(128)において分析

したとおりに推移した一方、国内販売量が令和元年に大幅に減少したことによるものであ

る。 

売上総利益は、平成 30 年に対前年比 17 ポイント減少、令和元年に対前年比 31 ポイント

減少、調査対象期間中に 48 ポイント減少した。上記(128)において分析したとおり本邦生産

者が製造原価の上昇を販売価格に反映させることができなかったことにより、売上総利益及

び売上高総利益率は売上高の減少率を大幅に上回って減少した。 

営業利益及び売上高営業利益率についても、売上総利益と同様の傾向を示しており、営業

利益は平成 30 年に対前年比 73 ポイント減少、令和元年は対前年比 94 ポイント減少、調査

対象期間中に 167 ポイント減少し、赤字に転落した。これにより、売上高営業利益率も同様

に低下し、令和元年には平成 29 年と比較して 176 ポイント減少した。 

  

                                                  
173 本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 F-1-2） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【102】 【95】

【100】 【102】 【86】

【100】 【105】 【50】

国内販売量（固形MT）

自家消費量（固形MT）

本邦産同種の貨物の
市場占拠率
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表 27 本邦の産業の利潤の推移 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（様式 G-2-2）及び本邦生産者現地調査提出資

料（通番 27（様式 G-2-2 関係）） 
（注 1） 売上高総利益率（%）＝売上総利益（百万円）／売上高（百万円）×100 
（注 2） 売上高営業利益率（%）＝営業利益（百万円）／売上高（百万円）×100 
（注 3） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 投資及び投資収益 

 

(141)  本邦の産業の投資は、「表 28 本邦の産業の設備投資額の推移」のとおり、平成 30 年に

対前年比 33 ポイント増加した後、令和元年は対前年比 76 ポイント減少し、調査対象期間

中 43 ポイント減少した。これは、平成 30 年に【要因】製造設備の取得を行ったことから

設備投資額が増加したが、その他の設備投資は既存設備の更新等であり、それらは生産を維

持して事業を継続するために最低限必要な投資に限られていたことによるものである174。 

 

表 28 本邦の産業の設備投資額の推移 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状回答書及び本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（様式 G-4） 

（注） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

(142)  本邦の産業の投資収益は、営業利益を本邦の産業の設備投資評価額（帳簿価額又は取得原

価）で除して算出した投資収益率により分析したところ、「表 29 本邦の産業の設備投資収

益率の推移」のとおりとなった。上記「３－４－５ 利潤」で述べたとおり、営業利益が大 

幅に減少したために、投資収益率は帳簿価額及び取得原価のいずれも調査対象期間を通じて 

大幅に悪化した。 

 

                                                  
174 本邦生産者当初質問状回答書（様式 G-4）、本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（様式 G-4）及び本邦

生産者現地調査提出資料（通番 9 及び 28） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【27】 【-76】

【100】 【27】 【-67】

【100】 【82】 【59】

【100】 【101】 【88】

【100】 【83】 【52】

売上高営業利益率

売上高（百万円）

売上総利益（百万円）

営業利益（百万円）

売上高総利益率

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

設備投資額（百万円） 【100】 【133】 【58】
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表 29 本邦の産業の設備投資収益率の推移 

 

（出所） 本邦生産者当初質問状回答書及び本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（様式 G-2-

2 及び様式 G-4）、本邦生産者現地調査提出資料（通番 27（様式 G-2-2 関係）） 

（注） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 資金流出入（キャッシュフロー） 

 

(143)  本邦の産業のキャッシュフロー（営業キャッシュフロー）は、「表 30 本邦の産業のキャ

ッシュフローの推移」のとおり、平成 30 年に対前年比 90 ポイント減少、令和元年に対前

年比 27 ポイント減少、調査対象期間中に 117 ポイント減少となり、調査対象期間を通じて

大幅に減少した。 

このように、キャッシュフローが調査対象期間全体を通じて大幅に減少したのは、上記「３

－４－５ 利潤」で述べたとおり、営業利益が悪化したことが主な要因であった175。 

 

表 30 本邦の産業のキャッシュフローの推移 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（様式 G-3-2） 

（注） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 資本調達能力 

 

(144)  本邦の産業に関する資本調達能力については、上記「３－４－６ 投資及び投資収益」で

述べたとおり、設備投資額は生産を維持し事業を継続するための必要最小限に限られてい

た一方、いずれの本邦の生産者も他の事業も営んでおり、本邦の同種の貨物の売上高の変動

による本邦の生産者の資本調達能力への顕著な影響は認められなかった176。 

 

 雇用 

 

(145)  本邦の産業の平均雇用人数は、「表 31 本邦の産業の平均雇用人数の推移」のとおり、平

                                                  
175 本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 G-3-4） 
176 本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 G-3-4） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

設備投資収益率

営業利益／設備投資評価額
（帳簿価額）

営業利益／設備投資評価額
（取得原価）

【100】 【19】 【-50】

【100】 【23】 【-56】

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【10】 【-17】営業活動によるキャッシュフロー
（百万円）
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成 30 年に対前年比 13 ポイント増加、令和元年に対前年比 12 ポイント減少、調査対象期間

中に 1 ポイントの増加となり、調査対象期間全体としては大きな変動はなかった。平成 30

年に雇用人数が増加したのは、【増加の要因】したことによる177。炭酸カリウムの生産設備

を稼働させるために必要な作業員の数は一定であるため、実際の雇用人数は生産量の変動

の影響を受けにくいことが認められた178。 

 

表 31 本邦の産業の平均雇用人数の推移 

 

（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調査提出資料（通番

6（様式 B-1-①関係）） 

（注） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 賃金 

 

(146)  本邦の産業の雇用者一人当たりの賃金（月額換算）は、「表 32 本邦の産業の雇用者一人

当たりの賃金（月額換算）の推移」のとおり、平成 30 年及び令和元年は、いずれも平成 29

年とほぼ同水準で推移しており、調査対象期間を通じて大きな変化はなかった。 

 

表 32 本邦の産業の雇用者一人当たりの賃金（月額換算）の推移 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調査提出資料（通番

6（様式 B-1-①関係）） 

（注 1） 一人当たりの月平均賃金（千円）＝賃金の合計（千円／月）／平均雇用人数（人） 

（注 2） 平均雇用人数は、「表 31 本邦の産業の平均雇用人数の推移」を使用した。 

（注 3） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 生産性 

 

(147)  本邦の産業の生産性は、「表 33 本邦の産業の生産性の推移」のとおりであった。雇用者

一人当たりの生産量を示す物的生産性については、平成 30 年に対前年比 5 ポイント、令和

元年に対前年比 9 ポイント低下、調査対象期間中に 14 ポイントの低下となり、調査対象期

                                                  
177 本邦生産者現地調査提出資料（通番 7 及び 44） 
178 本邦生産者当初質問状回答書（添付資料 B-1-2）及び本邦生産者現地調査結果報告書 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【113】 【101】平均雇用人数（人）

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【99】 【101】一人当たり月平均賃金
（千円）
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間全体を通じて低下していた。 

上記「３－４－１ 生産高（生産量）」及び「３－４－９ 雇用」で述べたとおり、平成

30 年に生産量が増加したものの、【原因】により平均雇用人数がそれ以上の割合で増加した

ことを受けて、物的生産性は低下した。令和元年に平均雇用人数を平成 29 年の水準にまで

戻したものの、生産量がそれ以上の割合で減少したことを反映して、物的生産性はさらに低

下した。 

 

表 33 本邦の産業の生産性の推移 

 
（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調査提出資料（通番

6（様式 B-1-①関係）） 

（注 1） 物的生産性（固形 MT／人）＝本邦産同種の貨物の生産量（固形 MT）／平均雇用人数

（人） 
（注 2） 価値生産性（千円／人）＝（本邦産同種の貨物の国内販売額（千円）＋本邦産同種の貨

物の自家消費額（千円））／平均雇用人数（人） 
（注 3） 平均雇用人数は、「表 31 本邦の産業の平均雇用人数の推移」を使用した。 

（注 4） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 成長 

 

(148)  製造業においては、一般的に、研究開発が企業の成長のための重要な要素であることから、

研究開発が成長に及ぼす影響について検討するために、本邦産業の研究開発の動向を確認し

たところ、研究開発費用は調査対象期間を通じて減少した179。また、投資も企業の成長のた

めの重要な要素であるが、これについては上記「３－４－６ 投資及び投資収益」で分析し

たとおり、生産を維持して事業を継続するために最低限必要な投資に限られており180、総じ

て低調であった。 

以上のとおり、本邦の産業の成長については、実質的な改善は見られなかった。 

 

 国内価格に影響を及ぼす要因 

 

(149)  本邦産同種の貨物の国内価格に影響を及ぼす要因として、原材料の購入費用を含む製造原

価について検討した。 

                                                  
179 本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（様式 G-5） 
180 本邦生産者当初質問状回答書及び本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（様式 G-4）及び本邦生産者現地

調査提出資料（通番 9 及び 28） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

物的生産性（固形MT／人）

価値生産性（千円／人）

【100】 【95】 【86】

【100】 【92】 【90】
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(150)  本邦産同種の貨物の 1kg 当たりの製造原価と国内販売価格181は、「表 34 本邦の産業の

1kg 当たりの製造原価と国内販売価格の推移」のとおりであった。 

製造原価の【数値】を占める原材料費は調査対象期間を通じて 15 ポイントの増加となっ

た。労務費及び経費についても同様に調査対象期間を通じて増加し、調査対象期間中、労務

費は 15 ポイント、経費は 36 ポイントの増加となった。経費の増加については、老朽化し

た設備の更新による減価償却費の上昇など、事業の継続に必要な費用が増加していたこと

を確認した182。 

以上の結果、製造原価は、平成 30 年に対前年比 4 ポイント、令和元年に対前年比 18 ポ

イント上昇、調査対象期間中に 22 ポイント上昇し、一貫して上昇した。 

本邦産同種の貨物の国内販売価格は、平成 30 年は対前年比 2 ポイント下落、令和元年は

対前年比 5 ポイント上昇し、調査対象期間中 3 ポイント上昇した。 

 

(151)  上記「３－３－２ 当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼ

す影響」で述べたとおり、当該輸入貨物の輸入量が増加し、その市場占拠率が上昇する状況

において、安価な当該輸入貨物の価格を引き合いに取引先から値上げ幅の圧縮や値下げを要

請された本邦の産業は、販売先の維持又は確保のために対応を余儀なくされており、調査対

象期間を通して製造原価が上昇したにもかかわらず、国内販売価格はほぼ横ばいで推移し、

製造原価の上昇に見合った価格設定を行うことができなかったことが確認された。 

  

                                                  
181 本節「３ 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項」

及び次節「４ 因果関係」において、「国内販売価格」とは、本邦における炭酸カリウム（当該輸入貨物、本

邦産同種の貨物、又は第三国産同種の貨物であるかを問わない。）の販売価格をいう。 
182 本邦生産者現地調査提出資料（通番 9 及び 28） 
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表 34 本邦の産業の 1kg 当たりの製造原価と国内販売価格の推移 

 

（出所） 本邦生産者当初質問状回答書（様式 C-1）、本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（様 

式 G-2-2 及び様式 G-2-4）及び本邦生産者現地調査提出資料（通番 27（様式 G-2-2 関係）

及び通番 45（様式 C-1 関係）） 

（注 1） 1kg 当たりの原材料費（円／固形 kg）＝原材料費（円）／国内向け生産量（固形 kg） 
（注 2） 1kg 当たりの労務費（円／固形 kg）＝労務費（円）／国内向け生産量（固形 kg） 
（注 3） 1kg 当たりの経費（円／固形 kg）＝経費（円）／国内向け生産量（固形 kg） 
（注 4） 各欄の【 】は平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 不当廉売価格差の大きさ 

 

(152)  当該輸入貨物の不当廉売価格差、すなわち、不当廉売差額と、本邦産同種の貨物の国内販

売価格と当該輸入貨物の国内販売価格との差について、上記「２－２－４ 不当廉売差額率」

に示した不当廉売差額率と国内販売価格差率を比較した。令和元年の不当廉売差額率は

33.29％であった一方、調査対象期間における国内販売価格差率は【25-45】%で推移した。

このことから、不当廉売価格差の大きさは、国内産業に相当影響を及ぼすものであると判断

した。 

 

 当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響に係る意見等の検討 

 

(153)  供給者である UNID から、当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響に関して、次

の内容の証拠及び意見が提出された183。 

 

(ア) 炭酸カリウムの需要は減少傾向にありながらも消費者の消費パターンが変容している

のであり、それに本邦の産業は対応をしていなかったことから、日本国内市場シェアが

調査対象貨物に奪われ、生産高が下落したものである。期末在庫量の増加は、日本国内

の顧客から求められる炭酸カリウム製品ではないため在庫となったか、そもそも国内需

要が減少しているために余剰生産された炭酸カリウムであり、調査対象産品の輸入とは

                                                  
183 証拠の提出（UNID、令和 2 年 9 月 29 日）及び意見の表明（UNID、令和 2 年 10 月 29 日） 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

原材料費（円／固形kg）

労務費（円／固形kg）

製造原価合計（円／固形kg）

経費（円／固形kg）

国内販売価格（円／固形kg）

【100】 【104】 【122】

【100】 【104】 【115】

【100】 【98】 【103】

【100】 【100】 【115】

【100】 【106】 【136】
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無関係である。 

 

(イ) 操業度の 2019 年の下落は、申請者が述べるところの、2018 年における巨額の設備投

資により生産能力が上昇した結果、操業度が低下しただけであって、調査対象産品の輸

入とは無関係である。 

 

(ウ) 炭酸カリウムの主要原材料である塩化カリウムの価格は、調査対象期間を通じて上昇

していた。そのような中で、調査対象企業である韓国生産者は、上記のとおり長期の原

材料調達契約を締結するなどして原材料調達価格の安定を図ったが、本邦の産業は直接

的に原材料価格の高騰を受けて、収益が悪化したものであって、調査対象産品の輸入と

は無関係の事情により、損害指標を悪化させたものである。それは、営業利益、経常利

益、キャッシュフロー、投資収益にも如実に表れている。 

 

(エ) 本邦の産業は、2018 年に多額の設備投資を行っている。その結果、操業度や投資収益

率が悪化し、また、設備投資額や投資率が 2019 年に減少しているが、これは 2018 年に

多額の投資をしたことの反動であって、損害とは無関係である。さらに、設備投資によ

り発生する減価償却額が収益をさらに悪化させていることは明白である。これもまた調

査対象産品の輸入とは無関係である。 

 

(オ) 本邦の産業は、会計書類の作成において減損会計を適用している。減損会計の趣旨か

らすれば、申請者構成企業における収益等の悪化は、損害調査対象期間における損害を

反映したものではなく、将来のキャッシュフローの推測から導かれたものであり、損害

調査対象期間における損害指標としては妥当ではない。減損会計が適用された項目につ

いては、損害調査対象期間における指標を正確に反映しているものではない。したがっ

て、このような減損会計を適用した数値に基づいて国内産業の損害を測ることは妥当で

はない。 

 

(154)  上記(153)の UNID からの意見に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 調査対象期間における消費態様の変化については、下記「４－２－２ 需要又は消費

態様の変化」で述べるとおり、UNID はその主張を裏付ける証拠を何ら提出しておらず、

産業上の使用者の質問状回答書及びその他の書面より、消費態様の変化を示す証拠は確

認できなかった。よって、消費者の消費パターンが変容したことにより生産高や在庫量

に影響を及ぼしたとの主張は認められない。 

 

(イ) 生産能力及び稼働率については、「表 24 本邦の産業の稼働率の推移」のとおり、令

和元年の生産能力は平成 29 年に比べて減少しており、上記(153)(イ)にて UNID が主張

するような生産能力の増加の事実は認められなかった。 
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(ウ) 収益の悪化については、上記「３－３－４ 当該輸入貨物の輸入量及び当該輸入貨物

の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響についての結論」で述べた

とおり、本邦の産業は製造原価が上昇する中、安価な当該輸入貨物を引き合いに取引先

から値上げ幅の圧縮及び値下げを要求され、販売先を維持又は確保するために対応を余

儀なくされた184。その結果、一部の販売は奪われ、さらに原材料価格の高騰による製造

原価の上昇を販売価格に十分に転嫁できなかったことから、営業利益等の損害指数が悪

化していることが認められた。 

 

(エ) 本邦の産業が調査対象期間中に行った投資は、上記「３－４－６ 投資及び投資収益」

で述べたとおり、平成 30 年に【要因】、製造設備の取得を行ったことから設備投資額が

増加し、その他の設備投資は既存設備の更新等、生産を維持して事業を継続するために

最低限必要な投資に限られていた。また、設備投資により減価償却費が発生するのは当

然であるところ、本邦産業の減価償却額が通常見込まれる炭酸カリウム事業の減価償却

額を上回っていることの証拠は示されていない。 

 

(オ) 損害指標の妥当性について、本邦生産者質問状回答は炭酸カリウム事業のみを集計し

たものであり、UNID の主張185は炭酸カリウム事業とは無関係であり、主張を裏付ける

証拠にはあたらない。また、本調査で集計している営業利益に減損損失は含まれていな

い。このため、損害調査対象期間における損害指標として妥当である。 

 

(カ) 以上により、UNID から提出された当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響に

ついての意見は認められないと判断した。 

 

 当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響についての結論 

 

(155)  当該輸入貨物の輸入量は、需要量の減少が見られる中増加した。一方、本邦産同種の貨物

の販売量は減少し、その減少率は需要量の減少率を上回った。その結果、本邦産同種の貨物

の市場占拠率は調査対象期間を通じて減少した。本邦の産業は販売先の維持又は確保のた

め、取引先からの当該輸入貨物を引き合いとした価格に関する要求に応じたことにより、製

造原価の上昇に見合った価格設定を行うことができなかったことから、売上高、売上総利益

は著しく減少し、営業利益は赤字に転落した。 

 

(156)  本邦産同種の貨物の国内販売量の減少に伴い、本邦の産業の生産量及び稼働率は概ね国内

販売量と同様の推移となった。しかし、当該輸入貨物の輸入増の影響により国内販売量が予

想を下回り、生産量の調整が間に合わず、本邦産同種の貨物の在庫量は増加し、在庫率も増

                                                  
184 申請書（別紙 10-1 から別紙 10-3 まで）及び本邦生産者当初質問状回答書（添付資料 F-1-3） 
185 証拠の提出（UNID、令和 2 年 9 月 29 日）及び意見の表明（UNID、令和 2 年 10 月 29 日） 
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加した。本邦の産業の物的生産性及び価値生産性は、生産量及び売上高の減少を反映して低

下した。雇用及び賃金は、生産量の減少の影響を受けにくいために調査対象期間全体として

大きな変化はなかったが、改善も見られなかった。キャッシュフローの悪化は、利潤の低下

を反映しており、当該輸入貨物による悪影響が認められた。また、調査対象期間中の投資は、

主に生産維持のために必要最低限のものに限られており、本邦の産業の成長に改善は見ら

れなかった。 

 

(157)  当該輸入貨物の不当廉売価格差の大きさは、国内産業に相当影響を及ぼすものであること

が認められた。 

 

(158)  以上のとおり、当該輸入貨物が本邦の産業に悪影響を及ぼし、これにより本邦の産業に実

質的損害が生じたことが認められた。 

 

 当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項について

の結論 

 

(159)  本邦における炭酸カリウムの需要が調査対象期間を通じて減少した中、当該輸入貨物の輸

入量は増加傾向にあった一方で、本邦産同種の貨物の販売量は減少傾向となり、これを反映

して本邦産同種の貨物の市場占拠率は低下した。 

 

(160)  本邦産同種の貨物と当該輸入貨物は上記「３－１－６ 代替性」で分析したとおり高い代

替性を有しており、購入の際、産業上の使用者が価格を重要視している186中、上記「３－３

－２ 当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響」で分析

したとおり、当該輸入貨物は本邦産同種の貨物を下回る価格で販売されていた。当該輸入貨

物の影響により、安価な当該輸入貨物を引き合いに値下げを求められ、対応を余儀なくされ

ていた事実が認められた187。 

かかる状況を踏まえれば、本邦の産業が、本邦産同種の貨物の販売先を維持又は確保する

べく、取引先からの当該輸入貨物を引き合いとした価格に関する要求に応じ、販売価格の引

上げの抑制及び引下げを行ってきた結果、製造原価の上昇分を十分に価格に転嫁すること

ができず、利潤の大幅な低下がもたらされ、その他の指標も悪化したと認められる。 

したがって、当該輸入貨物の輸入が、本邦の産業に対し、実質的な損害を与えたと認めら

れた。 

 

  

                                                  
186 産業上の使用者質問状回答書（様式 D-6-1） 
187 申請書（別紙 10-1 から別紙 10-3 まで）、本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 F-1-2 及び添付資料 F-1-3） 
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 因果関係 

 

 当該輸入貨物の輸入による影響 

 

(161)  上記「２ 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項」で述べたとおり、不

当廉売された調査対象貨物の輸入の事実が認められ、また、上記「３ 不当廉売された調査

対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項」で述べたとお

り、当該輸入貨物による本邦の産業への実質的損害が認められた。 

 

 当該輸入貨物以外による影響 

 

(162)  次に、当該輸入貨物以外による本邦の産業への影響を検討するために、不当廉売価格によ

ることなく販売されている輸入の量及び価格、需要の減少又は消費態様の変化、外国の生産

者及び本邦の生産者の制限的な商慣行並びに外国の生産者と本邦の生産者との間の競争、

技術の進歩並びに本邦の産業の輸出実績及び生産性、並びにその他の要因について、利害関

係者等から提出された証拠及び意見、並びに一般的に公開されている情報から関連する証

拠等、調査当局が入手した全ての関連する証拠を基に分析188した。 

 

 第三国からの輸入の量及び価格 

 

 第三国からの輸入量 

 

(163)  第三国産同種の貨物については、次のとおり、その全てが固形品であると推測できる。 

 

(ア) 液体品の輸入は 1,000 トン程度の船による輸送でないと採算が悪く現実的ではないと

思われる189ところ、第三国からの輸入量は調査対象期間を通じ、月別で最大 100 トン程

度の輸入にとどまっており、1,000 トン規模の大量輸送は行われていなかった190。 

 

(イ) 調査対象貨物全体に占める液体品の輸入量は、令和元年で約 0.3％（固形換算数量比）

と非常に少量であり191、これは、液体品の輸入品が一般的に非常に限定されていること

を示すもので、第三国産同種の貨物は全て固形品であるとの推測を裏付けるものである。

実際にも、第三国産同種の貨物を輸入している輸入者及び産業上の使用者が輸入してい

るのは全て固形品であって、液体品を輸入している者は確認できなかった192。 

 

                                                  
188 協定 3.5 
189 申請書（2-3.（3）） 
190 調査当局が収集及び分析した関係証拠「財務省貿易統計」 
191 供給者当初質問状回答書（様式 B-1-2） 
192 輸入者当初質問状回答書（様式 B-1）及び産業上の使用者質問状回答書（様式 B-3） 
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(164)  これらを踏まえ、第三国産同種の貨物の輸入については、上記のとおり、その全てが固形

品であると推測でき、これを前提として以下の分析を行った。 

 

(165)  当該輸入貨物及び第三国産同種の貨物の輸入量の推移は、「表 17 当該輸入貨物の輸入量

（再掲）」のとおりであった。 

 第三国産同種の貨物の輸入量は、平成 29 年に 1,349 固形 MT だったが、平成 30 年に

1,363 固形 MT となりやや増加、その後、令和元年に 1,272 固形 MT となってやや減少した

ものであり、調査対象期間全体としてはやや減少していた。第三国産同種の貨物が総輸入量

に占める割合は 20％前後で、平成 29 年から平成 30 年に 1.7 ポイント増加後、翌令和元年

には前年比で 3.9 ポイント減少しており、調査対象期間全体でみると 2.2 ポイント減少して

いたことが認められた。 

 

表 17 当該輸入貨物の輸入量（再掲） 

 

（出所） 財務省貿易統計及び供給者当初質問状回答書（様式 B-1-2） 

（注 1） 第三国の数字は、米国、中国、台湾、ドイツ等、調査対象国以外の国・地域の合計値で

ある。 

（注 2） 上記(126)のとおり固形換算を行っているため、財務省貿易統計の数値とは異なる。 

 

(166)  第三国産同種の貨物の市場占拠率は、「表 19 当該輸入貨物の本邦における消費の相対的

変化（市場占拠率）及び本邦の需要量の推移（再掲）」のとおり、調査対象期間を通じてほ

ぼ横ばいで、常に【数値】％程度の低い値にとどまっていた。 

  

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

輸入量（固形MT） 4,898 4,481 5,272

対総輸入量 78.4% 76.7% 80.6%

輸入量（固形MT） 1,349 1,363 1,272

対総輸入量 21.6% 23.3% 19.4%

6,247 5,844 6,544

当該輸入貨物の輸入量

第三国の輸入量

総輸入量（固形MT）
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表 19 当該輸入貨物の本邦における消費の相対的変化（市場占拠率）及び本邦の需要量の推移 

（再掲） 

 

（出所） 財務省貿易統計、本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調

査提出資料（通番 6（様式 B-1-①関係）） 

（注 1） 需要量（固形 MT）＝本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）＋自家消費量（固形

MT）＋総輸入量（固形 MT） 

（注 2） 当該輸入貨物の占拠率（%）＝当該輸入貨物の輸入量（固形 MT）／需要量（固形 MT）

×100 

（注 3） 本邦産同種の貨物の占拠率（%）＝（本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）＋自

家消費量（固形 MT））／需要量（固形 MT）×100 

（注 4） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

 第三国からの輸入価格 

 

(167)  第三国産同種の貨物の輸入価格については、「表 35 当該輸入貨物及び第三国同種の貨物

の販売価格（工場渡し193）」のとおりであり、平成 29 年から平成 30 年にかけて 9 ポイント

増加し、平成 30 年から令和元年にかけては 5 ポイント減少しており、調査対象期間全体で

見ると 4 ポイント増加していた。第三国産同種の貨物の輸入価格は、本邦産同種の貨物の

国内販売価格（固形品）を【数値】％下回り、当該輸入貨物の国内販売価格（固形品）を【数

値】％上回っていた。 

  

                                                  
193 「工場渡し」とは、販売者の工場（又は倉庫等）で購入者に貨物を受け渡し、購入者が受渡し後の運賃等を

負担する場合をいう。 

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【91】 【120】

【100】 【102】 【95】

当該輸入貨物の市場占拠率

本邦産同種の貨物の市場占拠率

第三国産同種の貨物の市場占拠率

需要量（固形MT）

【106】

【100】 【100】 【89】

【100】 【101】
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表 35 当該輸入貨物及び第三国同種の貨物の販売価格（工場渡し） 

 

（出所） 財務省貿易統計、輸入者当初質問状回答書及び輸入者当初質問状不備改め版回答書（様

式 C-1） 

（注） 各欄の【 】は平成 29 年の数値を 100 とする指数である。ただし、「第三国産同種の貨

物と本邦産同種の貨物（固形品）との価格比（％）」及び「第三国産同種の貨物と当該輸入

貨物（固形品）との価格比（％）」については、【 】内において実際の数値（％）を含む一

定の範囲を表示している。 

 

 第三国からの輸入の量及び価格についての検討 

 

(168)  上記「３－５ 当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関す

る事項についての結論」で述べたとおり、本邦における炭酸カリウムの需要は調査対象期間

全体でみると減少しており、そのような中で炭酸カリウムの総輸入量は増加していた。同総

輸入量に占める第三国産同種の貨物の輸入量の割合は概ね 20％程度となっているが、調査

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)
品種

本邦産同種の貨物の
国内販売価格　（円

／固形kg）

固形品

液体品

合計

【100】 【109】 【95】

【100】

当該輸入貨物の国内
販売価格　（円／固

形kg）

固形品

液体品

合計

第三国産同種の貨物の輸入価格
（円／固形kg）

【100】 【98】 【103】

【100】 【100】 【100】

第三国産同種の貨物と本邦産同種（固
形品）の貨物との価格比

第三国産同種の貨物と当該輸入貨物
（固形品）との価格比

【100】 【98】 【102】

【100】 【101】 【100】

【105-120】 【105-120】 【105-120】

【102】 【100】

【100】 【109】 【104】

【85-100】 【85-100】 【85-100】
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対象期間全体でみると減少しており、本邦における市場占拠率は、調査対象期間中常に【数

値】％程度という低い値にとどまっていた。 

 

(169)  また、上記(163)のとおり全て固形品であると推測される第三国産同種の貨物の輸入価格

は、調査対象期間において当該輸入貨物（固形品）の国内販売価格（工場渡し）より常に高

値であった。本邦産同種の貨物（固形品）よりは安価ではあるものの、営業の現場において

本邦産同種の貨物が販売先を奪われているのは常に当該輸入貨物であり194、上記で述べた

ような本邦産同種の貨物の国内販売量の減少傾向、及び当該輸入貨物の輸入量の増加はこれ

を裏付けるものといえる。他方、第三国産同種の貨物の価格が本邦産同種の貨物の取引にお

いて引き合いに出されたり、本邦産同種の貨物から第三国産同種の貨物に販売先の切替えが

行われたりした事実は確認できなかった。 

 

 第三国からの輸入の量及び価格についての結論 

 

(170)  以上の検討に加え、産業上の使用者が購入先を選定する上で価格を最も重視していること195

を併せて考慮すると、本邦産同種の貨物と市場において競合しているのは第三国産同種の貨

物よりも安価かつ市場占拠率も高い当該輸入貨物であり、第三国産同種の貨物が本邦産同種

の貨物と競合していた事実は認められない。したがって、第三国からの輸入については、本

邦の産業に損害をもたらす要因ではないと判断した。 

 

 需要又は消費態様の変化 

 

 需要の変化 

 

(171)  本邦における炭酸カリウムの需要量は、「表 36 需要量の変化」のとおり、平成 30 年か

ら令和元年にかけて 11 ポイント減少していた。 

 「表 26 本邦産同種の貨物の国内販売量及び自家消費量並びに市場占拠率の推移」のと

おり、本邦産同種の貨物の販売量及び自家消費量は、調査対象期間中に【数値】固形 MT 減

少しているところ、もし本邦の産業の令和元年における市場占拠率が平成 29 年と同様に【数

値】％に留まっていたとすれば、本邦産同種の貨物の販売量及び自家消費量の減少は、実際

の減少量の約【数値】割である【数値】固形 MT にとどまっていたと考えられる。したがっ

て、国内販売量及び自家消費の減少のうち【数値】割に相当する部分については、国内需要

の減少による影響を排除した後でも、当該輸入貨物の不当廉売によって生じたものであると

いう判断は否定されない。 

 

                                                  
194 本邦生産者当初質問状回答書（添付資料 F-1-3-⑤、F-2-3-③）、産業上の使用者質問状回答書（調査項目 B-

2-2） 
195 産業上の使用者質問状回答書（様式 D-6-1） 
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表 36 需要量の変化 

 

（出所） 財務省貿易統計、本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調

査提出資料（通番 6（様式 B-1-①関係）） 

（注） 需要量（固形 MT）＝本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）＋自家消費量（固形

MT）＋総輸入量（固形 MT）  

 

表 26 本邦産同種の貨物の国内販売量及び自家消費量並びに市場占拠率の推移（再掲） 

 

（出所） 財務省貿易統計、本邦生産者当初質問状回答書（様式 B-1-①）及び本邦生産者現地調

査提出資料（通番 6（様式 B-1-①関係）） 
（注 1） 本邦産同種の貨物の市場占拠率（%）＝（本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）

＋本邦産同種の貨物の自家消費量（固形 MT））／需要量（固形 MT）×100 
（注 2） 需要量（固形 MT）＝本邦産同種の貨物の国内販売量（固形 MT）＋本邦産同種の貨物

の自家消費量（固形 MT）＋総輸入量（固形 MT） 
（注 3） 各欄の【 】は、平成 29 年の数値を 100 とする指数である。 

 

(172)  さらに、上記「３－４－１３ 国内価格に影響を及ぼす要因」及び「４－２－１－３ 第

三国からの輸入の量及び価格についての検討」で述べたとおり、本邦生産者は当該輸入貨物

の輸入量が増加し、当該輸入貨物の市場占拠率が上昇する中で、当該輸入貨物の価格を引き

合いに出され、調査対象期間を通じて 20 ポイント以上も上昇した製造原価に応じた価格を

設定することができなかった。その一方で、当該輸入貨物の価格は調査対象期間中常に本邦

産同種の貨物を下回り、横ばいで推移したことから、本邦生産者は当該輸入貨物との価格競

争に対抗できずに失注を繰り返した。 

 

(173)  上記(171)及び(172)によれば、本邦における炭酸カリウムの需要減少による影響を排除し

ても認められる販売量の減少、及び製造原価の上昇に見合うような販売価格の設定を妨げら

れたことについては、いずれも安価な当該輸入貨物によって生じたものであることが確認で

きた。 

 以上より、本邦における炭酸カリウムの需要減少を考慮しても、当該輸入貨物の不当廉売

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

需要量（MT) 【100】 【100】 【89】

平成29年 平成30年 令和元年

（2017) （2018) （2019)

【100】 【102】 【95】

【100】 【102】 【86】

【100】 【105】 【50】

国内販売量（固形MT）

自家消費量（固形MT）

本邦産同種の貨物の
市場占拠率
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によって本邦の産業に損害が生じたことは否定されない。 

 

 消費態様の変化 

 

(174)  調査対象期間における消費態様の変化については、産業上の使用者の質問状回答書から、

「購入に係る変動の有無」196、「購入パターンの変更の有無」197及び「需要動向に変化を与

えた事項の有無」198に係る回答を確認した。 

 

(ア) 「購入に係る変動の有無」については、回答内容が確認できる産業上の使用者 9 者の

うち 6 者が、調査対象貨物、第三国産同種の貨物及び本邦産同種の貨物の購入量又は購

入金額に係る大幅な変動の有無に関して「無」と回答した。残りの 3 者については「有」

と回答したものの、「購入に係る変動の理由」は、回答者の製品需要の増加に関するもの、

調査対象貨物の品質不安に関するもの、【購入に係る変動の理由】であり、いずれも当該

変動それ自体が当該輸入貨物の不当廉売から独立して本邦の産業に損害を与える要因と

なるようなものではなかった。 

 

(イ) 「購入パターンの変更の有無」については、回答内容が確認できる産業上の使用者 9

者のうち 6 者が、調査対象貨物、第三国同種の貨物及び本邦産同種の貨物に係る購入パ

ターン（購入頻度等）の変更の有無に関して「無」と回答した。残りの 3 者については

「有」と回答したものの、回答者の製品需要の増加に関するもの、卸売業者の顧客対応

（品質保証）に問題があったことに関するものであり、いずれも本邦の産業に損害を与

える要因となるようなものではなかった。 

 

(ウ) 「需要動向に変化を与えた事項の有無」については、回答内容が確認できる産業上の

使用者 9 者全てが、自社の生産した製品の生産及び技術の動向が調査対象貨物、第三国

産同種の貨物及び本邦産同種の貨物の需給動向に変化を与えた事項の有無に関して「無」

と回答した。 

 

(エ) 以上の回答のほかに、消費態様の変化を示す証拠等は確認できなかった。 

 

(175)  以上のとおり、本邦の産業に損害を与える要因となるような消費態様の変化は認められな

かった。 

 

                                                  
196 産業上の使用者質問状回答書（調査項目 B-2-1） 
197 産業上の使用者質問状回答書（調査項目 B-2-3） 
198 産業上の使用者質問状回答書（調査項目 B-4-1） 
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 需要又は消費態様の変化に関する証拠及び意見等の検討 

 

(176)  供給者である UNID より、需要又は消費態様の変化に関して以下の証拠の提出199及び意

見の表明200があった。 

 申請者も申請書において認めているとおり、本邦における炭酸カリウムの需要量は減少

の一途であり、かかる需要減少傾向の中で本邦生産者は消費者のニーズに対応せず、高価な

価格設定を続けていた。当社は、市場が需要減少の傾向にありながらも、消費者の消費パタ

ーンの変容に対応し、顧客の希望する製品の生産や販売を行っていた。このような本邦生産

者の顧客への対応の在り方が本邦の産業の損害をもたらしたものというべきである。 

 

(177)  上記(176)の意見について検討すると、本邦における炭酸カリウムの需要減少については、

上記「４－２－２－１ 需要の変化」のとおり、調査対象期間における需要減少が認められ

るものの、需要減少の影響を排除してもなお当該輸入貨物の影響による販売量の減少が認

められ、かつ、当該輸入貨物による製造原価の上昇に見合うような販売価格の設定を妨げら

れたことによる損害の事実も確認できている。 

 また、消費パターンの変化について述べる点についても、上記「４－２－２－２ 消費態

様の変化」のとおり、産業上の使用者の質問状回答書を含む一切の証拠から、本邦の産業に

損害を与える要因となるような消費態様の変化は認められなかった。そのため、UNID の上

記意見は、消費態様の変化を裏付ける証拠等を何ら提出しておらず、単なる主張にすぎない。 

 以上より、UNID の上記意見は認められない。 

 

 需要又は消費態様の変化についての結論 

 

(178)  以上のとおり、需要の変化については、本邦において炭酸カリウムに係る需要減少が見ら

れるものの、当該需要減少による影響を排除してもなお当該輸入貨物の不当廉売によって

本邦の産業に損害が生じていることが確認できた。また、消費態様の変化については、その

ような変化の事実が認められなかった。 

 したがって、調査当局は、需要又は消費態様の変化についてはいずれも当該輸入貨物の不

当廉売によって本邦の産業に損害が生じたという判断に影響を与える要因ではないと判断

した。 

 

 外国の生産者及び本邦の生産者の制限的商慣行並びに外国の生産者と本邦の生産者

との間の競争 

 

(179)  調査対象期間における炭酸カリウムの取引において、外国の生産者及び本邦の生産者の制

                                                  
199 証拠の提出（UNID、令和 2 年 9 月 29 日） 
200 意見の表明（UNID、令和 2 年 10 月 29 日） 
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限的な商慣行により、外国の生産者と本邦の生産者との間の競争が阻害されている実態につ

いては、本邦生産者、輸入者及び産業上の使用者の質問状回答書201から、回答内容が確認で

きる 14 者全てで「有」と回答した者は存在しなかった。 

 その他、調査対象期間における炭酸カリウムの取引において、外国の生産者及び本邦の生

産者のいずれかの制限的な商慣行により、外国の生産者と本邦の生産者との間の競争が阻害

されていることを示す証拠は認められなかった。 

 

 技術の進歩 

 

(180)  本邦の生産者と当該輸入貨物の供給者との間に、炭酸カリウムの生産技術に大きな差異を

生じる、又は、既存の炭酸カリウムの需要の減少をもたらすような新製品の開発につながる

技術の進歩に関する回答は存在せず202、その他、本邦の産業に対して損害を与える要因とな

るような技術の進歩を示す証拠は認められなかった。 

 

 本邦の産業の輸出実績 

 

(181)  本邦生産者の質問状回答書において、あらかじめ、同種の貨物の輸出に関する影響を排除

して回答するよう求め、輸出実績を除外した回答内容に基づき「３ 不当廉売された調査対

象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項」の経済的要因に

係る分析を行っているため、輸出実績は、本邦の産業に対して損害を与える要因ではないと

判断した。 

 

 本邦の産業の生産性 

 

(182)  本邦の産業の生産性は、「３－４－１１ 生産性」のとおり、物的生産性、価値生産性の

いずれについても、調査対象期間全体で低下していた。 

 なお、令和元年 9 月頃に一部の本邦生産者の工場近くに大型台風が接近した影響により、

工場が一時操業を停止するということがあったが、当該本邦生産者は【大型台風による影響

の具体的内容】203ことから、その影響は軽微であり、当該事象が本邦産業の生産性低下の要

因となったとは認められなかった。 

 

 その他因果関係に関する証拠及び意見等の検討 

 

                                                  
201 本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 E-7-1）、輸入者当初質問状回答書（調査項目 E-7-1）及び産業上の

使用者質問状回答書（調査項目 D-7-1） 
202 本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 B-3）及び海外供給者当初質問状回答書（調査項目 A-9-7） 
203 本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 B-1-①）、本邦生産者当初質問状不備改め版回答書（別記 1・項目

番号 8）及び本邦生産者現地調査結果報告書（(2)(オ)（調査項目 B 関係）） 
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 供給安定性に関する意見等の検討 

 

(183)  輸入者である伊藤忠ケミカルフロンティアより、炭酸カリウムの産業上の使用者は、炭酸

カリウムの安定調達、事業継続性といった観点から UNID 社のような世界トップシェアの

企業による供給を受けており、このような供給先を維持することが、大震災等の災害時の調

達リスクを低減することに寄与する旨の意見の表明204があった。 

 同社は、質問状回答書205においても、BCP（事業継続計画）として調査対象貨物を含めた

輸入品に対する期待が高まっている旨回答しており、その他、輸入者 1 者及び産業上の使用

者 1 者も質問状回答書206において、それぞれ、BCP の観点から複数購買を考慮する顧客が

増え、物流及び在庫の安定性が重視されるようになったこと、BCP 及び安定供給の観点か

ら調査対象貨物の供給が非常に重要であること等を回答している。 

 これらの意見及び回答は、輸入者又は産業上の使用者が調査対象貨物を購入しているのは、

供給安定性ないし事業継続性を重視した結果によるものであって、本邦の産業に生じている

実質的損害と調査対象貨物の不当廉売輸入は因果関係を有するものではないことを示すも

のとして理解することができる。 

 

(184)  しかし、上記(170)のとおり、産業上の使用者が購入先を選定する上で最も重視している

のは価格であって、実際に、本邦生産者が製造原価の上昇に合わせて本邦産同種の貨物の販

売価格を値上げしたことによって調査対象貨物に購入先を切り替えた産業上の使用者も存

在する207。これらの点も踏まえると、BCP の観点から本邦生産者以外の調達先を確保する

ことが重要であるという事情があることを前提としても、本邦生産者による失注ないし販

売量の減少は、安価な当該輸入貨物の存在によってもたらされたものであることが認めら

れる。したがって、上記の意見等は、当該輸入貨物の不当廉売と本邦の産業に生じた実質的

な損害との間の因果関係を否定するものとはいえない。 

 

 その他の意見等の検討 

 

(185)  これまでに検討した意見の表明に加え、利害関係者から次のような意見の表明がなされた

ことから、調査当局は以下のとおり検討した。 

 

(186)  輸入者である伊藤忠ケミカルフロンティアは、本邦生産者のうちの 1 者が炭酸カリウム

の製造事業から撤退すると記載された書面のとおり、本邦生産者に生じた損害は設備の老

                                                  
204 意見の表明（伊藤忠ケミカルフロンティア、令和 2 年 10 月 29 日） 
205 輸入者当初質問状回答書（伊藤忠ケミカルフロンティア）（様式 E-6-2-3） 
206 輸入者当初質問状回答書（マル一）（様式 E-6-2）、産業上の使用者回答書（【産業上の使用者 C 社】）（調査

項目 D-8） 
207 本邦生産者当初質問状回答書（調査項目 F-2-2、添付資料 C-1-2、F-2-3）、本邦生産者当初質問状不備改め 

版回答書（調査項目 F-2-2）、産業上の使用者質問状回答書（【産業上の使用者 E 社】）（調査項目 B-2-1） 
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朽化にあるのであって、当該輸入貨物の不当廉売輸入によって生じたものではないとの意

見の表明208を行った。また、供給者である UNID も、炭酸カリウム事業から撤退した本邦

生産者 1 者は、老朽化した設備、設備の維持更新費用等の諸点を撤退の要因として掲げてお

り、これらが本邦の産業に損害をもたらした要因となっている旨の意見の表明209を行った。 

 

(187)  上記の各意見について検討すると、そもそも炭酸カリウム事業において設備の維持更新費

等が定期的に発生するのは当然であって、この種の費用の支出が本邦の産業に実質的な損

害を生じさせたというためには、当該費用が通常の炭酸カリウム事業に見込まれる額を超

えて支出されており、当該支出が本邦の産業に実質的な損害をもたらす要因となっている

と評価できることが必要であるところ、平成 30 年、令和元年に定期修理引当金及び施設の

減価償却費用が平成 29 年比で増加していることが認められる210。 

 このうち、定期修理引当金については、【定期修理引当金の増額理由】ものであった211。 

 また、施設の減価償却費用の増加は、本邦生産者が安価な当該輸入貨物の存在により十分

な利益を確保できなかったために、最低限の設備投資しか行うことができない中で、数年間

にわたる熟慮の末に実施した設備整備の結果であり、そもそもそのような最低限の設備投

資しかできなかったのは、上記のとおり当該輸入貨物の存在が原因である。さらに、当該設

備整備費用については固定資産化することにより一括した経費処理はしていない212。 

 これらの事実から、いずれの経費も生産を維持継続するために必要な費用であると認め

られ、本邦の産業の損害は、当該経費を含め製造原価の増加を販売価格に反映させることが

できなかったことにある。 

 以上より、伊藤忠ケミカルフロンティア及び UNID の上記各意見は認められない。 

 

(188)  供給者である UNID より、証拠が提出213され、本邦生産者に生じた損害は、調査対象貨

物の輸入以外の以下の要因によって生じたものであるとの意見が表明214された。 

 

(ア) 2019 年において、本邦生産者のうちの 1 社は、2014 年に既に操業を停止していた韓

国国内の工場を閉鎖し、北米において自動車ガラス工場で減損損失を計上し、新規設備

の立ち上げに苦戦したうえに生産効率が悪化した。 

 

(イ) 本邦生産者のうちの 1 社は、2019 年に発生した台風の影響を受け、ガラス工場におけ

る災害対策費用が追加的に発生した。 

                                                  
208 意見の表明（伊藤忠ケミカルフロンティア、令和 2 年 10 月 29 日） 
209 意見の表明（UNID、令和 2 年 10 月 29 日） 
210 本邦生産者現地調査結果報告書（2．(6)(オ)（調査項目 G 関係））及び本邦生産者現地調査提出資料（通番 9
（調査項目 G 関係）） 

211 本邦生産者現地調査結果報告書（2．(6)(オ)（調査項目 G 関係）） 
212 本邦生産者現地調査結果報告書（2．(6)(オ)（調査項目 G 関係）） 
213 証拠の提出（UNID、令和 2 年 9 月 29 日） 
214 意見の表明（UNID、令和 2 年 10 月 29 日） 
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(ウ) 本邦生産者のうちの 1 社は、環境配慮型の様々な施策を打ち出しており、そのような

環境対策施策に要する費用が収益面におけるマイナス要素となった。 

 

(189)  なお、UNID による上記(188)の意見の表明及び証拠の提出に関連し、申請者より、当該

海外供給者が提出した意見及び証拠は、いずれも本邦の産業の炭酸カリウム事業とは無関係

であるとの意見の表明215がなされた。 

 

(190)  UNID の上記意見について検討すると、UNID が指摘する上記(188)(ア)、(イ)及び(ウ)は、

いずれも本邦における炭酸カリウム事業以外の事業に関する事情であって、本邦における炭

酸カリウム事業における実質的損害等の発生及び当該輸入貨物の輸入と損害等の発生との

因果関係を検討する上で無関係である。したがって、上記「３ 不当廉売された調査対象貨

物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項」及び「４ 因果関係」

における検討結果に影響を与えるものではない。 

 以上より、UNID の上記(188)の意見は認められない。 

 

 因果関係に関する結論 

 

(191)  以上のとおり、当該輸入貨物の輸入が本邦の産業に損害をもたらしたものと認められ、当

該輸入貨物と本邦の産業に対する実質的な損害との間に因果関係が認められると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
215 意見の表明（カリ電解工業会、令和 2 年 10 月 29 日） 
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 仮の決定に係る反論・再反論等及びこれらに係る調査当局の見解 

 

 調査の経緯に関する事項 

 

(192) 調査開始告示で告示した法第 8 条第 5 項の調査において、法第 8 条第 8 項及び第 9 項に

規定する不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損

害等の事実を推定することについての決定（以下「仮の決定」という。）及びその後の調査の

経緯等は、以下のとおりであった。 

 

 仮の決定と仮の決定の基礎となる事実の開示 

 

(193) 令和 3 年 2 月 25 日、本調査に係る仮の決定を行い、その旨及び仮の決定の基礎となる事

実（以下「中間報告書」という。）を直接の利害関係人に対し書面で通知するとともに、仮の

決定を行った旨を官報で告示216した（令和 3 年 2 月 25 日付け財務省告示第 45 号）（以下

「仮の決定告示」という。）。中間報告書は同日、財務省217及び経済産業省218のホームページ

に掲載した219。また、韓国政府に対しても仮の決定告示の写し及び中間報告書を送付220した。 

 仮の決定告示において、調査により判明した事実に係る政令第 10 条第 2 項の規定による

証拠の提出又は政令第 12 条の 2 第 2 項の規定による意見の表明（以下「仮の決定に係る反

論等」という。）についてのそれぞれの期限を令和 3 年 3 月 11 日とし、仮の決定に係る反論

等に対する更なる反論及び反証（以下「仮の決定に係る再反論等」という。）（以下「仮の決

定に係る反論等」及び「仮の決定に係る再反論等」を総称して「仮の決定に係る反論・再反

論等」という。）についての期限を令和 3 年 3 月 25 日とし、その旨を記載した書面を、令和

3 年 2 月 25 日、利害関係者に対して通知した。 

なお、当該書面において、上記期限までに提出された仮の決定に係る反論等については、

令和 3 年 3 月 18 日から利害関係者の閲覧に供する旨を明示し、また、仮の決定に係る反論・

再反論等の機会は、「これまで調査当局が政令第 10 条第 2 項に基づき貴社に提出を求めてい

た証拠のうち、これまで調査当局に提出されていなかった証拠を提出する機会」では無いこ

とを明示した。 

 

(194) 令和 3 年 2 月 25 日、仮の決定に際して、供給者である UNID に対してのみ、仮の決定の

基礎となった事実として、中間報告書に加えて、「表 13 不当廉売差額率（UNID）」に記載

した不当廉売差額率の算定方法を記した「不当廉売差額率の算定について」を書面により送

付した。なお、UNID 以外の利害関係者に対しては、当該書面の開示版を閲覧に供した。 

                                                  
216 政令第 13 条の 2 
217 https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/plan/futou/ka20210225.htm 
218 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/tansankari/index.html 
219 ガイドライン 12.(1)三 
220 協定 12.2 



 

- 74 - 
 

 

 仮の決定に対する利害関係者からの意見等 

 

(195) 仮の決定に係る反論等は、その期限である令和 3 年 3 月 11 日までに、利害関係者 2 者か

ら提出があり221、仮の決定に係る再反論等は、その期限である令和 3 年 3 月 25 日までに、

利害関係者 1 者から提出があった222。 

利害関係者から提出された仮の決定に係る反論・再反論等を検討した上での調査当局の見

解については、下記「５－７ 仮の決定に係る反論・再反論等の検討についての結論」のと

おりである。 

 

 秘密の情報 

 

(196) 上記(195)のとおり利害関係者が提出した書面のうち、秘密情報について、調査当局は秘

密の理由書の提出を求め、これを受領した。 

 この際、他の利害関係者の閲覧に供するために、これらの書面に係る開示版の書面の提出

を求め、これを受領した。 

 

 証拠等の閲覧 

 

(197) 調査当局の求めに応じて提出された書面及び調査当局が作成した書面（ただし、これらの

書面における秘密情報については開示版要約に限る。）について、利害関係者に対し閲覧に

供した。 

 

 暫定措置 

 

(198) 不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の

事実が推定され、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、関税・

外国為替等審議会への諮問（令和 3 年 2 月 25 日）及び同審議会からの答申（令和 3 年 3 月

11 日）を経て、令和 3 年 3 月 19 日、暫定的な不当廉売関税を課すること223が閣議決定さ

れ、令和 3 年 3 月 24 日に、炭酸二カリウム224に対して課する暫定的な不当廉売関税に関す

る政令（令和 3 年政令第 65 号）が公布され、その旨を直接の利害関係人及び韓国政府に対

し書面で通知するとともに、政令が公布された旨を官報で告示225し（令和 3 年 3 月 24 日付

                                                  
221 カリ電解工業会（令和 3 年 3 月 10 日提出）、UNID（令和 3 年 3 月 11 日提出） 
222 カリ電解工業会（令和 3 年 3 月 25 日提出） 
223 法第 8 条第 9 項 
224 法別表における 2836.40 号の「カリウムの炭酸塩」には、上記「１－１－１ 品名」のとおり、「炭酸二カ

リウム（K2CO3）」以外に「炭酸水素カリウム(KHCO3)」が含まれるところ、課税物品を明確化するため、調

査対象貨物である「炭酸二カリウム（K2CO3）」とした。 
225 政令第 16 条第 1 項 
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け財務省告示第 73 号）、令和 3 年 3 月 25 日から、税率を 30.8%として、暫定的な不当廉売

関税が課税された。 

 

 「１ 総論」に係る反論等の検討 

 

(199) 仮の決定に係る反論・再反論等のうち、「１ 総論」に係る反論等について、以下のとおり

検討した。 

 

 「特定の製品に係る除外要請」に係る反論等の検討 

 

 「特定の製品に係る除外要請」に係る反論等 

 

(200) 供給者である UNID から、上記「１－７－４－３－１－１ 特定の製品に係る除外要請」

に関して、次の内容の仮の決定に係る反論等226が提出された。 

 

(ア) Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品には粉砕装置の差のほかにも、用途上の

差、粒度の大きさなどの物理的な特性の差、及びそれによる価格の差があることが明確に

立証されている。 

 

(イ) したがって、調査当局は Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品との差を認め、

調査対象製品に対する除外申請を再考すべきである。 

 

(201) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「１－７－４－３－１－１ 特定の製品に係る除

外要請」に関して、次の内容の仮の決定を支持する意見の表明227があった。 

 

(ア) UNID が生産する炭酸カリウムの固体における区分において、Super Fine Powder 製

品は、他の Powder（粉）製品と品名、銘柄・型式、化学的・物理的特徴、流通経路、製

造工程、使用者等が基本的に同一であり、粉砕工程における粉砕の程度の違いは、あく

までバリエーションの 1 つにすぎない。 

 

(イ) したがって、仮の決定の結論どおり、Super Fine Powder 製品を調査対象貨物から除

外するべきではない。 

 

 「特定の製品に係る除外要請」に係る反論等に対する再反論等 

                                                  
226 仮の決定の内容に関する反論及び反証に係る書面（以下「仮の決定反論書」という。）（UNID、令和 3 年 3

月 11 日） 
227 仮の決定反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 10 日） 
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(202) 申請者であるカリ電解工業会から、上記(200)の UNID からの仮の決定に係る反論等に対

して、次の内容の再反論等228が提出された。 

 Powder（粉）製品に使用する粉砕装置と Super Fine Powder 製品に使用する粉砕装置は、

それぞれ顧客の要請に応じて粒度分布や粒子の細かさを調整することができ、同じ粉砕装置

を使用しても必ずしも同じ粒度分布や粒子の細かさ等にはならず、粉砕装置の違いのみで別

品種と扱うべきでないとの調査当局の判断（上記(92)(ア)）は妥当である。 

UNID は、いわゆる Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品の間で粉砕装置の違い

以外にも用途上の差異からくる粒度の大きさの差異があり、Granule（粒状）製品と Powder

（粉）製品の違いを認めるのであれば、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品の違

いを認めるべきであるなどと主張している。 

しかしながら、Granule（粒状）製品と Powder（粉）製品（Super Fine Powder 製品含む）

では粉砕工程の有無という違いがある一方、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品

は、様々な粒度が混在する粉砕品のうちのバリエーションの一種に過ぎず、Granule（粒状）

製品と Powder（粉）製品の違いとは一線を画している。また、個別の顧客のニーズすなわち

用途の差異に応じ製品の粒度分布等を個別に調整することが炭酸カリウムの業界で極めて一

般的な対応であり、Super Fine Powder 製品の粒度に何ら特別の意味はないことは、まさに

本邦生産者が提出した意見の表明の上記「１－７－４－３－１－１ 特定の製品に係る除外

要請」(51)に記載のとおりである。 

したがって、仮に粒度の大きさ及び用途に差異があるとしても両者の間で公正な比較可能

性を喪失させるような性質の差異は何ら認められず、Powder（粉）製品と Super Fine Powder

製品を別品種として扱う根拠にはならないため、UNID の主張は排除されるべきである。 

 

 「特定の製品に係る除外要請」に係る反論等の検討 

 

(203) 上記(200)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(200)の反論は、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品には粉砕装置の差

のほかにも、用途上の差、粒度の大きさなどの物理的な特性の差、及びそれによる価格の

差があることから、調査当局はこの差を認め、調査対象製品に対する除外申請を再考す

べきであるとの主張である。 

 

(イ) まず、粉砕装置の差については、上記(52)(イ)及び(92)(ア)で述べたとおり、【粉砕装置

の名称】の違いだけをもって、つまり、【営業上の秘密】のいずれを使用した製品である

かだけをもって、Super Fine Powder を他の微粉から切り分けて別の品種として扱う根

拠とはならない。 

                                                  
228 仮の決定の内容に関する再反論及び再反証に係る書面（以下「仮の決定再反論書」という。）（カリ電解工業

会、令和 3 年 3 月 25 日） 
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(ウ) 次に UNID が主張する Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品との用途の違い

は顧客が生産する製品の製造条件によるものである。しかしながら、UNID 自身が主張

しているように、「S」社と「B」社が競合する Engineering plastic の原材料として Super 

Fine Powder 製品または Powder（粉）製品のいずれかが用いられることから229、両製

品の差異が顧客の用途に現れているわけではなく、顧客の要望に応じて粒度等を調整し

た結果にすぎない。このことは、上記(52)(ウ)でも述べたとおり、Super Fine Powder 製

品は特定の顧客の要望に応じて最適な調整の上に顧客へ販売されていることからも明ら

かである。さらに、UNID は上記(200)の反論において、用途の差を主張しているが、そ

れを示す証拠は何ら提出されていない。 

 

(エ) また、上記(52)(イ)で述べたとおり、調査当局は、Powder（粉）製品と Super Fine 

Powder 製品とに、粒度の大きさや粒度分布等に差が生じていることを認識している。

ただし、この粒度の大きさ等の差は、上記(92)(ア)で述べたとおり、UNID が粒度の大き

さや粒度分布等を調整することができる【粉砕装置の名称】を顧客の要望に応じて調整

していることから生じているものであり、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製

品とを別の品種として扱うべき物理的特性の差があるとまでは言えない。 

 

(オ) そして、上記(52)(エ)及び(92)(エ)のとおり、調査当局は Powder（粉）製品と Super 

Fine Powder 製品との間の価格差について、Super Fine Powder 製品が顧客の要望に応

じた調整の上販売されることから高値になることが自然であるにもかかわらず、UNID

の実際の取引において、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品がほぼ同じ価格

で販売されているものも存在し、その価格差を認めることができなかった。 

 

(カ) また、調査当局は、上記(52)で述べたとおり、Super Fine Powder が調査対象貨物に

該当することを確認しており、UNID からは、当該調査対象貨物の定義に Super Fine 

Powder が含まれないことを示す証拠は何ら提出されていない。 

 

(キ) 以上のことから、Super Fine Powder 製品と Powder（粉）製品との差を認め、調査

対象貨物から除外すべきとの意見は認められない。 

 

(204) したがって、上記(200)の UNID の反論は認められない。 

 

 「２ 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項」に係る反論等の検討 

 

(205) 仮の決定に係る反論・再反論等のうち、「２ 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実

                                                  
229 供給者現地調査結果報告書 C)(3)〔調査内容〕 
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に関する事項」に係る反論等について、以下のとおり検討した。 

 

 「正常価格等」に係る反論等の検討 

 

 「正常価格等」に係る反論等 

 

(206) 供給者である UNID から、令和 2 年 6 月 29 日、UNID へ送付された「質問状」230におけ

る「第三国向け輸出価格」に関して、次の内容の仮の決定に係る反論等231が提出された。 

 

(ア) UNID は調査当局の要求に応じて、質問状を通じて日本向け輸出価格に係る情報と同

水準の、UNID の第三国（上位 5 か国）向けに販売した同種の貨物の輸出価格に係る情

報を提出した。 

 

(イ) このような要求は、他国の調査において一般的に要求されない水準かつ時期であった

ため、UNID はその提出に相当な労力と費用を要した。 

 

(ウ) しかし、令和 3 年 2 月 25 日に調査当局から通知された中間報告書において上記(ア)で

提出した第三国向けに販売した同種の貨物の輸出価格に係る情報が見当たらない。 

 

(エ) よって、調査当局は UNID が提出した第三国向けに販売した同種の貨物の輸出価格に

係る情報の入手目的を説明すべきである。 

 

(207) また、供給者である UNID から、上記「２－２－１－１ 正常価格」に関して、次の内容

の仮の決定に係る反論等232が提出された。 

 

(ア) 調査当局は、UNID が調査当局に回答した様式 B233及び C234における品種コード④（用

途）に係る区分を考慮せずに不当廉売差額率を算定しているが、以下の理由により当算定

は不当である。 

 

(イ) 協定 2.4 が輸出価格と正常の価額との比較に影響を与える要因を適切に考慮すべきと

規定しているところ、調査当局は品種コード④（用途）の区分が価格の比較に影響を与え

る要因であることを認めるべきである。 

                                                  
230 「大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査のための質問状等の送付について」

（令和 2 年 6 月 29 日付け財関第 627 号） 
231 仮の決定反論書（UNID、令和 3 年 3 月 11 日） 
232 仮の決定反論書（UNID、令和 3 年 3 月 11 日） 
233 供給者現地調査提出資料（UNID）（様式 B） 
234 供給者現地調査提出資料（UNID）（様式 C） 
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(ウ) UNID の販売先をみても、一部の代理店である顧客を除いて、取引先別に用途が分か

れて販売されており、販売単価についてもその差があり、食品添加用が工業用より高い価

格で販売されている。 

 

(エ ) UNID がこれまでに調査当局に対して提出した書面のうち、製品試験成績書

(Certificate of Analysis)235において用途によって Pb（鉛）含有量の差が明らかになって

おり、販売の際、顧客先に渡す同製品試験成績書の情報から、品種コード④（用途）に工

業用と食品添加用の差が存在し、これを UNID が管理していることが確認できるところ、

調査当局は品種コード④（用途）によって区分されている製品に明らかな差が存在して

いることを認めるべきである。 

 

(オ) UNID が効率的に区分するため、全ての製品を食品添加用として生産していることは

UNID の原価管理を目的とした選択事項であるところ、調査当局は製品の製造原価の区

分管理の有無をもって品種コード④（用途）に係る区分をしないという判断をすべきで

ない。 

 

(カ) UNID へ回覧された「不当廉売差額率の算定について」において品種コード④（用途）

を区分せずに判定されているところ、調査当局は品種コード④（用途）を適用し区分した

上で判定すべきである。 

 

(208) さらに、供給者である UNID から、上記「２－２－１－２ 正常価格算出における品種区

分」に関して、次の内容の仮の決定に係る反論等236が提出された。 

 

(ア) 調査当局は、Super Fine Powder の固体における区分（品種コード③（形状）（固体の

み））を微粉として区分して不当廉売差額率を算定しているが、以下の理由により当算定

は不当である。 

 

(イ) 協定 2.4 が輸出価格と正常の価額との比較に影響を与える要因を適切に考慮すべきと

規定しているところ、調査当局は品種コード③（（形状）（固体のみ））の区分が価格の比

較に影響を与える要因であることを認めるべきである。 

 

(ウ) 調査当局は、UNID の顧客であるアメリカ所在の「S」社と韓国所在の「B」社が競争

会社にも関わらず、「S」社が品種コード③（（形状）（固体のみ））の Powder（粉）製品

を、「B」社が品種コード③（（形状）（固体のみ））の Super Fine Powder を購買してい

るため、これら Powder（粉）製品と Super Fine Powder の差を認めていない。 

しかし、調査当局は、競争会社であったとしても競争会社が生産する製品に使用する

                                                  
235 供給者現地調査提出資料（10.B-(2)様式 B 通番 165、19.B-(5)様式 B 通番 113） 
236 仮の決定反論書（UNID、令和 3 年 3 月 11 日） 
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UNID 製品が異なることもあり得ることを認識し、これら Powder（粉）製品と Super 

Fine Powder との差を認めるべきである。 

 

(エ) 調査当局は、UNID がスポット性（非常に少ない数量）で高い価格で Powder（粉）製

品を販売したという非常に例外的な事例をもって Powder(粉)製品と Super Fine 

Powder との価格差が存在しないと判断している。 

しかし、調査当局は、Powder（粉）製品より Super Fine Powder 製品の販売価格が高

く形成されていることを認めるべきである。 

 

(オ) UNID の原価管理が調査当局の不当廉売調査に対応すべく管理されていないところ、

UNID が原価管理を目的として品種コード③（（形状）（固体のみ））による管理をしてい

ないことをもって、調査当局は Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品には差が

存在しないと判断している。 

しかし、調査当局は、製品の製造原価区分の管理有無をもって品種コード③（（形状）

（固体のみ））に係る区分をしないという判断をすべきでない。 

 

(209) そして、供給者である UNID から、上記「２－２－２ 正常価格に対する意見の表明に係

る検討」に関して、次の内容の仮の決定に係る反論等237が提出された。 

 

(ア) UNID の韓国の内需市場は独占的な地位が存在する市場で、特別な状況である。 

 

(イ) UNID はこの証拠として、2020 年 10 月 29 日に提出した意見の表明における「正常

価格の適用に対する意見」において、外部マーケットリサーチ機関である The Bell の韓

国市場分析に関する内容を提出している。 

 

(ウ) また、UNID はこの証拠として、現地調査の際に提出した資料238において、UNID の

韓国国内における市場占有率と独占的地位に係る情報を提出している。 

 

(エ) これらのことから、UNID の韓国の内需市場が独占的な地位が存在する市場かつ特別

な状況であるため、調査当局は、正常価格の算定にあって既に提出した第三国の販売情

報、又は原価情報を代替的な情報として使用すべきである。 

 

(210) 続いて、供給者である UNID から、「不当廉売差額率の算定について」の間接販売費に関

して、次の内容の仮の決定に係る反論等239が提出された。 

 

                                                  
237 仮の決定反論書（UNID、令和 3 年 3 月 11 日） 
238 供給者現地調査提出資料（3.UNID_Introduction_2019(JP)） 
239 仮の決定反論書（UNID、令和 3 年 3 月 11 日） 
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(ア) 調査当局が作成した「不当廉売差額率の算定について」の「その他の間接販売費・一

般管理費」に係る検討について、調査当局は様式 B の項目（B-3-29）「その他の間接販売

費・一般管理費」、様式 C の項目（C-3-20）「その他の間接販売費・一般管理費」及び様

式 E の項目「間接販売費・一般管理費」に差がなければ間接販売費として認められない

ことについて再考すべきである。 

 

(イ) UNID が各様式の項目である間接販売費について「不当廉売差額率の算定について」

のとおり回答した理由は、「質問状」240において、各様式の項目が同一の名称であり、調

査当局が「その他間接販売費」と「一般管理費」について各様式の記載場所について説

明を行わなかったことによる。 

 

(ウ) UNID は調査当局の要請に応じて「その他間接販売費」と「一般管理費」を区分し、

追加で提出241している。 

 

(エ) よって、調査当局は UNID が提出した「その他間接販売費」と「一般管理費」に応じ、

間接販売費の算定について再度検討すべきである。 

 

(211) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「２－２－１－２ 正常価格算出における品種区

分」に関して、次の内容の仮の決定を支持する意見の表明242があった。 

 

(ア) UNID が生産する炭酸カリウムの固体における区分において、Super Fine Powder 製

品は、他の Powder（粉）製品と品名、銘柄・型式、化学的・物理的特徴、流通経路、製

造工程、使用者等が基本的に同一である。 

 

(イ) また、調査当局の現地調査において、Super Fine Powder 製品は、他の Powder（粉）

製品との差異が生産に使用する粉砕装置の違いのみであること、粉砕装置の差異による

製造原価への影響はほぼないに等しいこと等が確認されている。 

 

(ウ) このほか Super Fine Powder 製品を他の製品と区別取り扱いする本質的な差異は一

切見当たらない。 

 

(エ) したがって、Super Fine Powder 製品を他の Powder（粉）製品と同様に微粉として

算出するという仮の決定の結論に賛成する。 

 

                                                  
240 「大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査のための質問状等の送付について」

（令和 2 年 6 月 29 日付け財関第 627 号） 
241 供給者現地調査提出資料（17.B-(2)-2） 
242 仮の決定反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 10 日） 
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(212) また、申請者であるカリ電解工業会から、上記「２－２－２ 正常価格に対する意見の表

明に係る検討」に関して、次の内容の仮の決定を支持する意見の表明243があった。 

 

(ア) UNID は韓国国内の炭酸カリウム市場が特殊な状況にあると主張するが、韓国市場は

UNID 以外の権力機構により取引価格が制御されているような非市場経済に基づく市

場ではなく、仮の決定の結論どおり、営業利益率の違いのみを以て市場の特殊性を認定

することはできない。 

 

(イ) また、韓国と日本の市場での販売形態と価格の決定方法等は共通し、通常のものであ

る。実際に、類似の状況にあったと思われる大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリ

ウムに係る不当廉売調査（平成 27 年財務省告示第 184 号）においても市場の特殊性は

認定されていない。 

 

(ウ) さらに、周知のとおり、我が国において米国の法令及び先例は法源として認められて

おらず、本件との間で何らの関連性もなく、UNID の主張は主張自体失当である。 

 

(エ) したがって、仮の決定の結論どおり、UNID のダンピング・マージン算定においては

国内販売価格を正常価格として用いるべきである。 

 

 「正常価格等」に係る反論等に対する再反論等 

 

(213) 申請者であるカリ電解工業会から、上記(207)、(208)及び(209)の UNID からの仮の決定に

係る反論等に対して、次の内容の再反論等が提出244された。 

 

(ア) 上記(207)(ア)及び(イ)の反論は、「不当廉売差額率の算定について」Ⅰ.(3)に記載のと

おり、品種コード④（用途）による差異が UNID 製品において本質的差異ではないため、

失当であり、区分しないとの調査当局の判断は正当である。 

 これは、何よりも UNID が提出した仮の決定反論書 1) c）において「全ての製品が食

品添加物用として使えるよう生産しています」としているとおり、両者の間で物理的・

化学的特性の違いが何ら無いことを認めていることから明らかである。 

 

(イ) 上記(207)(ウ)の反論は、UNID で製造している炭酸カリウム製品がいずれにせよ食品

添加用に使える同一の製品であり、市場の違いが UNID 製品に何ら反映されていない

ことは UNID 自身が認めるところ、すなわち、UNID が主張するのは、同一の製品をあ

る顧客には高く販売し、ある顧客には安価で販売しているという行為にすぎず、この価

格の違いのみで公正な比較可能性を喪失させるような性質の差異は何ら認められない。 

                                                  
243 仮の決定反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 10 日） 
244 仮の決定再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 25 日） 
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(ウ) なお、UNID はより細かい品質基準を満たしている食品添加用製品が工業用より高い

価格で販売されていると主張しているが、公開版における両者の販売価格は、全く同一

のレンジが用いられている。これは、協定 6.5.1 に照らして、利害関係人による正確な

理解を前提とした再反論の機会を奪うものである。 

 

(エ) 上記(207)(エ)の反論は、UNID は、用途により製品試験成績書上の Pb（鉛）含有量

が異なるとするが、本件において Pb（鉛）含有量の違いが公正な比較可能性を失わせ

るほど重大な差異をもたらす旨について何ら立証されておらず、品種を区分する根拠に

なり得ず、失当である。UNID の公開版資料から詳細は明らかではないものの、工業用

製品と食品添加用製品には同一の製造ラインが用いられていることから、用途により製

品試験成績書上の Pb（鉛）含有量が異なる理由は、単に検品基準等の差異によること

が推測される。 

 

(オ) 上記(208)(ア)及び(イ)の反論は、Super Fine Powder を含む粉砕品は、あくまで炭酸

カリウム製品のバリエーションに過ぎないため失当であり、調査当局の判断は妥当であ

る。 

これは、製品ラインナップの中に一般品に加えて粉砕品も用意すること、個別の顧客

のニーズに応じて製品の粒度分布等を調整することは、本邦生産者が提出した意見の表

明の上記「１－７－４－３－１－１ 特定の製品に係る除外要請」(51)に記載のとおり、

通常のものである。 

また、現地調査結果報告書 A)(4)によれば、UNID 自身も、炭酸カリウム製品は顧客

によりカスタマイズされ、同じ粒子サイズでも顧客の製品により違う反応があるため、

粒度分布や密度等が異なる製品が多くあること、炭酸カリウムの製品においては、粒子

サイズ、密度、粉砕方式等いずれも重要であり、カスタマイズするためにそれぞれの設

備を必要としていると説明していること等から、失当である。 

 

(カ) 上記(208)(ウ)の反論は、調査当局が代替可能性という限りで論じている点を同一製品

の議論と誤解しているため、失当である。 

調査当局が上記(92)(ウ)で述べているのは、Powder（粉）製品と Super Fine Powder

製品が代替可能な製品、すなわち「同等品」であるということのみであり、決して同一

製品であるとの認定をした訳ではない。調査当局は、Powder（粉）製品と Super Fine 

Powder 製品を別品種として扱うべきではないことの総合考慮の一要素として、代替可

能性を挙げたものと考える。 

 

(キ) 上記(208)(エ)の反論は、Super Fine Powder 製品の価格が必ずしも Powder（粉）製

品より高く形成されている訳ではなく、少なくとも一部の Powder（粉）製品は Super 

Fine Powder 製品より高額であって販売価格の差異が決定的な違いとはならないため、
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失当である。 

高額で取引された Powder（粉）製品取引を例外的なスポット取引として検討の基礎

から外すかについては、少量のスポット取引ではない旨の認定に対し UNID から何ら

有効な反論がないこと等から、上記「２－２－１－２ 正常価格算出における品種区分」

に記載のとおり、少量のスポット取引と認定すべきではない。 

なお、上記(92)(イ)によれば UNID が Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品

の製造原価差を意識していなかったこと、粉砕装置の減価償却費に有意な差がなかった

ことが認められるところ、価格形成に対し製造原価は大きな一要素であることから、こ

れらの点からも Super Fine Powder 製品の価格水準が Powder（粉）製品より高いとは

いえないことが裏付けられている。 

 

(ク) 上記(208)(オ)の反論は、上記(92)(ア)ないし(オ)の認定のとおり、調査当局が原価管

理目的上製品が区別されていないことを唯一の判断基準として用いておらず、様々な

要素を総合考慮のうえ、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品を別品種である

とする UNID の主張を不適当と判断していたため、失当である。 

 

(ケ) 上記(209)(ウ)の反論は、UNID が当該要件に該当すること自体の証拠を何ら提出し

ていないことから、上記(94)の認定のとおり、失当である。 

 

(コ) 上記(209)(エ)の反論は、UNID から第三国向け輸出価格の適用について、当該上位 5

か国の輸出価格を使用するべき説得的理由は依然として何ら示されておらず、協定 2.2

の「適正な比較」ができない場合には該当していないことから、失当である。 

 

 「正常価格等」に係る反論等の検討 

 

(214) 上記(206)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(206)の反論は、質問状における調査当局から UNID に対する第三国（上位 5 か

国）向け輸出価格に係る情報の要求は、他国の調査では一般的に要請されない水準と時

期の要求であったにもかかわらず、UNID は相当な労力をかけて資料を作成し、回答を

提出した。それにもかかわらず、当該回答に係る記載は中間報告書には見当たらない。 

 このため、調査当局は UNID に対し、当該回答を要求した目的を説明すべきである

との主張である。 

 

(イ) まず、上記(81)で述べたとおり、調査当局は、正常価格の算出の基本的な考え方とし

て、政令第 2 条第 2 項に基づき、正常価格を国内販売価格とし、通常の商取引におけ

る国内販売価格がない場合又は国内市場が特殊な状況にあるため若しくは国内販売量
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が少ないため国内販売価格を用いることが適当でないと認められる場合に、正常価格

を第三国向け輸出価格、又は構成価格とすることとした。 

 

(ウ) このため、調査当局は、上記(イ)のとおり、正常価格として国内販売価格を用いるこ

とが適当でないと認められる場合に第三国向け輸出価格を正常価格とする可能性も踏

まえ、第三国向け輸出価格を把握するため、質問状において、第三国向け輸出価格に

係る回答を求めたものである。 

 

(エ) なお、UNID は調査当局が求めたこの第三国向け輸出価格について他国の調査にお

いて一般的に要請されない水準と主張しているが、調査当局は本調査を協定及び関係

国内法令に基づき実施しており、調査当局による本調査が他国の調査と別な調査であ

ることは言うまでもない。そのため、調査当局が要請する水準は他国のものと必ずし

も一致しない。 

また、UNID は調査当局が求めたこの第三国向け輸出価格について他国の調査にお

いて一般的に要請されない時期と主張しているが、調査当局は協定245及び関係国内法

令246に基づき調査期間を設定しているところ、当該調査期間内に調査を終結する観点

から、調査により国内販売価格を正常価格として使用できないことが判明することを

待たずに、あらかじめ当初質問状において第三国向け輸出価格に係る情報を求めてい

るものであり、この取扱いは協定の趣旨を踏まえたものである。なお、生産者及び輸出

者向けの当初質問状において第三国向け輸出価格に係る情報の回答も求められること

は、質問状の標準様式を財務省及び経済産業省のホームページに掲載することにより、

あらかじめ周知を図っている。その他、調査当局は、当初より財務省ホームページや告

示等において、本調査の期間や証拠の提出等の期限を UNID へ提示し、調査の過程に

おいて、UNID から提出期限の延長の申出があった場合には、調査に支障のない範囲

で延長を認めており、UNIDに自己の利益を擁護するための十分な時間を与えている。 

そして、調査当局は第三国向け輸出価格について上位 5 か国に限定して回答を求め、

むだに全ての第三国向け輸出価格を求めていないことから、調査当局が UNID に対し

て過度の負担を課したとはいえない。 

以上により、調査期間が限られている中、調査当局が UNID に対し当初質問状にお

いて第三国向け輸出価格を要求したことは調査手続上何ら問題はなく、UNID に対し

て過度の負担を課したともいえない。 

 

(オ) 検討の結果、正常価格について、上記(96)で述べたとおり、調査当局は UNID の国内

販売価格を使用することとした。このため、結果として、中間報告書において第三国向

け輸出価格に係る記載はない。 

 

                                                  
245 協定 5.10 
246 法第 8 条第 6 項 
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(215) したがって、上記(206)の UNID の反論は認められない。 

 

(216) 上記(207)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(207)の反論は、UNID が回答した品種コード④（用途）における工業用と食品添

加用に明らかな差が存在するところ、この差は、これまでに UNID が調査当局に回答し

た書面等から明らかであることから、調査当局が品種コード④（用途）に係る区分を考

慮せずに不当廉売差額率を算定したことが不当であるとの主張である。 

 

(イ) まず、上記(207)(イ)について、調査当局は当然、協定に基づき本調査を実施している。

このことは、上記「１－７－１－１ 供給者への質問状等の送付等」に記載のとおり、

「お願い紙」において本調査が協定に基づいて実施することを明示しており、財務省及

び経済産業省のホームページにおいても同様に明示している。調査当局は、協定及びそ

の趣旨に鑑み、上記「２－２－１－１ 正常価格」及び「２－２－２－１ 本邦向け輸

出価格」並びに「不当廉売差額率の算定について」Ⅰ.(3)に記載のとおり、品種コード④

（用途）における工業用と食品添加用について区別しないとしたものである。 

 

(ウ) 次に、上記(207)(ウ)について、食品添加用と工業用の販売価格の差については、顧客

との交渉の結果として販売価格の差が生じるのは当然のことであり、UNID が主張する

食品添加用と工業用の販売価格差は、製品の物理的特性の差に由来するものではなく、

販売価格差だけをもって異なる区分と認めることはできない。 

 

(エ) 次に、上記(207)(エ)及び(オ)について、販売時に渡す製品試験成績書(Certificate of 

Analysis)に表示される「Pb（鉛）含有量」に差異があったことは認められるとしても、

UNID は全ての製品を食品添加用として使用できるように生産していると主張してい

ることから、UNID が工業用と食品添加用との仕様を区別して生産しているとは認めら

れない。また、UNID は Pb（鉛）含有量の差異による原価差異を認識していない。 

さらに、「不当廉売差額率の算定について」Ⅰ.(3)において述べたとおり、UNID は同

じ製品型番の場合食品添加物に使用可能で、顧客の用途により品種コード④（用途）に

おける工業用と食品添加物用との区分を行う旨回答している247。 

このため、調査当局は、食品添加用または工業用としての用途の区分が、顧客の用途

に起因しており、生産された製品に正常価格と輸出価格の比較に影響を及ぼすほどの物

理的特性に差がないことから、品種コード④（用途）における工業用と食品添加用との

区分を認めることができない。 

 

(217) したがって、上記(207)の UNID の反論は認められない。 

                                                  
247 供給者当初質問状不備改め版回答書（質問項目 10.④） 
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(218) 上記(208)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(208)の反論は、調査当局が Super Fine Powder の固体における区分（品種コード

③（形状）（固体のみ））を微粉として区分して不当廉売差額率を算定していることにつ

いて、微粉としての区分（01：粉、02：微粉、03：その他①、04：その他②、05：その

他③）を見直すべきであるとの主張である。 

 

(イ) まず、上記(208)(イ)について、調査当局は当然、協定に基づき本調査を実施している。

このことは、上記「１－７－１－１ 供給者への質問状等の送付等」に記載のとおり、

「お願い紙」において本調査が協定に基づいて実施されていることを明示しており、財

務省及び経済産業省のホームページにおいても同様に明示している。調査当局は、協定

及びその趣旨に鑑み、上記「２－２－１－１ 正常価格」(90)及び(91)に記載のとおり、

正常価格の算定の基礎とした各取引について、物理的特性を考慮し、状態（液体又は固

体）・濃度・用途・形状・製造工程の組み分けを行い、Super Fine Powder の固体におけ

る区分（品種コード③（形状）（固体のみ））について Powder（粉）製品と同じ微粉にす

べきとしたものである。 

 

(ウ) 次に、上記(208)(ウ)について、調査当局は、勿論、競争会社であったとしてもその競

争会社が生産する製品に使用する原料が異なる場合もあり得ることを前提として、韓国

所在の「B」社とアメリカ所在の「S」社が同様の Engineering plastic を生産している

競争会社であるにもかかわらず、「B」社に Super Fine Powder 製品を、「S」社に Powder

（粉）製品を出荷していることから、Super Fine Powder 製品と Powder（粉）製品と

が同等品であると指摘しているものである。UNID は、「B」社と「S」社に関連して用

途の違いを明確に示しておらず、同様の Engineering plastic を生産するために Super 

Fine Powder 製品と Powder（粉）製品を選ぶ産業上の使用者がいるということは、両

製品に用途の差異がないことを示している。粒度の大きさの違いはまさに顧客の要望に

応じたものであり、正常価格と輸出価格の比較に影響を及ぼすほどの物理的な特性の差

があるとは言えない。 

 

(エ) 続いて、上記(208)(エ)について、調査当局は、スポット性（非常に少ない数量）があ

るため、高い価格で Powder（粉）製品を販売したという非常に例外的な事例をもって

Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品との価格差が存在しないと主張している

訳ではない。むしろ、上記「２－２－１－２ 正常価格算出における品種区分」(92)(エ)

に記載のとおり、UNID と取引先との取引を精査した結果、スポット性（非常に少ない

数量）があるため高い価格で Powder（粉）製品を販売したという主張に対して、当該

社とは頻繁に取引を行っているためスポット取引とはみなせず、Powder（粉）製品の取

引数量と比較してもやや少ない量の取引である Super Fine Powder 製品をほぼ同じ価
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格で取引していることを確認したため、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品

との価格差が存在しないと判断したものである。また、調査当局は、Powder（粉）製品

の価格が一定のものではなく、多様な価格を形成していることも確認している。 

 

(オ) さらに、上記(208)(オ)について、調査当局は、UNID が原価管理を目的とした品種コ

ード③（（形状）（固体のみ））による管理をしていないことのみをもって、Powder（粉）

製品と Super Fine Powder 製品との差異がないと判断している訳ではない。むしろ、

上記のとおり、協定に基づき、協定の趣旨を尊重すべく、原価管理以外の要因も考慮し

た上で Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品との差異がないと判断している。 

 

(219) したがって、UNID の反論が Super Fine Powder を微粉として区分した不当廉売差額率

の算定に影響を与えるものではないことから、上記(208)の UNID の反論は認められない。 

 

(220) 上記(209)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(209)の反論は、上記(209)(イ)の外部マーケットリサーチ機関である The Bell の

韓国市場分析及び上記(209)(ウ)の UNID の会社案内情報等を理由として、UNID は韓

国国内の市場において独占的な地位にあることから、同市場が特別な状況であるため、

調査当局に対し不当廉売差額率を算定する際の正常価格を、国内販売価格ではなく、第

三国向け輸出価格又は原価情報を代替的な情報として使用することを求める主張であ

る。 

 

(イ) まず、UNID が提出した意見の表明（令和 2 年 10 月 29 日）における The Bell の韓

国市場分析は韓国語で記載されたものであり、同意見の表明における脚注でも「ユニー

ドは苛性カリと炭酸カリ、塩素製品などを主に生産している。国内独占生産であって、

グローバル市場でも占有率 30％で 1 位を占めている。」と述べているにすぎない。しか

し、上記(14)で述べたとおり、「本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証

言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面によ

り行うものとする。ただし、これらの原文が日本語以外の言語によるものである場合は、

当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するものとする。」としているところ、同分析の

日本語の翻訳文が適切に添付されていなかったことから、調査当局は、同分析内容を確

認できていない。 

仮に、The Bell の分析内容が UNID の主張するとおり、UNID の韓国国内市場にお

ける独占的な地位を示すものであり、その内容のとおり UNID が韓国国内において独

占的な地位を占めているとしても、これまでの調査において韓国の炭酸カリウム市場が

通常の取引と異なる何らかの要因により、民間事業者が通常の取引を行い得ない状況が

あることを示す証拠は提出されておらず、また、上記「２－２－２ 正常価格に対する

意見の表明に係る検討」(94)(イ)のとおり、UNID の韓国国内における価格交渉及び販
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売形態が本邦生産者のそれらと同様に行われており通常のものと認められていること

から、上記(81)で述べたとおり、特別な状況として国内販売価格ではなく、第三国向け

輸出価格又は原価情報を代替的な情報として使用することを認めるまでには至らず、

UNID から回答のあった韓国国内における販売価格を正常価格としたものである。 

これは、UNID が提出した会社案内情報による独占的な地位との主張に対しても、同

様であり、UNID の反論をもって、正常価格の算出に影響を与えるものではない。 

 

(221) したがって、上記(209)の UNID の反論は認められない。 

 

(222) 上記(210)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(210)の反論は、調査当局が「質問状」の各様式において「その他間接販売費」と

「一般管理費」のように同一の名称であるにもかかわらず、各様式の記載場所及び記載

方法等について説明しなかったため、結果として UNID が様式 B の項目（B-3-29）「そ

の他の間接販売費・一般管理費」、様式 C の項目（C-3-20）「その他の間接販売費・一般

管理費」及び様式 E の項目「間接販売費・一般管理費」に同じ金額を記載したという主

張である。 

 

(イ) また、「不当廉売差額率の算定について」Ⅱ.A.の「その他の間接販売費・一般管理費」

に係る検討について、上記(ア)の各様式に同じ金額が記載されているため、間接販売費

が「調整が必要な費用項目として認められない」との調査当局の判断の再考を求めると

いう主張である。 

 

(ウ) さらに、UNID は上記(61)の現地調査において「その他間接販売費」と「一般管理費」

を区分した資料を調査当局へ提出しているため、調査当局は、当資料をもって間接販売

費を再検討すべきという主張である。 

 

(エ) 同一の名称であるにもかかわらず各様式の記載場所及び記載方法等について説明し

なかったとの指摘に関しては、質問状 B 及び質問状 C において「調査対象期間に貴社

が行った日本向け販売取引に関連して、その他間接的に要した販売費用・一般管理費用」、

「調査対象期間に貴社が行った国内向け販売取引に関連して、その他間接的に要した販

売費用や一般管理費用」との説明をそれぞれ行っている。また、調査当局は、送付した

供給者質問状において、記載要領を明示しているほか、上記「１－７－１－１ 供給者

への質問状等の送付等」に記載のとおり、「お願い紙」を送付し、財務省及び経済産業

省のホームページに掲載し公表した上で「質問状」の内容等に係る問い合わせ先を明示

しているところ、UNID は各様式の記載場所や内容等について必要に応じて調査当局

へ問い合わせることが可能であった。 
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(オ) 次に、間接販売費・一般管理費について、調査当局は、「不当廉売差額率の算定につ

いて」Ⅱ.A.に記載のとおり、「その他の間接販売費・一般管理費」の金額の算出根拠資

料である様式 B の項目（B-3-29）「その他の間接販売費・一般管理費」の合計金額と様

式 E の生産費用に含まれる「間接販売費・一般管理費」の合計金額が同額であるとこ

ろ、これが様式 B の本邦向け輸出価格を求めるための「調整が必要な費用項目」と、様

式 E「間接販売費・一般管理費」のどちらに該当するのかを明確にするため、「不当廉

売差額率の算定について」Ⅱ.A.(2)で述べたとおり、様式 B の金額と様式 E の金額が一

致することの不備を通知書面に明記し、UNID へ再度確認したものの、UNID からの回

答は、日本事務所に係る費用から対象産品に直課・配賦すべき費用がないため、様式 B

「その他の間接販売費・一般管理費」と様式 E「間接販売費・一般管理費」が同一であ

るというものであった。さらに、部署別勘定科目別実績資料である添付資料 C-3-20-4(追

加質問)についても UNID へ確認したところ、その回答内容248から様式 B の項目（B-3-

29）「その他の間接販売費・一般管理費」で UNID が回答した金額は、様式 E「間接販

売費・一般管理費」と同じであることを確認できたため、様式 B の項目（B-3-29）「そ

の他の間接販売費・一般管理費」については、「対象産品に直課・配賦すべき費用」で

はなく、「調整が必要な費用項目」と認められなかった。なお、これは様式 C「その他

の間接販売費・一般管理費」においても同様であった。 

一方、UNID は、その供給者当初質問状回答において、輸出販売から控除すべき費用

（B-1-7-2）及び国内販売から控除すべき費用（C-1-7-2）に間接販売費を挙げていない。

また、国内向け同種の貨物の販売に関連して間接的に要した販売費用・一般管理費用（C-

3-20-2）では「該当なし」と回答している。  

よって、UNID の主張はかかる回答と矛盾している。 

 

(カ) 続いて、調査当局は、UNID が主張する「その他間接販売費」と「一般管理費」を区

分した資料 B-(2)-2249を確認したところ、これまでの質問状に対する回答 B-3-29 と何

ら変更がなかった。よって、UNID が既に提出した資料をもって、UNID が要請する調

整項目の再算定は不可能である。 

 

(キ) 以上のことから、当該 UNID の主張は、不当廉売差額率の算定における間接販売費

の算出に影響を与えるものではない。 

 

(223) したがって、上記(210)の UNID の反論は認められない。 

 

 「３ 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実

                                                  
248 「直接追跡できない販売及び管理に関する費用であり、本社の当該部署の給与を含めた各種管理費用が該当

する。当該費用の特性上、販売と関連した全般的な活動のために発生した費用である。」供給者第 2 回目不備

改め版回答書（質問項目 24.①）（令和 2 年 9 月 18 日） 
249 供給者現地調査提出資料（17. B-(2)-2） 
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に関する事項」に係る反論等の検討 

 

(224) 仮の決定に係る反論・再反論等のうち、「３ 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の

産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項」に係る反論等について、以下のとおり検

討した。 

 

 「当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響に係る

意見等の検討」に係る反論等の検討 

 

 「当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響に

係る意見等の検討」に係る反論等 

 

(225) UNID から、上記「３－３－２ 当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の

価格に及ぼす影響」に関して、次の内容の仮の決定に係る反論等が提出された。 

 

(ア) 調査当局は、上記(128)及び(129)で、当該輸入貨物と本邦産同種の貨物の販売価格を比

較しているが、調査対象期間の間に、当該輸入貨物の販売価格について当該輸入貨物の液

体品だけを対象とする表 21 の販売価格と固形品だけを対象とする表 22 の販売価格は落

ちていないが、同期間で液体品と固形品の両方を含めた表 20 の販売価格は 1 ポイント落

ちたと表現されており、数値が合わない。 

 

(イ) 上記(128)表 20、上記(129) 表 21 及び表 22 の資料の出所を見ると、UNID が調査項

目 A で提出した実際の販売価格が使われておらず、推定値を使って比較することは非合

理的である。 

 

(ウ) もし当該輸入貨物が輸入統計の CIF 平均単価を使っており、本邦産同種の貨物は工場

出荷価格を使っているのであれば公正な比較にはならない。公正に比較するためには、

当該輸入貨物の CIF 平均単価に輸入者の間接販売費と利益を足したものと、本邦産同種

の貨物の工場出荷価格とすべきである。 

 

(226) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「３－３－３ 当該輸入貨物の輸入が本邦におけ

る本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響に係る意見等の検討」等に関して、次の内容の仮の

決定を支持する意見の表明250があった。 

 

(ア) UNID は、申請書別紙 20-3 を根拠の 1 つとして、塩化カリウムの調達以外の費用が

日本国内生産者には発生していたため、日本国内販売価格の値上げが受容されないのは

                                                  
250 仮の決定反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 10 日） 
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UNID の販売価格によるものではないと主張している。 

 

(イ) しかしながら、そもそも申請書別紙 20-3 は、あくまで申請者の原材料調達について年

間ベースでまとめた資料にすぎず、当該資料から申請者がどのような期間の区切りでど

のような条件で原材料を調達していたかという点までは読み取れない。 

むしろ、UNID は、仮の決定が指摘しているとおり、申請書別紙 20-3 が塩化カリウム

の年間合計費用であり、年間生産量の増減に応じて増減するものであることを正確に理

解しないまま誤った解釈に基づいて主張を展開している。したがって仮の決定の結論ど

おり、UNID の主張は失当である。 

 

 「当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響に

係る意見等の検討」に係る再反論等 

 

(227) 申請者であるカリ電解工業会から、上記(225)の UNID からの仮の決定に係る反論等に対

して、次の内容の再反論等が提出251された。 

 

(ア) 上記(128)及び(129)の販売価格に関する表 20 は液体品及び固形品、表 21 は液体品、

表 22 は固形品の、それぞれ固形換算数量であるが、液体品の価格が固形品の価格を大き

く上回ることに加え、それぞれの表は価格変動が 2017 年を 100 とした指数で表記され

ているにすぎないため、数値に矛盾はなく、UNID の主張は失当である。 

 

(イ) 上記(128)及び(129)の販売価格に関する表 20 ないし表 22 の(出所)に記載のとおり、

輸入貨物の販売価格の算定には、輸入者に対する質問状の回答による販売価格が用いら

れており、適切である。また表 20 ないし表 22 タイトルに記載のとおり、いずれも既に

庭先渡し段階に調整され、公正な比較がなされている。したがって UNID の主張は失当

である。 

 

 「当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響に

係る意見等の検討」に係る反論等の検討 

 

(228) 上記(225)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(128)表 20 の液体品と固形品の両方を含む販売価格は、液体品と固形品の販売金

額の合計を販売数量の合計で割って単価を算出したものである。液体品と固形品の販売

価格は異なるところ、液体品と固形品の各年の数量の割合によって、表 20 の販売価格の

推移が液体品のみ又は固形品のみをそれぞれ対象とした上記(129)表 21 及び表 22 の販

                                                  
251 仮の決定再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 25 日） 
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売価格の推移と異なる結果になることは何ら不自然なことではない。表 20 の当該輸入貨

物の販売価格が調査対象期間を通じて 1 ポイント下落したのは、固形品よりも販売価格

の高い液体品の割合が減少したことによるものであり、数値の整合性に何ら問題はない。 

  

(イ) 当該輸入貨物の販売価格については、上記(128)表 20、(129)表 21 及び表 22 の出所に

も記載のとおり、輸入者当初質問状回答書及び輸入者質問状不備改め版回答書を基に算

出しており、推定値ではない。なお、UNID の販売価格は輸入者に対する販売価格であ

り、本邦における国内販売価格を比較するため、輸入者の産業上の使用者に対する販売

価格を用いている。 

 

(ウ) 上記のとおり、輸入貨物の販売価格は CIF 平均単価ではなく、輸入者の回答を使って

おり、間接販売費及び利益も価格の中に含まれている。本邦産同種の貨物については、

工場出荷価格ではなく庭先渡し価格を用いており、公正な比較にならないとの指摘はあ

たらない。 

 

(229) 以上の理由から、上記(225)の UNID の意見は失当である。 

 

 「４ 因果関係」に係る反論等の検討 

 

(230) 仮の決定に係る反論・再反論等のうち、「４ 因果関係」に係る反論等について、以下のと

おり検討した。 

 

 「需要又は消費態様の変化」に係る反論等の検討 

 

 「需要又は消費態様の変化」に係る反論等 

 

(231) UNID から、上記「４－２－２－２ 消費態様の変化」に関して、次の内容の仮の決定に

係る反論等252が提出された。 

調査当局は、消費者の消費パターンの変化に関して証拠が明確に提示されていなかったと

判断しているが、証拠目録 13-1253で日本曹達が述べている今後の需要減少が間接的な証拠と

して提示されている。 

 

(232) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「４－２－２－３ 需要又は消費態様の変化に関

する証拠及び意見等の検討」等に関して、次の内容の仮の決定を支持する意見の表明254があ

った。 

                                                  
252 仮の決定反論書（UNID、令和 3 年 3 月 11 日） 
253 令和 2 年 9 月 29 日、UNID から提出された証拠 別添 13-1 
254 仮の決定反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 10 日） 
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調査対象期間中において日本国内における消費者の消費パターンは特に変化しておらず、

むしろ UNID による不当な廉価による輸出販売により、日本国内市場における価格に歪み

が生じている。したがって、UNID の主張には根拠がなく失当である。 

 

 「需要又は消費態様の変化」に係る反論等の検討 

 

(233) 上記(231)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 調査当局は、消費パターンの変化について、上記「４－２－２－２ 消費態様の変化」

において、産業上の使用者質問状回答書に基づき分析を行っており、同回答書を含む一

切の証拠から、消費態様の変化は認められなかったとの結論に至った。UNID から提出

のあった証拠目録 13-1255では、本邦生産者の 1 者がカセイカリ事業の生産停止を含め

た抜本的な事業構造改革の実施の決定に至る過程で、今後の需要見通しや設備の維持更

新に必要なコスト等を検討したことが記載されているにすぎず、証拠目録 13-1 は消費

パターンの変化に関する証拠には該当しない。 

 

(イ) したがって、上記(231)の UNID の反論は認められない。 

 

 「その他の意見等」に係る反論等の検討 

 

 「その他の意見等」に係る反論等 

 

(234) UNID から、上記「４－２－７－２ その他の意見等の検討」に関して、次の内容の仮の

決定に係る反論等256が提出された。 

 

(ア) 調査当局は、上記(187)で本邦生産者の老朽化された施設の維持・更新などの費用が通

常の炭酸カリウム事業で見込める金額を超えないと判断しているが、当該判断の明確な

根拠を提示していない。通常の炭酸カリウム事業に見込める金額が、本邦生産者が自ら

主張した水準なのか、他国産業の平均設備の維持費水準であるかなど、明確な判断の根

拠を要請したい。 

 

(イ) 調査当局は、UNID が 2020 年 9 月 29 日に提出した「証拠目録 13-1257」及び「13-

2」の内容に対する再検討が必要である。本邦生産者 1 社が自ら言及した事業撤退の理

由として、UNID 及び輸入製品の不当廉売を主張していなかったことに関しては、調査

                                                  
255 令和 2 年 9 月 29 日、UNID から提出された証拠 別添 13-1 
256 仮の決定反論書（UNID、令和 3 年 3 月 11 日） 
257 令和 2 年 9 月 29 日、UNID から提出された証拠 別添 13-1 
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当局の検討が特になかった。 

 

(235) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「４－２－７－２ その他の意見等の検討」に関

して、次の内容の仮の決定を支持する意見の表明258があった。 

 

(ア) 輸入者である伊藤忠ケミカルフロンティアが意見書において主張する、本邦生産者の

1 社が炭酸カリウム製造事業から撤退することが設備の維持更新費が原因であること

を示す証拠は、仮の決定の結論どおり、何らない。 

  

(イ) 一方、仮の決定の結論にて UNID の炭酸カリウムの不当廉売の事実及びこれによる

撤退生産者を含む本邦生産者に対する損害の事実が明らかになっており、撤退に UNID

による不当廉売が影響していることは明らかである。 

 

 「その他の意見等」に係る反論等に対する再反論等 

 

(236) 申請者であるカリ電解工業会から、上記(234)の UNID からの仮の決定に係る反論等に対

して、次の内容の再反論等が提出259された。 

 

(ア) 協定 6.5 の要件を満たす秘密情報は、申請者やその加盟企業の営業秘密を侵害するこ

とになるため、開示されるべきではない。また、開示範囲又は秘密情報の要約について

の意見は閲覧開始の翌日から 1 週間以内に提出されなければならず260、当該期限後の

要請による開示が認められるべきではない。 

 

(イ) 申請者の加盟企業の 1 者がカリ事業から撤退する理由として UNID 及び輸入製品の

不当廉売を明示的に挙げなかったことは、損害との因果関係に何ら関係せず、主張自体

失当である。 

 

 「その他の意見等」に係る反論等の検討 

 

(237) 上記(234)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 調査当局は、本邦生産者に対する現地調査において、平成 30 年、令和元年の定期修

理引当金及び施設の減価償却費用の増加の要因について確認をし、定期引当金の増加が

                                                  
258 仮の決定反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 10 日） 
259 仮の決定再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 25 日） 
260 「開示範囲又は秘密情報の要約についての意見は閲覧開始の翌日から 1 週間以内に提出されなければなら

ず」の記載は、カリ電解工業会から提出された仮の決定再反論書の記載のとおり。なお、「お願い紙」Ⅸ.2.(1)
では、開示範囲又は秘密情報の要約の適切性に関する意見の提出期限について「政府から閲覧の開始の連絡が

あった日の翌日から 1 週間（期限となる日の 17 時(日本時間)(必着)）までに、～（以下省略）」としている。 
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【定期修理引当金の増額理由】ものであること、施設の減価償却費用の増加については、

数年間にわたる熟慮の末に実施した設備整備の結果行ったものであり、その費用につい

ても固定資産化することにより一括した経費処理はしていないことを確認している。こ

れらのことから、調査当局は、本設備投資が通常見込まれる、すなわち生産水準を維持

するために必要とされる定期的な設備の維持更新の範囲内であると判断しており、明確

な根拠を提示していないとの指摘は当たらない。 

 

(イ) 調査当局は、上記(186)及び(187)において、炭酸カリウム事業から撤退した本邦生産

者 1 者が、老朽化した設備及び設備の維持更新費用等の諸点を撤退の要因として掲げて

おり、これらが本邦産業に損害をもたらした要因となっている旨の UNID の意見を検

討している。上記のとおり、本設備更新費用は、通常の事業に見込まれる支出であり、

本費用が本邦産業に損害をもたらした要因となっているとは言えない。また、本邦生産

者が事業撤退の理由の中で、厳しい事業環境下にあることを前提としての判断であるこ

とを指摘しているのであって、特に輸入製品の不当廉売について述べていなかったこと

だけをもって損害の因果関係を否定したものではない。 

 

(ウ) したがって、上記(234)の UNID の反論は認められない。 

 

 仮の決定を支持する意見 

 

(238) 申請者であるカリ電解工業会から、上記のほか、次の内容の仮の決定を支持する意見の表

明261があった。  

仮の決定の結論どおり、UNID がその意見において表明した減損関係の適用に関し引用さ

れている証拠は、本調査とは無関係であり、UNID の主張は失当である。なお、その他の点

についても仮の決定の結論に賛成する。 

 

 仮の決定に係る反論・再反論等の検討についての結論 

 

(239) 以上のとおり、利害関係者から提出された仮の決定に係る反論・再反論等を検討した結果、

仮の決定で示された調査当局の判断を変える必要はないものと認められた。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
261 仮の決定反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 3 月 10 日） 
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 最終決定の基礎となる重要な事実に係る反論・再反論及びこれらに係る調査当局の見解 

 

 調査の経緯に関する事項 

 

(240)  調査開始告示で告示した法第 8 条第 5 項の調査において、政令第 15 条の規定に基づく最

終決定の基礎となる重要な事実（以下「重要事実」という。）の開示以降の調査の経緯等は、

以下のとおりであった。 

 

 重要事実の開示 

 

(241) 令和 3 年 4 月 8 日、本調査に係る重要事実を直接の利害関係人に対し書面で通知262すると

ともに、重要事実に係る政令第 12 条の 2 第 2 項の規定による意見の表明（以下「重要事実

に係る反論」という。）についての期限を令和 3 年 4 月 22 日とし、当該期限までに提出され

た重要事実に係る反論について、令和 3 年 4 月 26 日から利害関係者の閲覧に供し、他の利

害関係者から提出された重要事実に係る反論に対する更なる反論（以下「重要事実に係る再

反論」という。）（以下「重要事実に係る反論」及び「重要事実に係る再反論」を総称して「重

要事実に係る反論・再反論」という。）についての期限を令和 3 年 5 月 10 日とする旨を利害

関係者に対して併せて書面で通知（以下「重要事実に係る反論・再反論に関する通知」とい

う。）した。 

この際、重要事実に係る反論・再反論に関する通知において、重要事実に係る反論・再反

論の機会は、「これまで調査当局が政令第 10 条第 2 項に基づき貴社に提出を求めていた証拠

のうち、これまで調査当局に提出していなかった証拠を提出する機会」では無いことを明示

した。 

また、韓国政府に対しても重要事実を書面で送付263するとともに、重要事実に係る反論・

再反論に関する通知を併せて送付264した。 

 

(242) 上記(241)の重要事実の通知に際して、重要事実に係る「不当廉売差額率の算定について」

を供給者である UNID に対して書面で送付するとともに、UNID 以外の利害関係者に対し

ては、当該書面の開示版を閲覧に供した。 

 

 重要事実に対する利害関係者からの意見 

 

(243) 重要事実に係る反論は、その期限である令和 3 年 4 月 22 日までに、利害関係者 2 者から

                                                  
262 政令第 15 条 
263 協定 6.9 
264 協定 6.2 
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提出があり265、重要事実に係る再反論は、その期限である令和 3 年 5 月 10 日までに、利害

関係者 1 者から提出があった266。 

利害関係者から提出された重要事実に係る反論・再反論を検討した上での調査当局の見解

については、下記「６－６ 重要事実に係る反論・再反論の検討についての結論」のとおり

である。 

 

 秘密の情報 

 

(244) 上記(243)のとおり利害関係者が提出した書面のうち、秘密情報について、調査当局は秘密

の理由書の提出を求め、これを受領した。 

この際、他の利害関係者の閲覧に供するために、これらの書面に係る開示版の書面の提出

を求め、これを受領した。 

 

 証拠等の閲覧 

 

(245) 調査当局の求めに応じて提出された書面及び調査当局が作成した書面（ただし、これらの

書面における秘密情報については開示版要約に限る。）について、利害関係者に対し閲覧に

供した。 

 

 「１ 総論」に係る反論等の検討 

 

(246) 重要事実に係る反論・再反論のうち、「１ 総論」に係る反論等について、以下のとおり検

討した。 

 

 「特定の製品に係る除外要請」に係る反論等の検討 

 

 「特定の製品に係る除外要請」に係る反論 

 

(247) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「５－２－１ 「特定の製品に係る除外要請」に

係る反論等の検討」に関して、次の内容の重要事実を支持する意見の表明267があった。 

 Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品には別の品種として扱うべき物理的特性の

差がないため、調査対象貨物からの除外要請は認められるべきではない。 

 

(248) 供給者である UNID から、上記「５－２－１－３ 「特定の製品に係る除外要請」に係る

                                                  
265 カリ電解工業会（令和 3 年 4 月 22 日提出）、UNID（令和 3 年 4 月 22 日提出） 
266 カリ電解工業会（令和 3 年 5 月 10 日提出） 
267 重要事実の内容に関する反論に係る書面（以下「重要事実反論書」という。）（カリ電解工業会、令和 3 年 4
月 22 日） 
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反論等の検討」に関して、次の内容の重要事実に係る反論268が提出された。 

 

(ア) UNID は調査当局に対して、「S」社と「B」社が Engineering plastic 製品を生産する

競争会社であることを説明したが、両社の Engineering plastic 製品が同類の製品と説明

していなかった。Engineering plastic 製品に様々な製品が存在しているにもかかわらず、

調査当局は、一方的に両社が同じ製品を生産していると仮定して全ての判断をしている。 

 

(イ) 実際、Engineering plastic 製品は、多様な材料と結合して車のトリムといったインテ

リアから二輪自動車の安全ヘルメット、おもちゃまで幅広い用途がある。 

 

(ウ) 2021 年 3 月に提出した意見書269に記載したとおり、競争会社であっても、各企業は、

UNID が生産した炭酸カリウム製品の中から異なる炭酸カリウム製品を使用し各企業の

製品を製造するところ、調査当局はまず、これを認め明示すべきである。 

 

(エ) また、両社の製品を比べれば、外観、用途及び物理的特性が完全に異なるため、調査当

局はこれを認識すべきである。 

 

(オ) よって、調査当局は、調査対象製品に対する除外申請を再考すべきである。 

 

(カ) なお、両社の最終製品の明確な区分は両社の営業にかかわる事項であるため詳細情報

を入手することは困難である。 

 

 「特定の製品に係る除外要請」に係る反論に対する再反論 

 

(249) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「６－２－１－１ 「特定の製品に係る除外要請」

に係る反論」(248)の UNID からの重要事実に係る反論に対して、次の内容の再反論270が提

出された。 

 

(ア) 調査当局は、現地調査結果報告書 C)(3)等を根拠に、「S」社と「B」社が競合する

Engineering plastic 製品の原材料として Super Fine Powder 製品又は Powder（粉）製

品のいずれかが使用されているため、両製品の差異が顧客の用途に現れていないことを

認定したにすぎない。また、UNID は最終製品の明確な区分について、依然として何ら

証拠を示していない。 

 

                                                  
268 重要事実反論書（UNID、令和 3 年 4 月 22 日） 
269 仮の決定反論書（UNID、令和 3 年 3 月 11 日） 
270 重要事実の内容に関する再反論に係る書面（以下「重要事実再反論書」という。）（カリ電解工業会、令和 3

年 5 月 10 日） 
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(イ) したがって、Super Fine Powder 製品を調査対象貨物から除外すべきではなく、重要

事実の内容を支持する。 

 

 「特定の製品に係る除外要請」に係る反論等の検討 

 

(250) 上記(248)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(248)の反論は、Engineering plastic 製品に様々な製品が存在しており、競争会社

である「S」社と「B」社が、UNID が生産した炭酸カリウム製品の中から異なる炭酸カ

リウム製品を使用して製造する Engineering plastic 製品は、外観、用途及び物理的特性

が完全に異なるところ、調査当局はこれを認めること、また、調査対象製品に係る除外

申請を再考することを求める主張である。 

 

(イ) まず、上記(248)(ア)及び(イ)について、調査当局は、一方的に「S」社と「B」社が同一

製品を生産していると仮定して全ての判断を行ったわけではない。 

調査当局は、協定及び関係国内法令等に基づき、本調査を実施した結果、上記(203)(イ)

から(カ)のとおり、Super Fine Powder 製品と Powder（粉）製品との差が、顧客の要望

に応じて粒度等を調整した結果にすぎず、提出された証拠等により両製品の差を認める

ことができない、つまり、両製品の差が顧客の用途に現れているわけではないと判断し

たのである。そして、調査当局は、Super Fine Powder 製品を調査対象貨物から除外す

べきでないとの結論に至ったものである。 

また、Engineering plastic 製品に様々な製品があることのみをもって、Super Fine 

Powder 製品と Powder（粉）製品の差を証明するものにはならない。 

UNID は、Super Fine Powder 製品の調査対象貨物からの除外を再度要請しているが、

上記(203)(カ)でも述べたとおり、これまでに UNID から Super Fine Powder 製品が調

査対象貨物の定義に含まれないことを示す証拠は提出されていない。 

よって、UNID の主張は失当である。 

 

(ウ) 次に、上記(248)(ウ)について、調査当局は、上記(218)(ウ)のとおり、競争会社であっ

たとしてもその競争会社が生産する製品に使用する原料が異なる場合もあり得ることを

当然、認識している。調査当局は、これを前提としても、Super Fine Powder 製品と

Powder（粉）製品との差が、顧客の要望に応じて粒度等を調整しているにすぎず、同等

品であると指摘しているものである。 

 

(エ) さらに、上記(248)(エ)について、調査当局は、「S」社と「B」社の製品を比較すれば、

外観、用途及び物理的特性が完全に異なるものとの UNID の主張について、UNID から

証拠資料を受理しておらず、UNID 以外の利害関係者から提出された資料からも当該主

張の証拠となるものは確認できなかった。 
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よって、UNID の主張は単なる意見にすぎない。 

 

(オ) 加えて、上記(248)(カ)について、両社の最終製品の明確な区分について営業に係る事

項のため、詳細情報の入手が困難との UNID の主張は、UNID の主張が何ら裏付けのな

いものであり、Super Fine Powder 製品に対する除外申請の再考へ至るものではない。 

よって、UNID の主張は失当である。 

 

(カ) したがって、上記(248)の UNID の反論は認められない。 

 

 「２ 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項」に係る反論等の検討 

 

 「正常価格等」に係る反論等の検討 

 

 「正常価格等」に係る反論 

 

(251) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「５－３－１－１ 「正常価格等」に係る反論等」

に関して、次の内容の重要事実を支持する意見の表明271があった。 

 

(ア) 上記(207)について、食品添加用と工業用の用途の区分は顧客の用途に起因し、物理的

特性に有意な差がないことから、品種コード④（用途）において当該区分を考慮すべき

でない。 

 

(イ) 上記(208)について、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品には物理的特性に

有意な差がないことから、Super Fine Powder 製品は Powder（粉）製品と同じ微粉と

して区分すべきである。 

 

(ウ) 上記(209)について、国内販売価格を用いることが適当でないと認められる場合には当

たらず、また、調査当局の調査手続にも何ら瑕疵はない。仮に UNID が韓国国内で独占

的な地位を占めているとしても、国内販売価格ではなく第三国向け輸出価格又は構成価

格を代替的情報として使用することを認めるべき特別な状況はない。 

 

(エ) 上記(210)について、UNID の主張は、いずれも不当廉売差額率の算定における間接販

売費の算出に影響を与えるものではない。 

 

(252) 供給者である UNID から、上記「５－３－１－３ 「正常価格等」に係る反論等の検討」

                                                  
271 重要事実反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 4 月 22 日） 
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(214)に関して、次の内容の重要事実に係る反論272が提出された。 

 

(ア) UNID が提出した確認票回答273のⅩ.１.(2)は、供給国内での販売量（韓国の内需量）、

日本向けの輸出量及び第三国向けの輸出量に係る情報を含んでおり、これは供給者当初質

問状回答書が提出される 1 か月以上前のことであった。この期間は、韓国国内の販売価格

が正常価格として使える十分な数量だったということを確認するための十分な時間とい

える。 

 

(イ) このような状況にもかかわらず、調査当局が UNID に対して、個別取引毎の第三国向

け輸出価格について回答を要求したことは協定の趣旨に準じたことではなく、むしろ海

外生産者である調査対象企業に過重な資料を求めたことは協定の趣旨に反する要求とい

える。 

 

(ウ) また、このような状況にもかかわらず、UNID に重い負担はかけていなかったという

調査当局の説明は、自身に調査能力がなく、無能と認めているようなものである。 

 

(エ) 調査当局は、上記(214)(エ)の「調査当局が要請する水準は他国のものと必ずしも一致し

ない」との説明に関し、現在、不当廉売関税に関する制度を多く利用しているアメリカや

インド等の第三国向け輸出価格の利用を参考にすべきである。 

 

(オ) なお、仮に、調査当局が UNID の韓国国内の販売価格を正常価格として使用しないこ

とを確定した後に、全ての国家の輸出価格情報を求めてきた場合、UNID は調査当局へ

全ての第三国向け輸出価格を提供しただろう。 

 

(253) 供給者である UNID から、上記「５－３－１－３ 「正常価格等」に係る反論等の検討」

(216)(エ)に関して、次の内容の重要事実に係る反論274が提出された。 

 

(ア) まず、調査当局は、UNID が従事している炭酸カリウム産業について十分に理解をす

べきであり、その上で品種コード④（用途）の工業用と食品添加用に係る区分を検討す

べきである。 

 

(イ) UNID は調査当局に対して、これまで、品種コード④（用途）の工業用と食品添加用に

明らかな差が存在し、UNID の原価管理上の選択から製造原価で両製品を区分していな

いことを説明してきた。 

 

                                                  
272 重要事実反論書（UNID、令和 3 年 4 月 22 日） 
273 確認票回答書（UNID、令和 2 年 7 月 14 日） 
274 重要事実反論書（UNID、令和 3 年 4 月 22 日） 
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(ウ) UNID は、食品添加用の製品の規格基準が工業用の基準よりも厳しいため、食品添加

用の基準に合わせて生産しているが、販売段階においては、明確に分かれている顧客を対

象に、製品試験成績書(Certificate of Analysis)の管理により、工業用と食品添加用の販売

を区別して管理している。 

 

(エ) 調査当局は、用途による販売市場の区分が明確になっていること、管理・追跡ができる

証拠が明らかになっていることを考慮し、日本における販売価格と韓国における販売価

格を比較する際、調査当局が設定した品種コード④（用途）を考慮して比較する方が合理

的な判断であることを説明すべきである。 

 

(オ) 調査当局は、UNID が回答した品種コード④（用途）における工業用と食品添加用に

明らかな差が存在することを認めないのであれば、この区分を求めた理由及び調査手続

きにおいて利害関係者へこの区分の説明をしなかった理由を、さらに、品種コード④（用

途）を認めないことが、単に不当廉売関税率を引き上げるためのものではないことを説明

すべきである。 

 

(254) 供給者である UNID から、上記「５－３－１－３ 「正常価格等」に係る反論等の検討」

(218)(エ)に係る UNID と取引先との取引におけるスポット性（非常に少ない数量）に関し

て、次の内容の重要事実に係る反論275が提出された。 

UNID の Powder（粉）製品の製品型番【営業上の秘密】の取引は既存顧客との 1 件のみ

であり、また、その取引における数量の割合が【営業上の秘密】％であるため、調査当局は

このスポット性の取引に鑑み、Powder（粉）製品より Super Fine Powder 製品の販売価格

が高く形成されていることを認めるべきである。 

 

(255) 供給者である UNID から、上記「５－３－１－３ 「正常価格等」に係る反論等の検討」

(220)に係る UNID の韓国の内需市場は独占的な地位が存在する市場で、特別な状況である

ことに関して、次の内容の重要事実に係る反論276が提出された。 

 

(ア) UNID は、韓国語で記載された The Bell のレポートの日本語の翻訳を意見の表明の脚

注において提出しているところ、調査当局は同翻訳が一部しかないという理由で、UNID

が提出した UNID の韓国の内需市場は独占的な地位が存在する市場で、特別な状況であ

るという資料を上記(14)のとおりではないとして、否定すべきではない。 

 

(イ) 調査当局は仮の決定において、UNID の韓国の内需市場は独占的な地位が存在する市

場で、特別な状況に関する証拠の不備を指摘しているが、UNID に対し仮の決定の前に

当該証拠を要求すべきである。 

                                                  
275 重要事実反論書（UNID、令和 3 年 4 月 22 日） 
276 重要事実反論書（UNID、令和 3 年 4 月 22 日） 
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(ウ) UNID は、上記(ア)及び(イ)について調査当局の判断過程及び根拠規定並びに法令に関

する情報を要求する。 

 

(256) 供給者である UNID から、上記「５－３－１－３ 「正常価格等」に係る反論等の検討」

(222)(エ)に係る「不当廉売差額率の算定について」に係る質問状の各様式における「その他

間接販売費」や「一般管理費」等の名称に関して、次の内容の重要事実に係る反論277が提出

された。 

 UNIDは「質問状」の各様式における「その他間接販売費」と「一般管理費」の記載場所

及び記載方法等について調査当局へ問い合わせたが、調査当局から記載方法の明確な説明は

なかった。そのため、最大限の理解に基づき、質問状の回答を作成し、計算方法のワークシ

ートを調査当局に提出した。さらに調査当局からの指摘に応じて、販売費と管理費を販売国

別に算定して提出した。したがって、調査当局は「間接費」及び「販売費」を再算定すべき

である。 

 

(257) 供給者である UNID から、上記「５－３－１－３ 「正常価格等」に係る反論等の検討」

(222)(カ)に係る「不当廉売差額率の算定について」の間接販売費に関して、次の内容の重要

事実に係る反論278が提出された。 

 UNID は調査当局の要請に応じて、追加質問状回答279及び現地調査280において、「間接費」

及び「販売費」を区分し、提出しているところ、調査当局は間接販売費について再度検討す

べきである。 

 

 「正常価格等」に係る反論に対する再反論 

 

(258) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「６－３－１－１ 「正常価格等」に係る反論」

(252)の UNID からの重要事実に係る反論に対して、次の内容の再反論281が提出された。 

 

(ア) 調査当局が供給者当初質問状において第三国向け輸出価格に係る回答を求めたことは、

協定及び関係国内法令に合致する適切な調査である。 

 

(イ) UNID の反論は、調査当局が UNID の確認票回答を通じて韓国国内市場における販売

量を把握し、供給者当初質問状回答書よりも早期に国内販売価格を正常価格として利用

可能だと決定できたはずであるというものである。 

しかし、協定 2.2 の規定のとおり、国内販売価格の利用の可否については、国内販売量

                                                  
277 重要事実反論書（UNID、令和 3 年 4 月 22 日） 
278 重要事実反論書（UNID、令和 3 年 4 月 22 日） 
279 供給者追加質問状回答書（I-6） 
280 供給者現地調査提出資料（17.B-(2)-2） 
281 重要事実再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 5 月 10 日） 
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以外の様々な条件も考慮して調査過程のいずれかの時期において決定されるものである。

実際、UNID 自身も、意見の表明の段階において、韓国国内市場が協定 2.2 の「市場が

特殊な状況にある」ことを理由に、国内販売価格の代わりに第三国向け輸出価格を使用

することを調査当局に求めている。 

 

(ウ) 仮に調査当局が国内販売価格を利用しないことを決定した後に、第三国向け輸出価格

に係る回答を UNID に求めていた場合には、逆に UNID に対し過大な負担を強いると

共に、調査期間を明確に規定する協定 5.10 に反する結果となったおそれもある。 

 

(エ) したがって、上記(252)の UNID の反論は失当であり、重要事実の内容を支持する。 

 

(259) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「６－３－１－１ 「正常価格等」に係る反論」

(253)の UNID からの重要事実に係る反論に対して、次の内容の再反論282が提出された。 

 

(ア) UNID は、仮の決定に係る反論の上記(207)(オ)のとおり、UNID が生産する全ての炭

酸カリウム製品が、食品添加用の基準に合わせて生産されていることを認めており、工

業用と食品添加用との相違が製品試験成績書(Certificate of Analysis)の管理のみとみら

れることから、生産された炭酸カリウム製品には、正常価格と輸出価格の比較に影響を

及ぼすほどの物理的特性の差がない。 

 

(イ) したがって、品種コード④（用途）を考慮すべきではなく、上記(253)の UNID の反論

は認められない。 

 

(260) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「６－３－１－１ 「正常価格等」に係る反論」

(254)の UNID からの重要事実に係る反論に対して、次の内容の再反論283が提出された。 

 

(ア) UNID は、上記(218)(エ)のとおり、Powder（粉）製品のスポット取引を行った企業と、

当該スポット取引よりやや少ない取引量の Super Fine Powder 製品をほぼ同じ価格で取

引している。しかし、UNID は、その理由を依然として説明していない。 

 

(イ) したがって、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品の販売価格に実質的な差

異は無く、Super Fine Powder 製品を微粉として区分するとした重要事実の認定を支持

する。 

 

(261) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「６－３－１－１ 「正常価格等」に係る反論」

                                                  
282 重要事実再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 5 月 10 日） 
283 重要事実再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 5 月 10 日） 
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(255)の UNID からの重要事実に係る反論に対して、次の内容の再反論284が提出された。 

 

(ア) 調査当局は、上記(220)の重要事実における調査当局の検討のとおり、UNID の意見の

表明における脚注の日本語翻訳部分のみから、UNID が韓国国内で独占的な地位を占め

ているとの UNID の主張の当否を分析・判断することは不可能である。 

また、仮に UNID が韓国国内で独占的な地位を占めていたとしても、当該事実のみで

は協定 2.2 が規定する「市場が特殊な状況にある」とはいえず、韓国の内需市場において

民間事業者が通常の取引を行い得ない状況等があることが必要である。 

 

(イ) 上記(ア)は、正常価格として韓国国内販売価格を適用しないことを主張する UNID 側

で主張立証を要する事項である。そのため、調査当局は、証拠の充足の有無について釈

明を求める義務を負わない。 

 

(ウ) したがって、上記(255)の UNID の反論は認められるべきではない。 

 

(262) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「６－３－１－１ 「正常価格等」に係る反論」

(256)の UNID からの重要事実に係る反論に対して、次の内容の再反論285が提出された。 

 

(ア) 「その他間接販売費」及び「一般管理費」の算定について、仮に UNID が提出した質

問状回答書等により再算定が可能であったとしても、上記(222)(オ)の重要事実における

調査当局の認定のとおり、UNID の主張は、UNID が供給者当初質問状回答において、

輸出販売及び国内販売から控除すべき費用に間接販売費を挙げていないことと、国内向

け同種の貨物の販売に関連して間接的に要した販売費用・一般管理費用では「該当なし」

と回答したことが矛盾している。このため、「その他間接販売費」及び「一般管理費」の

認定は変更されるべきではない。 

 

(イ) したがって、上記(256)の UNID の反論は認められない。 

 

 「正常価格等」に係る反論等に係る検討 

 

(263) 上記(252)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(252)の反論は、UNID が調査当局から UNID に対する第三国（上位 5 か国）向け

輸出価格に係る情報の要求を受けて対応した質問状回答の 1 か月前に、既に UNID から

調査当局へ提供した確認票回答等から韓国国内の販売価格が正常価格として使える十分

な数量であることを確認するための時間的余裕があったにもかかわらず、調査当局が

                                                  
284 重要事実再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 5 月 10 日） 
285 重要事実再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 5 月 10 日） 
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UNID に対して、質問状において個別取引毎の第三国向け輸出価格について回答を要求

したことは協定の趣旨に準じたことではなく、むしろ海外生産者である調査対象企業に

過重な資料を求めたことは協定の趣旨に反するとの主張である。 

さらに、調査当局は不当廉売関税に関する制度を多く利用しているアメリカやインド

等の第三国向け輸出価格の利用を参考にすべきであるとの主張である。 

 

(イ) まず、上記(252)(ア)で述べられている回答書の回答期限及び回答日については、上記

「１－７ 調査開始後の経緯」で述べたとおりである。 

繰り返しになるが、確認票回答は、上記(20)及び(23)で述べたとおり、回答期限を令和

2 年 7 月 13 日としていたところ、UNID から期限後である令和 2 年 7 月 14 日に同回答

が提出された。 

次に、供給者質問状回答書のうち調査項目 A については、上記(22)及び(23)で述べた

とおり、回答期限を令和 2 年 8 月 5 日としていたところ、UNID から令和 2 年 8 月 5 日

に回答書が提出された。 

また、供給者質問状回答書のうち調査項目 B から E については、上記(21)、(22)及び

(23)で述べたとおり、UNID から要請のあった提出期限の延長を調査当局が認め、その

延長後の回答期限を令和 2 年 8 月 19 日としていたところ、UNID から令和 2 年 8 月 19

日に回答書が提出された。 

 

(ウ) 上記(252)(ア)について、上記(イ)のとおり、供給者当初質問状回答書（B から E）が提

出される 1 か月以上前に UNID から確認票回答が提出され、当回答書Ⅹ.１.(2)に、調査

対象貨物と同種の貨物の供給国内での販売量が回答されていたが、その数字の根拠とな

る証拠書類については質問状の回答とともに提出することになっており、確認票の数字

のみをもってはその数字の正確性の検証はできない。 

このように、UNID が回答した韓国国内の販売価格が正常価格として使用することが

できるか否かは、UNID からの確認票回答だけでは判断できず、UNID に対するその後

の質問状における回答や添付資料等を基に判断する必要があった。 

よって、上記(252)(ア)の UNID の主張は、失当である。 

 

(エ) さらに、上記(252)(ア)及び(イ)について、仮に調査当局が上記(252)(ア)の UNID の主

張のとおり、確認票回答から韓国国内の販売価格を正常価格として使用することを検討

していたとしても、その後、国内販売価格を検証した結果、国内販売価格が正常価格に

使えないとなった場合に、調査当局は急遽 UNID へ第三国向け輸出価格又は原価情報を

要求し、至急検討しなければならなくなる。UNID は、上記(252)(オ)のとおり、調査当

局からの要請があったならば、全ての第三国向け輸出価格を提供しただろうと主張する

ものの、この作業には UNID が自ら認めたとおり、相当な労力をかけて資料を作成し、

回答を提出することになる、つまり、提出までに一定期間を要することは確実である。 
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そして、調査当局は、協定286及び関係国内法令287に基づき調査期間を設定していると

ころ、上記(214)(エ)のとおり、当該調査期間内に調査を終結させる観点から、調査によ

り国内販売価格を正常価格として使用できないことが判明することを待たずに、あらか

じめ当初質問状において第三国向け輸出価格に係る情報を求めているものであり、この

取扱いは協定に整合的である。 

よって、上記(252)(イ)の UNID の主張は、失当である。 

 

(オ) その他、上記(252)(イ)について、繰り返しになるが、調査当局は、UNID を含む利害

関係者から提出された、質問状等に係る回答の提出期限の延長要望について、協定 6.13

の趣旨に鑑み、迅速な調査進行の観点から可能な範囲でこれを認めている。 

実際、上記(21)に記載のとおり、UNID が過重な資料を求められたと主張している供

給者質問状調査項目 D（第三国向け輸出価格）を含む調査項目 B から E までの回答の提

出期限について、14 日間の延長を求める要望が令和 2 年 7 月 29 日に UNID から調査

当局に提出され、調査当局は当該要望を認めた。 

このように、調査当局は、利害関係者が要請された情報を提供する際に直面する困難

について妥当な考慮を払っている。よって、調査当局が UNID に対し当初質問状におい

て第三国向け輸出価格を要求したことは、調査手続き上何ら問題がない。 

 

(カ) 最後に、上記(252)(エ)について、調査当局は、不当廉売関税に関する制度全般につい

て、当然、アメリカやインド等の他国の制度についても幅広く参照している。 

このように幅広く参照しつつ、上記(214)(エ)のとおり、調査当局は本調査を協定及び

関係国内法令に基づき実施しているところ、本調査は、協定及び関係国内法令と整合的

な形で実施されている。また、本調査は、他国の調査と別な調査であり、調査手続きが

他国と必ずしも一致しないことは言うまでもない。 

 

(キ) したがって、上記(252)の UNID の反論は認められない。 

 

(264) 上記(253)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(253)の反論は、UNID の調査当局への説明を踏まえ、日本における販売価格と韓

国における販売価格を比較する際、調査当局が設定した品種コード④（用途）を考慮し

て比較する方が合理的な判断であることを説明すべきであり、UNID が回答した品種コ

ード④（用途）における食品添加用と工業用に明らかな差が存在することを調査当局が

認めないのであれば、この区分を求めた理由及び調査手続きにおいて利害関係者にこの

区分の説明をしなかった理由を、さらに、単に不当廉売関税率を引き上げるためのもの

ではないことを説明すべきとの主張である。 

                                                  
286 協定 5.10 
287 法第 8 条第 6 項 
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(イ) まず、上記(253)(ア)について、調査当局は、協定及び関係国内法令等に基づき、本調

査において調査当局の求めに応じて利害関係者等から提出された書面等の証拠書類を全

て確認し、炭酸カリウム産業について理解した上で UNID が回答した品種コード④（用

途）の食品添加用と工業用に係る区分を検討している。 

 

(ウ) 続いて、上記(253)(イ)及び(ウ)について、調査当局は、上記(216)のとおり、UNID が

原価管理上の選択から製造原価で食品添加用と工業用を区分していない旨、また、食品

添加用の基準に合わせて工業用を生産している旨主張していることから、食品添加用と

工業用の仕様が同一であり、食品添加用及び工業用として生産された製品に、正常価格

と輸出価格の比較に影響を及ぼすほどの物理的特性に差があるとはいえず、品種コード

④（用途）における食品添加用と工業用との区分を認めることはできない。 

調査当局は、UNID が販売段階において明確に分かれている顧客を対象に、製品試験

成績書(Certificate of Analysis)の管理により、食品添加用と工業用の販売を区別して管

理しているとの主張について、前述のとおり、食品添加用と工業用の仕様は同一である

ことから、同一仕様の製品を単に顧客の用途に応じて区別しているに過ぎないことを確

認している。 

 

(エ) 次に、上記(253)(エ)について、調査当局は、協定288及び関係国内法令等289に基づいて、

品種コード④（用途）の区分を検討した結果、品種コード④（用途）が販売先の使用用

途によって区分しているのみで、それ以外の物理的特性等に差異が無いと認めたことか

ら、品種コード④（用途）における食品添加用と工業用について区別しないとの結論に

至ったものである。この結論は、上記「２－２－１－１ 正常価格」及び「２－２－２

－１ 本邦向け輸出価格」並びに「不当廉売差額率の算定について」Ⅰ.(3)に記載のとお

り、合理的である。 

なお、上記(253)(オ)について、調査当局が利害関係者に対して、品種コード④（用途）

の他、同コード①（状態）、同コード②（濃度）、同コード③（形状（固体のみ））、同コ

ード⑤（製造工程）に係る回答を求めた理由は、協定 2.4 が規定する「価格の比較に影

響を及ぼす差異」を考慮するためである。そのため、調査当局が当初質問状で必要な情

報を求め、それらの情報に基づいて調査を行い、最終的に品種コード④（用途）に価格

の比較に影響を及ぼす差異がないと判断したことは調査手続上何ら問題ない。 

 

(オ) さらに、上記(253)(オ)について、調査当局は上記(216)(イ)で述べたとおり、本調査を

協定に基づいて実施したところ、品種コード④（用途）における食品添加用と工業用との

区分を認めることができない理由について、調査当局は UNID に対して、上記(194)に記

                                                  
288 協定 2.4 
289 法第 8 条第 1 項、ガイドライン 7． 
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載のとおり、仮の決定に際して UNID へ送付した「不当廉売差額率の算定について」Ⅰ.(3)

で明示している。また、調査当局は、仮の決定までの間に、第 1 回目不備指摘通知290にお

いて、当コードに係る調査当局の疑問点を UNID へ伝え、UNID の確認を経ていること

から、「この区分を説明しなかった」との UNID の主張は失当である。そして、上記(エ)

のとおり、調査当局が、調査の結果、最終的な決定において、当初質問状における品種

区分を変更して不当廉売差額率の決定を行ったことは協定に整合的である。 

 

(カ) 最後に、上記(253)(オ)について、UNID が主張する品種コード④（用途）における食

品添加用と工業用との区分を調査当局が認めなかったのは、上記(イ)で述べたとおり、調

査当局が本調査を協定及び関係国内法令等に基づき実施した結果、価格の比較に影響を

及ぼす差異があったとは認められなかったからであり、その詳細は重要事実及び「不当

廉売差額率の算定について」に記載されているとおりである。決して、単に不当廉売関

税率を引き上げるためのものでないことは明白である。 

 

(キ) したがって、上記(253)の UNID の反論は認められない。 

 

(265) 上記(254)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(254)の反論は、UNID の Powder（粉）製品の製品型番【営業上の秘密】の取引

は既存顧客との 1 件のみであり、また、その取引における数量の割合が【営業上の秘密】％

であるところ、調査当局はこのスポット性の取引に鑑み、Powder（粉）製品より Super 

Fine Powder 製品の販売価格が高く形成されていることを認めるべきであるとの主張で

ある。 

 

(イ) 上記(254)について、調査当局は、上記(92)(エ)及び(218)(エ)のとおり、UNID と取引

先との取引を精査した結果、UNID が当該取引先と頻繁に取引を行っていることを確認

している。また、調査当局は、販売価格が顧客との交渉による結果であり、当該取引に

関しても他の販売価格と比較してその異常性を認めることができなかった。そのため、

調査当局は、スポット性（非常に少ない数量）があるため高い価格で Powder（粉）製品

を販売したという UNID の主張を認めることができない。 

 

(ウ) また、製品型番【営業上の秘密】の取引がスポット性の取引であり、取引数量の割合

が小さいため Powder（粉）製品の販売価格が高く形成されているとの UNID の主張に

対し、調査当局は、上記(92)(エ)及び(218)(エ)で述べたとおり、Powder（粉）製品の取

引数量と比較してもやや少ない量の取引である Super Fine Powder 製品をほぼ同じ価

格で取引していることを確認したため、Powder（粉）製品と Super Fine Powder 製品

                                                  
290 令和 2 年 8 月 24 日付け供給者に対する第 1 回目不備指摘（整理番号 10） 
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との価格差が存在しないと判断したものである。 

そして、調査当局は、Powder（粉）製品の価格が一定のものではなく、多様な価格を

形成していることも確認している。 

 

(エ) したがって、上記(254)の UNID の反論は認められない。 

 

(266) 上記(255)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(255)の反論は、UNID が調査当局へ提出した韓国語で記載された The Bell のレ

ポートに係る日本語の翻訳が一部しかないという理由で証拠として認められないという

調査当局の見解について、調査当局へ再検討を求める主張である。 

 

(イ) また、調査当局は、真に UNID の韓国の内需市場は独占的な地位が存在する市場で、

特別な状況に関する証拠が必要であれば、仮の決定の前に、UNID に対し追加で要求す

べきとの主張である。 

 

(ウ) まず、上記(255)(ア)について、調査当局は、上記(14)で述べたとおり、調査開始告示

において「本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の

申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。

ただし、これらの原文が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日

本語の翻訳文を添付するものとする。」旨を告示した。 

これに加えて、「お願い紙」、「不備指摘291」、「供給者追加質問状」及び「現地調査項目

等の通知292」でも同様の趣旨を明示している。 

さらに、「お願い紙」においては「なお、質問状回答等その他政府への提出書面等が日

本語以外の言語で作成されている場合又は日本語以外の言語によるもので日本語の翻訳

文が提出されない場合には、当該情報を証拠の認定に際し不採用とすることがあります

のでご注意ください。」ということも明示している。 

このような前提が明確であったにもかかわらず、UNID が調査当局へ提出した証拠に

は、日本語への翻訳が一部のみであった。 

 

(エ) また、調査当局は、上記(220)(イ)前段のとおり、同レポートの日本語の翻訳文が適切

に添付されていなかったことから、同分析内容を確認できていない。 

なお、仮に、同レポートの日本語の翻訳文が適切に添付されていたとしても、調査当

局は、上記(220)(イ)後段のとおり、韓国国内における取引が通常の取引であると認めて

                                                  
291 令和 2 年 8 月 24 日付け供給者に対する第 1 回目不備指摘及び令和 2 年 9 月 4 日付け供給者に対する第 2 回

目不備指摘 
292 令和 2 年 11 月 20 日付け「大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査に係る現地調

査（以下「現地調査」という。）の実施について」 
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いるため、UNID から回答のあった韓国国内における販売価格を正常価格として使用す

るとの結論に変わりはない。 

 

(オ) 次に、上記(255)(イ)について、調査当局は、提出された証拠書類を確認した結果、韓

国における取引が通常のものと認められたため、追加の証拠を求める必要もなかった。 

また、UNID は政令第 10 条第 1 項に基づく「証拠」の提出の機会があるにもかかわ

らず、韓国の内需市場が独占的な地位が存在する市場で、特別な状況であるという証拠

を証拠の提出期限までに提出してこなかった。このことから、調査当局は、UNID の韓

国の内需市場が特殊な状況であるという主張を単なる意見と判断した。 

 

(カ) 当然のことであるが、調査当局は、協定及び関係国内法令等に基づいてこれまでの調

査を実施している。この調査における、UNID が主張する UNID の韓国の内需市場が独

占的な地位が存在する市場で、特別な状況に関する証拠に係る検討過程や根拠規定等は、

上記(94)及び(220)に記載のとおり、仮の決定及び重要事実において既に十分に記載され

ている。 

 

(キ) したがって、上記(255)の UNID の反論は認められない。 

 

(267) 上記(256)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(256)の反論は、UNID が調査当局からの「その他間接販売費」及び「一般管理費」

に係る説明に基づき提出した「間接費」及び「販売費」ついて、調査当局に再検討を求

める主張と解される。 

 

(イ) まず、UNID が主張する調査当局への問合せについて、令和 2 年 9 月 10 日、UNID

の代理人から調査当局（財務省）へ電話にて「その他間接販売費」及び「一般管理費」

に係る問合せがあったことは事実であるが、調査当局は、この問合せに対し、上記

(222)(オ)前段のとおり、様式 B の項目（B-3-29）「その他の間接販売費・一般管理費」と

様式 E の「間接販売費・一般管理費」が一致している旨の不備について説明をし、回答

を求めたものである。 

 

(ウ) その後も、調査当局は、上記(222)(オ)及び(カ)前段並びに「不当廉売差額率の算定につ

いて」Ⅱ.A.のとおり、当初質問状回答に係る第 2 回不備指摘及び供給者追加質問状を通

じて、本邦向け輸出取引に係る販売部門と思われる日本事務所に係る費用から、対象産

品に直課・配賦すべき費用（輸出販売から控除すべき費用）の算出を依頼し、日本事務

所の経費の内容を質問したが、UNID から回答された「その他の間接販売費・一般管理

費」の金額は、当初質問状の回答金額と変わらないものであった。 
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調査当局は、UNID から提出された部署別勘定科目別実績資料293を確認したところ、

UNID が当初質問状回答で「その他の間接販売費・一般管理費」について「直接追跡で

きない販売及び管理に関する費用であり、本社の当該部署の給与を含めた各種管理費用

が該当する。当該費用の特性上、販売と関連した全般的な活動のために発生した費用で

ある。」294と回答したとおり、様式 E の生産費用に含まれる「間接販売費・一般管理費」

であると判断した。 

以上のとおり、調査当局は UNID から提出された資料をもって、UNID が回答した「そ

の他の間接販売費・一般管理費」が「対象産品に直課・配賦すべき費用」ではなく、「調

整が必要な費用項目」として認められないとの結論に至ったものである。 

これは、様式 C「その他の間接販売費・一般管理費」においても同様である。 

 

(エ) また、UNID は調査当局の指摘に応じて「様式 E」に「発送地区分（内需、輸出-日本、

輸出）」を追記した資料を提出しているが、当該資料は、様式 E に関する修正であり、上

記(ウ)の「調整が必要な費用項目」に関する結論を変える根拠とはならない。 

 

(オ) したがって、上記(256)の UNID の反論は認められない。 

 

(268) 上記(257)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(257)の反論は、調査当局が UNID の提出資料によって間接販売費と一般管理費

を区分することが可能であることを認め、不当廉売差額率の算定における間接販売費の

算出を再検討すべきとの主張と解される。 

 

(イ) 調査当局は、UNID が主張する「その他間接販売費」と「一般管理費」を区分した資

料295及び UNID が重要事実に係る反論において主張した資料296を確認したところ、両

資料は間接販売費に係る売上高並びに管理費及び販売費等であり、両資料において金額

は一致していた。そして、調査当局は、この内容が、供給者当初質問状回答書の内容297

と同様であることを確認した。 

つまり、UNID は、様式 E の生産費用に含まれる「間接販売費・一般管理費」を間接

販売費と一般管理費に区分して再算出を求めてきているが、それらの金額はこれまで

UNID から回答があった金額と変わりなく、上記(267)で述べたとおり、「調整が必要な

費用項目」として認められないため、UNID が要請する調整項目の再算定は認められな

い。 

                                                  
293 供給者第 2 回目不備改め版回答書（質問項目 24.①）（添付資料 C-3-20-4(追加質問)）（令和 2 年 9 月 18

日） 
294 供給者当初質問状回答書（調査項目 B-3-29-1-1 及び B-3-29-2-1①） 
295 供給者現地調査提出資料（17. B-(2)-2） 
296 供給者追加質問状回答書（I-6） 
297 供給者質問状回答書（様式 B 項目 B-3-29） 
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(269) したがって、上記(257)の UNID の反論は認められない。 

 

 「４ 因果関係」に係る反論等の検討 

 

 「需要又は消費態様の変化」及び「その他の意見等」に係る反論等の検討 

 

 「需要又は消費態様の変化」及び「その他の意見等」に係る反論 

 

(270) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「５－５－１－２ 「需要又は消費態様の変化」

に係る反論等の検討」及び「５－５－２－３ 「その他の意見等」に係る反論等の検討」に

関して、次の内容の重要事実を支持する意見の表明298があった。 

 

(ア) 調査対象期間中の日本国内の消費パターンは特に変化していないとする重要事実の

内容を支持する。 

 

(イ) 本邦生産者の設備投資が通常の生産水準を維持するための定期的な設備の維持更新の

範囲内であることの根拠は既に明確に示されており、重要事実の内容を支持する。 

 

(271) 供給者である UNID から、上記「５－５－１－２ 「需要又は消費態様の変化」に係る反

論等の検討」及び「５－５－２－３ 「その他の意見等」に係る反論等の検討」に関して、

次の内容の重要事実に係る反論299が提出された。 

 

(ア) 本邦生産者の 1 者は、証拠目録 13-1300において明確に今後の需要見込みが変化する

ことを述べているが、申請者の回答と矛盾している。そのため、調査当局は、需要見込

みにあたって、証拠目録 13-1 と申請者の回答との差に関して再検討すべきである。 

 

(イ) 調査当局は、UNID が仮の決定反論書 4)b)において行った、本邦生産者の老朽化され

た施設の維持・更新などの費用が通常の炭酸カリウム事業に見込める金額と判断した根

拠（申請者企業が自ら主張した水準であるか、他国産業の平均の設備維持費水準である

かなど）を提示すべきとの要請に明確に回答していないため、再度その根拠の提示を要

請する。 

 

(ウ) また、調査当局は、上記(237)における「定期的な設備の維持更新の範囲」について、

具体的な基準を明示すべきである。 

                                                  
298 重要事実反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 4 月 22 日） 
299 重要事実反論書（UNID、令和 3 年 4 月 22 日） 
300 令和 2 年 9 月 29 日、UNID から提出された証拠 別添 13-1 
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(エ) 調査当局は、協定 3.7 の実質的な損害のおそれについて、事実を基盤にすべきであり、

単純に主張や推測、又は漠然とした可能性を基に判断をしてはならないという規定に反

した判断をしている。調査当局は、申請者が認めている事業撤退の理由を漠然とした可

能性として認めて判断しているにすぎないため、損害検討段階から明確な因果関係に依

った判断をすべきである。 

 

 「需要又は消費態様の変化」及び「その他の意見等」に係る再反論 

 

(272) 申請者であるカリ電解工業会から、上記「６－４－１－１ 「需要又は消費態様の変化」

及び「その他の意見等」に係る反論」(271)の UNID からの重要事実に係る反論に対して、

次の内容の再反論301が提出された。 

 

(ア) 証拠目録 13-1302は、上記(233)(ア)のとおり、本邦生産者 1 社の事業構造改革の決定に

おける検討要素が記載されているのであって、消費パターンの変化に関する証拠に該当

しない。 

 

(イ) 重要事実において、本邦生産者による設備投資が通常見込まれる、すなわち生産水準

を維持するために必要な定期的な設備の維持更新の範囲内と判断した理由は既に十分

示されている上、設備の維持更新費の水準等に関する回答は本邦生産者の営業秘密を侵

害するおそれがある。 

 

(ウ) 上記(237)(ア)のとおり、調査当局は、本邦生産者に対する現地調査において確認され

た事実等に基づいて損害の因果関係について判断したものである。これは協定にも整合

的である。 

 

(エ) したがって、UNID の主張は失当である。 

 

 「需要又は消費態様の変化」及び「その他の意見等」に係る反論等の検討 

 

(273) 上記(271)の UNID からの反論等に関して、調査当局は次のとおり検討した。 

 

(ア) 上記(271)(ア)について、UNID は証拠目録 13-1303に明確に今後の需要見込みが変化

する旨記載されていると主張しているが、UNID から提出のあった証拠目録 13-1 は、上

記(233)に記載のとおり、本邦生産者の 1 者がカセイカリ事業の生産停止を含めた抜本的

                                                  
301 重要事実再反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 5 月 10 日） 
302 令和 2 年 9 月 29 日、UNID から提出された証拠 別添 13-1 
303 令和 2 年 9 月 29 日、UNID から提出された証拠 別添 13-1 
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な事業構造改革の実施の決定に至る過程で、今後の需要見通しや設備の維持更新に必要

なコスト等を検討したことが記載されているにすぎない。 

確かに、「今後の需要見通し」との文言が記載されているが、あくまでも、抜本的な事

業構造改革の実施の決定に至る過程で「今後の需要見通し」を検討したのであって、明

確に今後の需要見込みが変化することを述べているわけではない。 

 

(イ) また、本邦における炭酸カリウムの需要については、上記「４－２－２－１ 需要の

変化」のとおり、調査対象期間における減少が認められるものの、需要減少の影響を排

除してもなお当該輸入貨物の影響による販売量の減少が認められた。 

 

(ウ) したがって、上記(271)(ア)の UNID の反論は認められない。 

 

(エ) 上記(271)(イ)について、繰り返しになるが、調査当局は、上記(237)に記載のとおり、

本邦生産者に対する現地調査を実施し、定期修理引当金の増額理由や減価償却費の増加

の要因について確認をしている。そして、それらの費用が、本邦生産者において通常見

込まれる、定期的な設備の維持更新の範囲内であることを確認している。そのため、明

示的な根拠を示していないとの UNID の主張は失当である。 

なお、設備の維持更新に必要とされる費用は企業毎に異なるところ、他国産業の平均

設備維持水準と比較することによって本邦生産者の生産水準を維持するために必要な

水準を判断することは適切ではないため、他国産業の平均設備維持水準と比較は行って

いない。 

 

(オ) また、上記(271)(ウ)について、調査当局は、上記(237)において、「定期的な設備の維

持更新の範囲」を本邦生産者がその生産水準を維持するために必要とされるものと明示

している。 

 

(カ) 上記(271)(エ)について、協定 3.7 は、「実質的な損害のおそれの決定」に関するもので

ある。しかし、本調査では本邦の産業に与える実質的な損害の事実が認められているた

め、協定 3.7 に係る UNID の主張は失当である。 

調査当局は、協定に基づき、実証的な証拠に基づいて損害の決定を行っているところ、

調査当局は、単なる主張や推測、可能性を基に判断を行っておらず、また、当該輸入貨

物と本邦の産業の損害等の発生について因果関係が認められると判断をしている。  

よって、UNID の主張は失当である。 

 

(キ) したがって、上記(271)(イ)、(ウ)及び(エ)の UNID の反論は認められない。 
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 重要事実を支持する意見 

 

(274) 申請者であるカリ電解工業会から、上記(247)、(251)及び(270)に加えて、上記「５－４－

１ 「当該輸入貨物の輸入が本邦における本邦産同種の貨物の価格に及ぼす影響に係る意見

等の検討」に係る反論等の検討」に関して、「UNID の各主張はいずれも失当であり、重要事

実の内容を支持する。」との重要事実を支持する意見の表明304があった。 

また、「不当廉売された炭酸カリウムが輸入されたことにより、本邦の産業に実質的な損害

が発生しており、重要事実の内容を支持する。」との重要事実を支持する意見の表明305があ

った。 

 

 重要事実に係る反論・再反論の検討についての結論 

 

(275) 以上のとおり、利害関係者から提出された重要事実に係る反論・再反論を検討した結果、

重要事実で示された調査当局の判断を変える必要はないものと認められた。 

 

 結論 

 

(276) 以上のとおり、不当廉売された炭酸カリウムの輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与

える実質的な損害等の事実が認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
304 重要事実反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 4 月 22 日） 
305 重要事実反論書（カリ電解工業会、令和 3 年 4 月 22 日） 
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（別添） 

 

主要証拠等目録 

番号 標 目 

1 
大韓民国産の炭酸カリウムに対する不当廉売関税を課することを求める書面（カリ電

解工業会） 

2 
調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する確認票及び質問状への回答書（UNID 

Co.,Ltd） 

3 
調査対象貨物の輸入者に対する確認票及び質問状への回答書（伊藤忠ケミカルフロン

ティア株式会社） 

4 
調査対象貨物の輸入者に対する確認票及び質問状への回答書（日星産業株式会社） 

5 
調査対象貨物の輸入者に対する確認票及び質問状への回答書（株式会社マル一） 

6 
本邦生産者に対する確認票及び質問状への回答書（AGC 株式会社） 

7 
本邦生産者に対する確認票及び質問状への回答書（日本曹達株式会社） 

8 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 A 社】） 

9 
産業上の使用者に対する確認票への回答書（【産業上の使用者 B 社】） 

10 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 C 社】） 

11 
産業上の使用者に対する確認票への回答書（【産業上の使用者 D 社】） 

12 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 E 社】） 

13 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 F 社】） 

14 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 G 社】） 

15 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 H 社】） 

16 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 I 社】） 
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17 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 J 社】） 

18 
産業上の使用者に対する確認票への回答書（【産業上の使用者 K 社】） 

19 
産業上の使用者に対する確認票への回答書（【産業上の使用者 L 社】） 

20 
産業上の使用者に対する確認票への回答書（【産業上の使用者 M 社】） 

21 
産業上の使用者に対する確認票及び質問状への回答書（【産業上の使用者 N 社】） 

22 
産業上の使用者に対する確認票への回答書（【産業上の使用者 O 社】） 

23 
令和 2 年 8 月 24 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（UNID Co.,Ltd） 

24 
令和 2 年 8 月 24 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（株式会社マル一） 

25 
令和 2 年 8 月 24 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（日星産業株式会社） 

26 
令和 2 年 8 月 24 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（日本曹達株式会社） 

27 
令和 2 年 8 月 24 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（【産業上の使用者 F 社】） 

28 
令和 2 年 8 月 24 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（【産業上の使用者 H 社】) 

29 
令和 2 年 9 月 4 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（UNID Co.,Ltd） 

30 
令和 2 年 9 月 4 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（株式会社マル一） 

31 
令和 2 年 9 月 4 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社） 

32 
令和 2 年 9 月 4 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（AGC 株式会社） 

33 
令和 2 年 9 月 4 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（【産業上の使用者 I 社】） 

34 
令和 2 年 9 月 23 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（株式会社マル一） 
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35 
令和 2 年 10 月 1 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（日本曹達株式会社） 

36 
令和 2 年 10 月 1 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（AGC 株式会社） 

37 
令和 2 年 10 月 5 日付け調査当局発出の指摘等を踏まえて提出された質問状の回答書

（株式会社マル一） 

38 
追加質問状に対する回答書（UNID Co.,Ltd） 

39 
追加質問状に対する回答書（伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社） 

40 
追加質問状に対する回答書（日星産業株式会社） 

41 
追加質問状に対する回答書（株式会社マル一） 

42 
追加質問状に対する回答書（AGC 株式会社） 

43 
追加質問状に対する回答書（日本曹達株式会社） 

44 
令和 2 年 9 月 29 日付け証拠の提出（UNID Co.,Ltd） 

45 
令和 2 年 8 月 7 日付け意見の表明（UNID Co.,Ltd） 

46 
令和 2 年 10 月 29 日付け意見の表明（UNID Co.,Ltd） 

47 
令和 2 年 10 月 29 日付け意見の表明（伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社） 

48 
令和 2 年 10 月 29 日付け意見の表明（AGC 株式会社） 

49 
令和 2 年 10 月 29 日付け意見の表明（日本曹達株式会社） 

50 
令和 2 年 10 月 29 日付け意見の表明（カリ電解工業会） 

51 
調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する現地調査に係る現地調査結果報告書及び提

出資料（UNID Co.,Ltd） 

52 
本邦生産者に対する現地調査に係る現地調査結果報告書及び提出資料（AGC 株式会

社） 

53 
令和 2 年 9 月 18 日付け秘密として取り扱うことを求める旨の適切性についての意見

書（カリ電解工業会） 

54 
仮の決定反論書（仮の決定に係る意見の表明（反論））（カリ電解工業会） 

55 
仮の決定反論書（仮の決定に係る意見の表明（反論））（UNID Co.,Ltd） 
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56 
仮の決定再反論書（仮の決定に係る意見の表明（再反論））（カリ電解工業会） 

57 
重要事実反論書（重要事実の開示に係る意見の表明（反論））（UNID Co.,Ltd） 

58 
重要事実反論書（重要事実の開示に係る意見の表明（反論））（カリ電解工業会） 

59 
重要事実再反論書（重要事実の開示に係る意見の表明（再反論））（カリ電解工業

会） 

60 
調査当局が収集及び分析した関係証拠 

 

 


